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第３次天草市行財政改革アクションプラン

平成２９年度の取組状況一覧（単年度）

　【実施状況区分】

中止 取組みの結果や状況の変化等により、計画を中止するもの

※　プランの統合（平成２７年度）
　プラン３-①-２をプラン３-①-１に、プラン３-③-１をプラン３-③-３に統合

継続(完了) 当該年度の取組みを完了し、次年度以降も引続き推進していくもの

継続(未達) 目標未達成のため、次年度以降も計画に基づき推進していくもの

完了 目標どおり取組みが完了したもの

0 0

合計 12 13 3 5 2 2 1

0 0 0 0 0 0中止 0 0 0

6 3 2 49

継続（未達） 3 6 1 0 110 0 0 0 1 0

0 4

継続（完了） 9 7 1 5 2 2

0 0 0 0 3 0

1 2 3 2 34

完了 0 0 1

③選択と集中
による行政
サービス、事
務事業の再
構築

④経営的視
点に立った行
政運営

①行政組織
の効率化、活
性化

②人員管理
の適正化の
向上

基本方針
取組項目

１．財政基盤・経営力の強化 ２．組織力・職員力の向上 ３．協働によるまちづくりの推進

合計①将来を見据
えた財政運営
の健全化

②市有財産
の利活用、整
理・統廃合、
再配置

②透明性ある
情報提供によ
る市民との情
報共有

③多様な担い
手への支援・
育成実施状況

③職員資質
の向上

①市民参画
による地域づ
くりの推進
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第３次天草市行財政改革大綱アクションプラン
【平成２９年度実績（単年度）】

基本
方針

取組
項目

No. アクションプラン名 プランの概要 所管支部 所管課・係 取組状況

３９．財政基盤・経営力の強化

①将来を見据えた財政運営の健全化

1
総合計画・実施計画・財
政健全化計画と連携した
財政運営

・総合計画の進捗管理、評価、実施計画の見直しと連携した財政健全化計画の毎
年度見直し
・事業の重点化、統廃合に向けた財源の枠配分の実施
・現在の財源不足を将来負担に転嫁しないための市債発行額の抑制

総合政策部
財政課
財政係

②継続（完了）

2 自主財源の確保
・使用料、手数料等の見直し
・広告収入の確保
・ふるさと応援寄附金制度の推進

総合政策部
財政課
財政係

②継続（完了）

3 市税等収納率の向上
　徴収率の向上対策及び徴収体制の充実を図り、市税及び国民健康保険税の徴収
率を向上させる。併せて、熊本県下１４市で１位の徴収率を目指し、貴重な自主
財源である税を公平公正に確保する。

市民生活部
納税課
収納係

②継続（完了）

4
中期経営計画に沿った計
画的な経営(斎場事業）

　本市は、天草本渡斎場、牛深火葬場、御所浦火葬場、及び天草火葬場の４施設
がある。施設の運営にあたっては、市民のニーズの多様化、高度化などの対応と
計画的かつ安定的な行政運営を図って行くことが求められており、指定管理者制
度導入や、老朽化した施設の更新や統合を検討するものである。

市民生活部
環境施設課
施設管理係

②継続（完了）

5
中期財政計画に沿った計
画的な経営（国民健康保
険事業）

　中期財政計画(H23～28年度）に沿った計画的な経営に努め、当該年度の実績・
決算等に応じたローリングを行い、一般会計繰入金を縮減し、国民健康保険事業
経営の健全化を図る。

市民生活部
国保年金課
国保給付係

②継続（完了）

6
㈱くらたけの業績評価の
実施による事業の見直し

　㈱くらたけの業績評価を実施し、評価結果を基に事業の見直しを行う。 経済部
農林整備課
施設管理係

③継続（未達）

7
観光施設を運営する第三
セクターの業績評価の実
施による事業の見直し

　国の「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」等に沿って㈱うしぶか、
㈲愛夢里、㈱プラスファイブの業績評価を実施し、評価結果を基に事業を見直
す。

観光文化部
観光振興課
観光施設係

③継続（未達）

8
市有建築物の省エネル
ギー化

　省エネ法に基づく届出制度の活用により、市有建築物の更なる省エネルギー化
を誘導し、当該建築物のエネルギー消費量並びに光熱費など施設管理経費を削減
を図る。
　建築物の省エネ性能の指標として、省エネ法に基づく[外皮の年間熱負荷]及び
[空気調和設備等の一次エネルギー消費量]の基準を用いることとし、建築物の設
計値÷法適合基準値＝０．８以下となるよう、助言及び誘導を行う。

建設部
建築課
建築指導係

②継続（完了）

9 水道会計の健全化
　水道料金（上水、簡水）の改定（統一）を図り、経営の健全化を目指し、一般
会計繰入金の減額を図る。併せて、各地域の料金格差の是正を行う。

水道局
経営管理課
水道庶務係

②継続（完了）

10 病院事業の経営健全化

第２期天草市立病院改革プランに沿った計画的な経営に努めるとともに、実績に
応じたローリングを行いながら病院事業の経営健全化を図るとともに、平成２７
年３月に国から出された新公立病院改革ガイドラインに沿って平成２８年度まで
に新改革プランを策定する。

病院事業部
経営管理課
（全病院）

③継続（未達）
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第３次天草市行財政改革大綱アクションプラン
【平成２９年度実績（単年度）】

基本
方針

取組
項目

No. アクションプラン名 プランの概要 所管支部 所管課・係 取組状況

11 奨学金滞納金の縮減
　徴収率の向上対策及び徴収体制の充実を図り、負担公平等の見地から、奨学金
滞納金を縮減させる。

教育部
教育総務課
総務企画係

②継続（完了）

12 下水道事業の経営健全化

①汚水処理サービスを継続的に提供するため、経営健全化のための長期経営計画
（経営戦略）を策定する。
②浄化槽市町村整備事業の制度を見直し、浄化槽設置補助事業に制度統一を図る
ことで、将来の繰出金の削減を図る。
③策定した長期経営計画により健全経営に努める中で、負（分）担金及び使用料
の徴収率向上に取り組む。

水道局
経営管理課
下水道庶務係

②継続（完了）

②市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置

1
公共施設の維持管理計画
の作成

　施設の利用状況、同時期に整備した施設等の維持管理コストや将来の更新時期
を考慮し、広域的な観点から計画的な市有財産の再編を行う。

総務部
管財課
財産管理係

②継続（完了）

2 市有財産の把握と売却
　市有財産の利活用基本方針に基づいた、第2期施設の整理・統廃合基本計画等
により地域の実情に沿った利活用を図り、今後も利活用が見込めない財産につい
ては、積極的に売却・貸付けるなど有効活用を図る。

総務部
管財課
財産管理係

②継続（完了）

3
社会体育施設の管理の見
直し

　社会体育施設の管理の見直しについて、廃止、民営化あるいは譲渡について協
議を行う。

地域振興部
スポーツ振興課
施設管理係

③継続（未達）

4 公立保育所民営化の推進
　市内に１４ヶ所ある公立保育所を「公立保育所民営化等実施計画(改定版）」
に基づき、民営化等を実施する。

健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

②継続（完了）

5
公立児童館の管理運営方
法の見直し

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う、子ども（0歳～18歳）の居場所づくり
や、子育てしやすい環境づくりの観点から公立児童館のあり方について検討を行
う。

健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

②継続（完了）

6 老人福祉施設の適正管理

　老人福祉施設１１施設のうち９施設が指定管理、２施設が市が直営で維持管理
を行っている状況である。後人口減少がますます進むことが想定されることか
ら、現在の福祉施設の活用の見直しが必要と考えられる。このため、指定管理及
び市直営の管理方法及び施設の必要性等の見直しを図る。

健康福祉部
高齢者支援課
高齢者福祉係

③継続（未達）

7 農業施設の管理の見直し 　各農業施設の利活用を検証し、管理の見直しを行う。 経済部
農林整備課
施設管理係

②継続（完了）

8
資料館の活動や管理運営
の見直し

　「全島博物館構想計画」を見直し、「（仮称）ネットワーク博物館計画」を推
進する。市内の資料館が一体となって本格的な博物館である「博物館相当施設」
を目指し、活動内容のレベルアップをはかる。また、一部統合や指定管理を含め
た運営方法の見直しも行う。

観光文化部
文化課
歴史民俗資料館
管理係

③継続（未達）

9 観光施設の管理の見直し
　市が直接関与する意義の低い施設や施設の運営方法を変えることにより利用者
の増加が見込めると思われる施設を中心に廃止・解体、民間への譲渡・売却、管
理形態の変更といったあらゆる可能性について検討し、順次実施する。

観光文化部
観光振興課
観光施設係

③継続（未達）

10
市営住宅改修コストの縮
減

　天草市公営住宅等長寿命化計画に基づき老朽化した住宅の用途廃止を推進し、
市営住宅の集約化を図る。

建設部
建設総務課
市営住宅係

②継続（完了）
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第３次天草市行財政改革大綱アクションプラン
【平成２９年度実績（単年度）】

基本
方針

取組
項目

No. アクションプラン名 プランの概要 所管支部 所管課・係 取組状況

11
施設の長寿命化対策事業
の実施

　公共（本渡）及び漁集（本郷）など施設整備後30年以上を経過した施設の更新
事業を計画的に実施し、施設の長寿命化を図る。

水道局
下水道課
施設整備係、
施設管理係

②継続（完了）

12 学校給食施設の統廃合
　学校給食基本計画に基づき、給食施設の老朽化に伴い、施設の整備とともに学
校給食施設の統廃合を実施する。

教育部
学校給食課
管理係

③継続（未達）

13
社会教育施設の在り方の
見直し

　社会教育施設の在り方（管理形態・所管替え等）の見直しを行う。 教育部
生涯学習課
生涯学習推進係

③継続（未達）

③選択と集中による行政サービス、事務事業の再構築

1
イベント等への行政の関
わり方の見直し

　市内各所で実施されているイベントについて、必要性を再検討し効率的、効果
的な実施に向けて調整を行う。

総合政策部
政策企画課
行財政改革推進
係

①完了

2 補助金・負担金の見直し
　行革審議会からの提言を基に、人件費・事業費補助等、性質に応じた今後の補
助対象・補助率の基準、統廃合の進め方の基準など「補助金交付基準」を策定
し、基準に応じた見直しを行う。

総合政策部
政策企画課
行財政改革推進
係

③継続（未達）

3
全事務事業のゼロベース
での見直し

　全ての事務事業について、事業内容、事業効果などを精査し、真に必要な事業
を選択して集中的に実施する。（補助金・負担金及びイベントについては別に実
施）

総合政策部
政策企画課
企画調整係

②継続（完了）

④経営的視点に立った行政運営

1
総合計画を核としたトー
タル・システム化の推進

　限られた経営資源を有効活用し、市民の満足度を高める質の高い行政サービス
を提供するため、総合計画と各分野別計画との整合性を図り、総合計画から予算
編成、行政評価などの仕組み・制度（システム）が連携して機能する状態に再構
築するため、平成２６年度に実施したトータルシステム診断等の結果に基づき、
前期基本計画（平成２７年度～３０年度）の期間中に、計画・予算・評価の連動
や新たなシステムの導入などについての実行・移行期スケジュールを設定し、
「総合計画を核とした自治体経営のトータル・システム化」を推進する。

総合政策部
政策企画課
企画調整係

②継続（完了）

2 アウトソーシングの推進
　アウトソーシング推進指針、推進計画及び公の施設の運用指針、市有財産の利
活用方針、計画に基づき、事務事業や公の施設の管理・運用についてアウトソー
シングを推進する。

総合政策部
政策企画課
行財政改革推進
係

②継続（完了）

3 給食調理業務の民間委託 　学校給食基本計画に基づき、給食調理業務等の民間委託を実施する。 教育部
学校給食課
管理係

②継続（完了）

4 市営住宅管理の効率化
　市営住宅の管理について、民間事業者の能力を活用するなど効率的な方法を検
討し、その見直しを図る。

建設部
建設総務課
市営住宅係

②継続（完了）

5 業務改善の推進
　事務の効率化などにつながる取り組みについて、それぞれの所管で取り組まれ
ている優良事例を全庁的に実施するための仕組みづくりを行い、業務改善による
事務の効率化を図る。

総合政策部
政策企画課
行財政改革推進
係

②継続（完了）
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第３次天草市行財政改革大綱アクションプラン
【平成２９年度実績（単年度）】

基本
方針

取組
項目

No. アクションプラン名 プランの概要 所管支部 所管課・係 取組状況

４０．組織力・職員力の向上

①行政組織の効率化、活性化

1 組織機構の見直し
　職員数を削減していく中、行政サービスの維持向上を図っていくために、なお
一層効率的・機能的な組織機構の構築を行う。

総務部
総務課
人事研修係

②継続（完了）

2
総合窓口の推進による
「ワンストップサービ
ス」の実施

　市民の利用頻度の高い窓口業務について、総合窓口化を推進し、市民の利便性
の向上と組織の効率化を図る。

市民生活部
市民課
窓口係

②継続（完了）

②人員管理の適正化の向上

1 職員定員の適正化
・第3次定員適正化計画に基づいた計画的な採用を実施するとともに定年前早期
退職を促進する。
・アウトソーシングの積極的な導入により職員定員の適正化を進める。

総務部
総務課
人事研修係

②継続（完了）

2
人材育成のための人事配
置

・人材育成のための人事異動の確立
・人事評価制度の導入

総務部
総務課
人事研修係

②継続（完了）

③職員資質の向上

1 職員の意識改革

・能力向上のための研修の充実
・接遇研修の拡充
・自主研修制度の検討
・職員表彰制度の導入

総務部
総務課
人事研修係

②継続（完了）
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第３次天草市行財政改革大綱アクションプラン
【平成２９年度実績（単年度）】

基本
方針

取組
項目

No. アクションプラン名 プランの概要 所管支部 所管課・係 取組状況

４１．協働によるまちづくりの推進

①市民参画によるまちづくりの推進

1
「市民参画推進の手引
き」の策定と運用

　市の政策立案等の過程に市民の参画を促しながら、市民の意向を確認して施策
に活かすため、市民の参画の手法等を示した「市民参画推進の手引き」を策定す
るとともに、手引きに基づき、市民へのアンケート、意見募集（パブリックコメ
ント）、審議会の設置等の市民参画の手法により、市民の市政への参画を推進す
る。

地域振興部
まちづくり支援
課
まちづくり係

①完了

2
地域まちづくり計画策定
による市民主体のまちづ
くり

　市内１０のまちづくり協議会がまちづくりをめぐる諸課題に体系的・計画的に
取り組むために策定した「地域まちづくり計画」を基に、行政が市民主体のまち
づくりを的確に補佐し、地域課題の解決及び個性ある地域づくりに向けて支援を
行っていく。また、計画の着実な実行を検証するため、まちづくり審議会を開催
する。

地域振興部
まちづくり支援
課
まちづくり係

②継続（完了）

3 地区振興会への支援
　地域への支援のあり方（人的支援、経済的支援等）を見直し、地域の自立及び
活力と個性ある地域づくりを促進する。

地域振興部
まちづくり支援
課
まちづくり係

①完了

4
道路異状箇所連絡体制の
充実

　「道路異状の通報に関する協定」の締結、及び「緊急通報＃9910」の活用を推
進し、住民自らがパトロールを行う意識を持つことにより、未然の事故防止を図
る。

建設部
土木課
土木管理係

②継続（完了）

5
市民参画による公園維持
管理

　公園内のパトロールやトイレの清掃等、日常的な公園の維持管理を利用者自ら
が行うことにより、地域協働による公園管理を推進する。

建設部
都市計画課
景観公園係

③継続（未達）

6
アダプトプログラムの推
進

　行政区や、民間団体等による公共施設の管理、美化、緑化等のための組織化を
推進することにより、施設等の維持管理費・委託費の軽減を目指す。

河浦支所
まちづくり推進
課

①完了
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第３次天草市行財政改革大綱アクションプラン
【平成２９年度実績（単年度）】

基本
方針

取組
項目

No. アクションプラン名 プランの概要 所管支部 所管課・係 取組状況

②透明性ある情報提供による市民との情報共有

1
市民が利用しやすく分か
りやすい情報提供方法の
検討

市政の情報を市民に正確に分かりやすく伝える方法を検討する。
・各地区振興会だよりやホームページへの市の情報の掲載
・各課等で行う事業などの周知方法の検討
・市政だより、ホームページの内容検討

総務部
秘書課
広報広聴係

②継続（完了）

2
市民の意見を受け入れる
仕組みづくり

　市民の意見を市政に反映させる仕組みを再検討し、市民と共に創り上げていく
市政を目指す。

総務部
秘書課
秘書係

②継続（完了）

3
市政に関する情報の公表
による市民との情報共有
の推進

　市が策定している計画等の市政に関する情報について、「天草市情報提供指
針」に基づく情報の公表を行うとともに、市民との情報共有に向けた的確な運用
を行う。

総務部
総務課
総務法制係

②継続（完了）

③多様な担い手への支援・育成

1
地域リーダーの育成（共
生・協働リーダー育成講
座等）

　地域リーダーは、地域づくりを行ううえで必要不可欠であり、地域リーダーの
有無によって地域の活性化や活動内容に大きな違いがでてくるため、地域リー
ダーを育成する講座等の取り組みを行う。

地域振興部
まちづくり支援
課
まちづくり係

②継続（完了）

2
公共の担い手である市民
活動団体等の活動促進と
支援

　新たな公共の担い手となるNPO等が活発かつ継続的に活動が行えるよう、相談
事業やステップアップセミナー、補助金等による資金的助成を行い、運営・経
営・組織力の強化支援を行う。また、NPO活動報告会やNPOセミナー等の実施を通
して、公益活動を目的とした組織であるNPOや市民活動団体に対する市民及び行
政職員の理解を促す。

地域振興部
男女共同参画課
男女共同参画係

②継続（完了）

7



○歳入確保（内訳）

H27 H28 H29 H30 合計

1-①-2 自主財源の確保 財政課財政係 355,248 83,462 197,835 210,959 492,256
●広告収入：6,474,521円（内訳：市封筒 4,200,088円、健診お知らせ封筒

1,429,925円、市政だより 233,280円、図書館雑誌 611,228円）

●ふるさと応援寄附金：204,484,000円

1-①-3 市税等収納率の向上 納税課収納係 146,089 64,117 117,702 140,348 322,167
●収納率の向上　　市税（現過合計）114,495千円、国保税（現年）24,344千円

●時間外勤務の減少　　 1,192千円

●督促状発送件数の減少 317千円
（千円未満切り捨て）

1-①-14 奨学金滞納金の縮減 教育総務課総務企画係 1,839 8,673 3,060 2,030 13,763 ●H27～H29効果額算出内訳

H25年度末未納額（基準年度）35,839千円－H29年度末未納額 22,076千円

1-②-2 市有財産の把握と売却 管財課財産管理係 40,000 27,738 50,499 57,256 135,493
●H27土地建物売却　17件　27,738,880円
●H28土地建物売却　16件　50,499,398円
●H29土地建物売却　18件　57,256,002円

543,176 183,990 369,096 410,593 0 963,679

○歳出削減（内訳）

H27 H28 H29 H30 合計

1-①-5
中期経営計画に沿った計画的な
経営（国民健康保険事業）

国民年金課国保給付係 150,000 17,598 29,054 41,154 87,806
レセプト点検効果額11,084千円　－人件費4,779千円＝ 6,305千円

ジェネリック医薬品の差額通知効果額 5,447千円、

その他事業制度による効果額 29,402千円

1-①-10
使用料の見直しと平準化及び使
用料等の徴収率の向上

下水道課経営管理係、庶務係 26,339 36,422 － － － 36,422 【平成27年度完了】

1-①-11 水道事業と簡易水道事業の統合 水道課第２庶務係 8,000 － － 14,000 14,000 【平成29年度から】

職員削減２名　7,000千円×2名＝14,000千円

1-①-12 水道会計の健全化 経営管理課　水道庶務係 226,807 23,927 47,971 97,961 169,859

平成27年10月の水道使用料改定による簡易水道会計の一般会計補助金（基準外）の
削減効果
平成27年度料金改定時　基準外繰入金　208,324千円

平成28年度実績　基準外繰入金　160,353千円

平成29年度実績　基準外繰入金　110,363千円　(会計統合後の旧簡水分基準外分）

≪暫定値≫

合計

（単位：千円）

（単位：千円）

プラン
No

項目名 所管部署
4年間の

目標効果額
実績

効果額内訳

プラン
No

項目名 所管部署
4年間の

目標効果額
実績

効果額内訳

第３次天草市行財政改革における成果（効果額一覧 平成29実績）
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H27 H28 H29 H30 合計
プラン

No
項目名 所管部署

4年間の
目標効果額

実績
効果額内訳

1-①-15 下水道事業の経営健全化 経営管理課　下水道庶務係 214,391 14,786 54,998 64,726 134,510
平成27年10月の下水道使用料改定による一般会計補助金（基準外）の削減効果

下水道事業会計　44,335千円

浄化槽特別会計　20,391千円

1-②-3 社会体育施設の管理の見直し スポーツ振興課施設管理係 67,000 － 0 6,896 6,896 平成25年度実績80,150千円－平成29年度決算見込額73,254千円＝6,896千円

1-②-4 公立保育所の民営化等の推進 子育て支援課子育て支援係 562,062 79,855 92,002 432,288 604,145 平成25年度実績額　812,577千円－平成29年度決算見込額　380,289千円

1-②-5
公立児童館の管理運営方法の見
直し

子育て支援課子育て支援係 2,312   602 142   674   1,134 平成25年度実績額　33,924千円－平成29年度決算見込額　34,598千円

1-②-7 農業施設の管理の見直し 農林整備課施設管理係 8,301 － － － 0 施設の廃止、譲渡等が平成31年度以降に行われるため効果額なし

1-②-9 観光施設の管理の見直し 観光振興課観光施設係 872 0 0   8,068   8,068

1-②-12 学校給食施設の統廃合 学校給食課管理係 35,000 5,000 5,000 5,000 15,000 栖本学校給食センター、倉岳学校給食センターを統合　1施設減　5,000千円

1-④-4
給食調理業務のアウトソーシン
グの推進

学校給食課管理係 136,561 － 24,099 24,099 48,198 【平成28年度から】

1-④-5 市営住宅管理の効率化 建設総務課市営住宅係 23,084 － 3,150 4,151 7,301
市営住宅管理への指定管理者制度導入による人件費削減

職員削減による効果額（7,000千円／人）－　指定管理人件費

1-④-6
天草市民センターの管理運営の
見直し

文化課文化振興係 61,892 － － 24,418 24,418 【平成29年度から指定管理者制度導入】

（H28）86,338,890円－（H29）61,920,412円＝24,418,478円≒24,418千円
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H27 H28 H29 H30 合計
プラン

No
項目名 所管部署

4年間の
目標効果額

実績
効果額内訳

1-④-7 業務改善の推進 政策企画課行財政改革推進係 25,395 － 14,869 15,745 30,614

①ＩＰ電話化による通信料の削減
H25電話料51,351,339円　－　H29電話料37,379,325円　≒　13,972千円
②ペーパーレス会議の実現による紙使用量等の削減
(H25紙使用量8,741,520－H29紙使用量8,180,987)÷500×415≒465千円

(H25紙使用量8,741,520－H29紙使用量8,180,987)÷15千枚×35千円≒1,308千円

1-④-8
牛深総合センターの管理運営の
見直し

文化課文化振興係 11,340 － － 6,127 6,127 【平成29年度から指定管理者制度導入】

（H28）49,376,440円－（H29）43,249,815円＝6,126,625円≒6,127千円

2-②-1 職員定員の適正化 総務課人事研修係 2,226,000 329,000 511,000 714,000 1,554,000

①Ｈ26年度職員数（普通会計）　913人
②Ｈ29年度職員数（普通会計）　811人
③減少人数　913人－811人＝102人
④削減（効果）額　102人×7,000千円＝714,000千円

- 特別職の給与削減 総務課人事研修係 17,265 5,755 5,818 5,841 17,414
①市長削減額　　　　4,264,650円／年

②副市長削減額　　　1,575,550円／年

③削減（効果）額　　5,840,200円

3-①-6 市民参画による公園維持管理 都市計画課景観公園係 3,120 120 480 600 1,200 5公園×120千円＝600千円

3,805,741 511,861 788,583 1,448,264 0 2,748,708

○効果額

H27 H28 H29 H30 合計

695,851 1,157,679 1,858,857 3,712,387

563,887 838,409 1,315,526 1,631,095 4,348,917

131,964 319,270 543,331効果額(実績)－効果額(計画)

合計

（単位：千円）

効果額(実績)

効果額(計画)
※H29.4現在の算定基礎による効果額
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プランの進捗

●トータル・システム
に基づく、財務会計
システムの構築を並
行して行うため、新
システムでの流れを
見据えて、財政計画
の見直し及び枠配分
の通知を行う。
●市債発行額の抑
制については、補正
及び当初予算編成
時の要求状況を十
分把握し、適正な市
債発行に努める。

実績

年次別財政計
画の見直し・
案の作成

継続（完了）

4

計画

4

プランNo. １－①－１

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名
総合計画・実施計画・財政健全化計画と連
携した財政運営 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 総合政策部 所管課・係 財政課　財政係 関連部署 政策企画課

→

継続（完了）

→

継続（完了）

プランの内容

・総合計画の進捗管理、評価及び実施計画の見直しと連携した財政健全化計画の毎年度見直し
・事業の重点化、統廃合に向けた財源の枠配分の実施
・現在の財源不足を将来負担に転嫁しないための市債発行額の抑制

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 枠配分の実施 枠配分の実施 → → →

1 財政健全化計画の見直し 計画の見直し → → →

２月 ３月

51,744百万円 50,901百万円

55,120百万円 56,655百万円

現状・課題

・長期計画である総合計画及び実現に向けた中期的な実施計画と財政健全化計画とのリンクが希薄
・計画的な行財政運営より、単年度の予算が重視されている状況
・中長期的な視点に立って、計画的な行財政運営を継続させていくためのシステムの見直しが必要

3
償還元金以下の市債発行抑
制

市債発行抑制 →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 一般会計予算額 52,773百万円 52,232百万円

52,773百万円 52,494百万円

期待される効果

・計画や予算に関する事業実施の指針となる総合計画と、その実現に向けた財源的な裏付けとなる財政健全
化計画とのリンク
・各部局内での計画の評価、見直し及び予算編成に至る事務量の軽減
・将来の負担軽減を継続的に実施することで制度改正等への柔軟な対応

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

　今後合併に伴う財政優遇措置が縮減されていく中で、毎年度の実施計画及び財政
健全化計画の評価・見直しと予算編成の効率的な実施。

年次別財政計
画の決定・公
表

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

年次別財政計
画の決定・公
表

今年度の
重点取組み、課題等

1
財政健全化計
画の見直し

計画
年次別財政計
画の見直し・
案の作成

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

枠配分額の通
知

実績
枠配分基礎数
値の見直し・
配分額の試算

枠配分額の通
知

市債対象事業
の検討（当初
予算）

市債対象事業
の検討（当初
予算）

枠配分基礎数
値の見直し・
配分額の試算

計画

3
償還元金以下
の市債発行抑
制

計画
市債対象事業
の検討（補正
予算）

2 枠配分の実施

実績
市債対象事業
の検討（補正
予算）
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの取組総括 進捗

実施項目 進捗

③計画どおり
進行

1
財政健全化計画の
見直し

③計画どお
り進行

2 枠配分の実施

各項目とも計画通り進行していることから、年度後
半も引き続き、スケジュール通りに業務を進めてい
きたい。

償還元金以下の市
債発行抑制

事務的には計画通りに進行しているが、普通交付税
の段階的縮減に伴い、一般財源ベースによる枠配
分方式を取り入れなければならないことなど、職員
への意識付けがさらに図られるよう取り組むことが
重要である。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題

方向性

実施項目 方向性

②継続（完了）

1
財政健全化計画の
見直し

3
償還元金以下の市
債発行抑制

②継続（完
了）

4

②継続（完
了）

2 枠配分の実施

補正予算時の市債発行について、元金償還額以下の借
入となるよう調整を行った。
H30当初予算編成にあたっては、庁舎建設事業等の大型
事業が集中したため、元金償還額を超える市債借入となっ
た。

今後、普通交付税の段階的縮減により一般財源の
確保が難しくなるため、後年度の財政負担が増えな
いよう、引き続き、市債償還額を超えない範囲での
市債発行に努める必要がある。

各項目とも計画どおりに進行している。今後、普通
交付税の段階的縮減を踏まえ、中長期的な視点で
計画的な行財政運営を継続させていく必要がある。

各項目とも計画通りに進行することができた。
平成30年度予算は、骨格予算として編成したため、
目標額を下回っているが、6月補正予算（肉付予算）
後は、目標額を上回る見込みである。
平成30年度は後期基本計画の策定に併せて、財政
健全化計画の見直しを行うため、今後の方針検討
及び適正な基礎数値の把握に努めていきたい。

②継続（完
了）

１年間の成果 今後の課題

平成28年度の決算及び本年度の普通交付税の算定結果
を基に、各費目の数値見直しを行い、年次別財政計画の
改定を行った。

次年度の財政健全化計画の改定に向けて、これま
での予算執行状況の分析を行うとともに、平成30年
度以降の実施計画及び公共施設等管理計画に基
づく個別計画を踏まえて、今後の見通しを把握する
必要がある。

平成29年度に引き続き一般財源ベースによる枠配分方式
により改定した年次別財政計画を基に、平成30年度当初
予算編成に合わせて枠配分を行った。

平成31年度から34年度が後期基本計画の計画期
間となることから、4年間の枠配分の基礎となる数値
の算定方法について検討を行う必要がある。

１年間の成果と課題 年間の取組総括

中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題

平成28年度の決算及び本年度の普通交付税の算定結果
を基に、各費目の数値見直しを行い、年次別財政計画の
改定を行った。

次年度の財政健全化計画の改定に向けて、これま
での予算執行状況の分析を行うとともに、平成30年
度以降の実施計画により、今後の見通しを把握する
必要がある。

配分した予算枠に沿って当初予算編成を進める必
要がある。

今年度は、すでに限度額に近い額で借入を行って
いるため、事業費の精査を行いながら、今後の借入
額の調整を図る必要がある。

③計画どお
り進行

4

平成29年度に引き続き一般財源ベースによる枠配分方式
により改定した年次別財政計画を基に、平成30年度当初
予算編成に合わせて枠配分を行った。

③計画どお
り進行

3

補正予算時の市債発行について、元金償還額以下の借
入となるよう調整を行った。
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プランの進捗

4

実績

計画

計画
広告事業の実
績把握

新たな広告事
業の取り組み
検討

お礼品取扱者
の選定

お礼品取扱者
の選定

3
ふるさと応援
寄附金制度拡
充

計画
ふるさと寄付
金のお礼品登
録・PR

2
広告収入の確
保

実績

ふるさと寄付
金のお礼品登
録・PR

新規パンフレッ
トの作成

新規パンフレッ
トの作成お礼品の選定

実績

・広告事業の実績
把握
・新たな広告事業
の取り組み検討

お礼品の選定
新規お礼品窓
口の運用

コスト算定作
業

●使用料、手数料の
見直しについては、
次期消費税の引き上
げ向けて、決算数値
の入力等を行う。
●広告収入について
は、様々な手法によ
る広告導入に向けた
検討を行う。
●ふるさと応援寄附
金については、効果
的なPR方法を実施
するとともに、お礼品
の還元率等の検討を
行う。

実績
決算数値等の
実績入力

コスト算定作
業

期待される効果

・今後、普通交付税の一本算定により一般財源が縮減していく中で、自主財源の確保が図られる
・ふるさと応援寄附金については、寄附金増の他に物産振興、観光PRといった効果も併せて期待される

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 広告収入・寄附金額 53,812

改革の
ポイント

　歳入の増を見込むだけでなく、公共施設の統廃合や老朽化対策、物産・観光の振
興といった側面も併せて検討していく

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
使用料、手数
料等の見直し

計画
作業部会の開
催

決算数値の入
力

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月４月 ５月 ６月 ７月

53,812 123,812 123,812

平成25年度実績：18,389千円 83,462 197,835 210,954

現状・課題

・使用料等は3年毎に見直しを検討、適正な負担水準と併せて利用頻度により施設の在り方を検討
・広告収入は、現在共通封筒、市政だより等に広告掲載し物件費の軽減を図っているが、新たな媒体の研究
・ふるさと応援寄附金は、平成27年度からお礼の物産品の贈呈を開始、コストのかからない運営方法の検討

3 ふるさと応援寄附金制度拡充 お礼の物産品導入 拡充の検討

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 使用料改正 10％程度の引上げ

引き上げなし

→ →

プランの内容

・使用料、手数料、負担金等の見直し
・広告収入の確保
・ふるさと応援寄附金制度の推進

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 広告収入の確保 広告媒体の検討 → → →

1 使用料、手数料等の見直し 見直し方針の検討 見直し作業 使用料等改正

4

プランNo. １－①－２

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名 自主財源の確保
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 総合政策部 所管課・係 財政課　財政係 関連部署 該当課 継続（完了） 継続（完了） 継続（完了）

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目
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【支部長意見】

【支部長意見】

使用料等の見直し及び広告収入については、概ね計
画どおり進行している。
ふるさと応援寄附金については、年末の寄附額の増
加に向けて、新規サイトの構築を進めるとともに、臨
時職員の確保による受け入れ態勢の整備を進めて
いきたい。

使用料等の見直しについては、概ね計画どおり完了
したが、消費税引き上げ時期に向けて、引き続き作
業を進める必要がある。また、広告収入については、
新規開拓ができなかったため、手法の検討が必要で
ある。
ふるさと応援寄附金については、順調に寄附額が伸
びたものの、H30のお礼品取扱者が不在となったこと
から、全般的に見直しを行う必要がある。

③計画どお
り進行

使用料等の見直しについては、平成31年度の改定に
向けて計画どおり進行している。広告収入は、職員
全体の意識化が必要。ふるさと応援寄附金は、目標
額達成に向けて、新規サイトの開設など新しい取り組
みを進めている。

新たな寄附申込みサイトの導入に向けて、先進地視察、事
業者との打ち合わせ等を行い、新規サイトとして、9月より
「ふるなび」の運用を開始した。
また、平成30年度のお礼品取扱い者の選定を行った。

10月以降も新規サイト「さとふる」、「FXG」の開始に向けて
準備を進めるとともに、友好都市である北海道浦河町との
連携事業の開始にむけて、取組みを進める。また、平成30
年度のお礼品の選定を進める。

新たな寄附申込みサイトの導入に向けて、先進地視察、事
業者との打ち合わせ等を行い、新規サイトとして、「ふるな
び」、「さとふる」、「FXG」の運用を開始した。また、友好都市
である北海道浦河町との相互お礼品掲載の連携事業を開
始した。
平成30年度のお礼品取扱い者及びお礼品の選定を行った
が、3月末に指定辞退の申し出があり、承認した。

お礼品取扱者の指定取り消しに伴い、再度、お礼品取扱
い者の選定を行う必要があることから、ふるさと納税事務
全般の見直しを行い、早急にお礼品取扱者の選定及びお
礼品の選定を行う必要がある。 ③継続（未

達）

自主財源の確保の中で、額的に大きなウェイトを占
めているのは、ふるさと応援寄附金である。今回、諸
事情によりお礼品取扱者等の再選定をすることに
なったが、同時に事務内容等の見直しを併せて行う
必要がある。

4

１年間の成果と課題 年間の取組総括

進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
使用料、手数料等の
見直し

平成31年度の使用料等の改定に向けて、平成28年度の実
績数値等のとりまとめを行った。

各課等で入力されたデータの集計作業を行う必要が
ある。 ③計画どお

り進行

2 広告収入の確保

新たな広告事業への取り組みを促すため、取組み方法の
周知を行うとともに、平成28年度の実績とりまとめを行っ
た。

財政課で実施する広告入り封筒の発注業務を進める
とともに、新たな広告事業の導入に向けた周知を
行っていく必要がある。

③計画どお
り進行

3
ふるさと応援寄附金
制度拡充

中間期までの取組総括中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題

4

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
使用料、手数料等の
見直し

平成31年度の使用料等の改定に向けて、平成28年度の実
績数値等のとりまとめを行った。
入力されたデータの集計作業についても概ね完了した。

平成31年10月の消費税引き上げに向けて、算定根
拠となる数値の把握及び分析を進め、方針を検討す
る必要がある。

②継続（完
了）

2 広告収入の確保

新たな広告事業への取り組みを促すため、取組み方法の
周知を行ったが、新規の取組みにはつながらなかった。
平成28年度の実績とりまとめを行った。

様々な手法を活用した、新たな広告事業の導入に向
けて検討を行っていく必要がある。 ②継続（完

了）

3
ふるさと応援寄附金
制度拡充
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プランの進捗

滞納額を圧縮してきているため、大幅な上昇は見込めないが、現状維持体制（納管４人、収納
１０人）及びＯＪＴにより個々のスキルアップに向けて進めて行くことにより、収納率の向上を目
指す。また、研修等で新たな滞納整理の手法等の知識を得て、取り入れていく必要がある。

督促状発送件数の減少
合計

192 681 255 1,362 319 1,192 383
26 570 52 759 78 317 104

26,375 64,117 31,272 117,702 39,905

市税収納率の向上・徴収体制の強化を図ることにより、適時適正な滞納整理を行うことで、納税者（市民）の不信感・不公平感を失く
し、県下１４市で収納率トップを維持することにより、自主財源の確保が図られる。
・口座振替の促進を行うことにより、納期内納付の増加が見込め、安定した財源の確保が図られる。 時間外勤務の減少

H21年度 H25年度
93.09%
98.33%
93.36%

41.12%

95.22%
98.91%
95.33%

47.46%

現状・課題

・徴収率の向上対策及び徴収体制の充実を図っており、具体的な取組内容としては、日々の訪問徴収及び電話
催告、毎月の夜間・休日訪問徴収及び電話催告、年度末及び出納閉鎖前の徴収強化月間、各種債権・財産の差
押（預貯金・給与・年金・生命保険・不動産・家賃・売掛金など）
・収納率において一般市税・国保とも熊本県下１４市中トップを目指すことを統一の目標とし、意識の高揚を図りつ
つ業務を進めている。
・現在、人事異動等に伴い各担当者の経験に差があるため、各々の滞納整理の能力を高い水準にもっていくこと
により、さらなる収納率の向上につなげる必要がある。

４
年
間
の
計
画

【基準値】

数値目標

現過市税

現年市税

国保現年

効果額（千円）

【基準値】

期待される効果

4

実績

計画

3

計画

新規課税通知発送
時にチラシ及び口座
振替申出書を同封
（介護保険料）

促進チラシ及び口座
振替申出書の内容
の見直し

2
口座振替の促
進

実績

実績

来庁者へのチラシ
配布 課税通知発送時

にチラシを同封
（軽自動車税）

課税通知発送時
にチラシを同封
（固定資産税他）

新規課税通知発送時
にチラシ及び口座振
替申出書を同封（後
期高齢者保険料）

計画

来庁者へのチラ
シ配布

課税通知発送時
にチラシを同封
（県外は申込書
も）

農業者関係交付
金等の調査及び
差押の実施

滞納者の過払金
調査

現年未納者対策
（現年カード作成
及び一斉催告）

国税還付金差押
捜索の実施（軽
自動車差押）

現年未納者対策
（現年カード作成
及び一斉催告）

国税還付金調査
経験が少ない１・２年
目の職員について
は、課内研修の充実
及び各種研修会への
参加により滞納整理
に必要な知識の向上
に努める。また３年以
上の職員について
は、現在課題としてい
る死亡者課税対策へ
の知識の習得及び捜
索や不動産公売等を
必要に応じて実施す
る。
口座振替推進につい
ては、課税原課と協
議しながら進めてい
く。

捜索予定 交付金調査
不動産公売予
定

広報紙による特集
掲載
確定申告来場者へ
の促進チラシ配布

解散する納税組合
の組合員に、口座
促進チラシと申込
書を送付

広報紙による
特集掲載

解散する納税組
合の組合員に、
口座促進チラシ
と申込書を送付

新たな促進方法
の検討

各種債権等差押

各種調査開始
新規職員研修会
督促状兼納付書
を発送

現年未納者対策
開始（現年カード
作成及び一斉催
告）

現年未納者対
策開始

督促状兼納付書
を発送

各種債権等差押

各種調査開始
新規職員研修会

改革の
ポイント

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
徴収率の向上
対策及び徴収
体制の充実

計画
現年徴収強化
期間

口座振替率

国保現年収納率の向上

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

実績
現年徴収強化
期間

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 口座振替の促進 継続 → → →

1
徴収率の向上対策及び徴収体
制の充実

継続 → → →

所管支部 市民生活部 所管課・係 納税課納税管理係、収納係

プランの内容

関連部署 課税課、国保年金課、全支所 継続(完了) 継続(完了)

　徴収率の向上対策及び徴収体制の充実を図り、市税及び国民健康保険税の徴収率を向上させる。併せて、熊
本県下１４市で１位の徴収率を目指し、貴重な自主財源である税を公平公正に確保する。

プランNo. １－①－３

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名 市税等収納率の向上
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

目標 実績
95.55% 95.85% 95.60% 96.45% 95.70% 96.73% 95.80%
目標 実績 目標 実績 目標 実績

99.04%
95.40% 96.07% 95.45% 96.37% 95.50% 96.72% 95.55%
99.01% 99.12% 99.02% 99.30% 99.03% 99.33%

48.50% 48.58% 49.00% 49.64% 49.50% 50.99% 50.00%

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績

140,348 48,537

24,658 48,680 28,395 96,095 35,867 114,495 43,339

1,499 14,186 2,570 19,486 3,640 24,344 4,711
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【支部長意見】

【支部長意見】

進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
徴収率の向上対策
及び徴収体制の充
実

概ね予定どおり実施 職員の専門知識の習得と各担当の徴収事務に対す
る進行管理の徹底。

③計画どお
り進行

2 口座振替の促進

各科目の納税通知書にカラーチラシを同封することによ
り、６月・７月の申し込みが前年比１.５倍ほど増加し
ている。ただし、高齢者の年金特徴への移行等により伸
び悩んでいる状況である。

新たな促進方法を模索・検討し、可能なものから
実施していく。 ③計画どお

り進行

3

○徴収率の向上対策及び徴収体制の充実
・各種催告の送付及び臨戸徴収の実施
・新人研修の実施
・滞納整理カードの作成及び各種調査の実施
・各種債権等の差押の実施
○口座振替の推進
・来庁者への窓口でのチラシの配布
・課税通知発送時のチラシの同封
・広報紙等によるお知らせ

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題

・徴収率向上対策については、概ね計画どおり業
務が進められている。このまま継続されたい。
・口座振替の推進については、概ね計画どおり業
務が進められている。このまま継続されたい。

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完
了）

1
徴収率の向上対策
及び徴収体制の充
実

現在のところ昨年並みの収納率を維持している。捜索及び
動産の差押を実施し長期滞納者の納付誓約を取り付けるこ
とができた。督促状については、第１期納期分より納付書兼
用に変更し納税者の利便性を図った。

今後も捜索の実施を強化し、過年滞納者の減少を図
りたい。また、過払金調査により高額過払がある滞納
者に対して過払請求を勧め滞納額の減少を図る。

②継続（完
了）

2 口座振替の促進

口座振替促進チラシの各税目課税通知書の同封に加え、介護保
険料及び後期高齢者保険料の新規課税時に口座振替申出書を
同封することにより新規依頼が増加した。また、確定申告来場者に
促進チラシを配布することにより周知を図った。

新規課税通知時の口座振替申出書の同封を課税原
課（課税課及び国保税係）と協議し実施していくよう進
めていく。

②継続（完
了）

○徴収率の向上対策及び徴収体制の充実
・各種催告の送付及び臨戸徴収の実施
・新人研修の実施
・滞納整理カードの作成及び各種調査の実施
・各種債権等の差押の実施
○口座振替の推進
・来庁者への窓口でのチラシの配布
・課税通知発送時のチラシの同封
・広報紙等によるお知らせ

3

4

年間の取組総括

中間期までの取組総括

4

１年間の成果と課題

・徴収率の向上対策、体制の充実が図られた。
・口座振替の促進も成果を上げることができた。
・現在の高徴収率を維持・継続できるよう努めるこ
と。

17



プランの進捗

地元説明会（1回目） 計画見直し 現地測量、造成設計

火葬場視察（12/9～10）

運転管理業務締結（～3月）

4

実績

計画

3 管理運営

計画

指定管理者選
定委員会
(10/30)

中間
モニタリング
(12/7)

2
指定管理者制
度導入

実績

モニタリング

実績
指定管理者
選定委員会
(4/20）

前年度実績
モニタリング
(6/13)

計画
天草本渡斎場
H27～H29

前年度実績
モニタリング

・牛深火葬場は建設
来50年以上が経過
している施設で老朽
化が著しく公衆衛生
上快適な施設とは言
い難い状況にある。
今年度は建設候補
地へ事業説明を実
施し、建設の了承を
得た。
　また、H22に策定済
みの基本計画を近
年の実績を基に見
直しを行った。

議会議決(12月) 協定書締結

地元説明会（2回目）

(地元建設了承)

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 〃

期待される効果

牛深火葬場は、炉前は告別室と収骨室を兼ね空間が解放された状態で待合室も当時のままで手狭である。新
しい施設は、利用者のプライバシーが保たれるほか、公衆衛生上においても利用者に快適なものとなる。また、
指定管理者制度の導入は、民間事業者の能力が発揮され、利用者へのサービス拡大と管理経費の削減など
が図られ、効率的な運営が望まれる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

更新施設の早期完成は、公衆衛生の向上と利用者の福祉増進に寄与する。また、利
用者へのサービス拡大と管理経費の削減などが図られ、効率的な運営が行われる

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月 今年度の
重点取組み、課題等地元説明会

1 新火葬場建設

計画
候補地選定、
計画見直し

２月 ３月

現状・課題

・牛深火葬場は、昭和41年7月に完成した施設であり老朽化が著しく、公衆衛生上において早急に更新する必
要がある。
・新火葬場は、牛深・河浦・天草地区を利用圏とし、各地区からの交通アクセス30分程度を踏まえ、牛深火葬場
の更新施設として建設する。天草火葬場は、当面存続させ、老朽化後は新火葬場を利用圏とする。
・天草本渡斎場の管理運営は、指定管理者制度により行っている。他施設については、老朽化が著しく、利用者
が少ないことから、新しい施設の建設の後に検討する。

3 管理運営 機材の補修・更新 →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 計画の進捗 0% 1% 4%

0% 1%

→

継続（未達）

→

プランの内容

本市は、天草本渡斎場、牛深火葬場、御所浦火葬場、及び天草火葬場の４施設がある。施設の運営にあたって
は、市民のニーズの多様化、高度化などの対応と計画的かつ安定的な行政運営を図って行くことが求められて
おり、指定管理者制度導入や、老朽化した施設の更新や統合を検討するものである。
平成31年度　造成工事、施設実施設計、火葬炉実施設計
平成32年度　施設建築、外構工事、火葬炉設備工事

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 指定管理者制度導入
天草本渡斎場
(H27～H29)

→ 指定管理者の決定

1 新火葬場建設 建設地選定 建設地選定
建設地選定
測量、造成設計
基本計画修正

地質調査、用地測量
施設基本･実施設計
火葬炉選定

4

〃

地元協議候補地選定、計画見直し

継続（完了）

プランNo. １－①－４

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名
中期経営計画に沿った計画的な経営(斎場
事業） ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 市民生活部 所管課・係 環境施設課施設管理係 関連部署 財政課 継続（未達）

（ 機材の補修更新 ）

（ 機材の補修更新 ）
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【支部長意見】

【支部長意見】

②継続（完了）

1 新火葬場建設

建設候補地については、１２月に地元代表者による近隣火
葬場の視察を実施した。また、現地調査を行い計画等の
資料により説明を行い建設の同意を得ることが出来た。

建設スケジュールを早期に作成し事業を進めて行
く。 ②継続（完

了）

2
指定管理者制度導
入

平成30年度より4期目の指定管理者制度が導入されるた
め、公募等を行い指定管理者を決定することが出来た。
今年度も継続して利用者へのサービスの提供とモニタリン
グの実施により運営状況を把握出来た。

受注者提出の実施計画書に沿った運営の指導の徹
底と利用者へのサービスの向上を図りたい。 ②継続（完

了）

3 管理運営

当初計画していた補修工事等については計画どおり完了
した。また、利用者からの苦情等も特になかった。

機器の突発的な故障に即対応し、利用者へのサー
ビスの拡大と効率的な運営に努める。 ②継続（完

了）
新火葬場については、地域及び支所等と十分協議
しながら丁寧に実施すること。

4

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

・既存施設の管理運営については、突発的な故障
等はあったが、概ね計画どおり進行されている。
・新火葬場建設については、有力候補地の住民に
建設のご理解を得られるよう、慎重に取り組んでい
ただきたい。

突発的な故障が発生したが、概ね計画どおり遂行
することができた。新火葬場建設にあっては、候補
地地域の理解を得ることが出来たため、平成３０年
度からは計画的に事業を進めて行きたい。

方向性

2
指定管理者制度導
入

指定管理者制度の導入により、昼夜問わず利用者への
サービスの向上が図られている。また、計画どおりモニタリ
ングを進めており、上半期における運営状況の把握及び
課題を判明できた。

受注者提出の実施計画書に沿った運営を指導す
る。

③計画どお
り進行

3 管理運営

各施設計画的な修繕を実施している。4月に本渡斎場において
機器の突発的な故障が発生したが、早急に修繕を行い斎場運
営にほとんど影響はなかった。
本年度における補修工事については計画どおり発注を終えた。
また、特に利用者からの苦情等もなかった。

機器の突発的な故障等に即対応し、利用者への
サービスの拡大と効率的な運営に努める。

③計画どお
り進行

②計画より遅
い

1

4

１年間の成果と課題 年間の取組総括

中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

新火葬場建設

5月に候補地地元代表20名に対して現地調査の了承を得
た。今年度に調査資料を作成し、再度説明会を実施してい
く。11月から現地測量、造成設計を実施する。

適地の情報収集に努め、支所等との協議を速やか
に進め、候補地を選定していく。

②計画より
遅い

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題
項目によっては、計画より遅れが出ているものがあ
るものの、概ね計画どおり進行することができてい
る。
新火葬場建設にあっては、有力候補地の現地調査
まで地元に了解を得た。今後は資料を作成し、候補
地住民に丁寧に説明していく。
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プランの進捗

2

4

計画

課
題
・一人当たり医療費の伸び率の抑制と一般会計からの繰入金の縮減。
・保健事業の効果の測定は、長期経過後の傾向は把握可能だが、効果額の測定は困難。

対象者抽出及
び選定

重複頻回訪問
事業

実績
差額通知書発
送（H29.2診療
分1,676人）

実績

プランの内容
　中期財政計画(H23～29年度）に沿った計画的な経営に努め、当該年度の実績・決算等に応じた見直しを行な
い、国民健康保険事業経営の健全化を図ることで、一般会計繰入金の縮減を目指す。

現状・課題

現
状

・被保険者の高齢化、医療の高度化等により一人当たり医療費の伸び率は、毎年３～５％程度の増加傾向に
あり、国保財政を圧迫している状況にある。
・国保財政は、低所得者を抱えるという構造的な問題があり、毎年、多額の一般会計繰入金によって、収支の
均衡を図っている状況である。
・医療費抑制のための保健事業として、H26年度にデータヘルス計画を策定し、「糖尿病性腎症重症化予防
事業」「重複・頻回受診者訪問事業」などの事業を3か年計画で予定している。

3
後発医薬品利
用促進事業

計画
差額通知書発
送

委託契約準備
業務委託契約

訪問指導事業

訪問指導事業
実施

計画
対象者抽出及
び選定

実績

差額通知書発
送(H29.8診療
分1,338人）

保険証更新の際
に、「希望シール」
の配布

事業報告書作
成

差額通知書発
送

2回目訪問指
導（10人）

事業報告書作
成とりまとめ

事業報告書作
成とりまとめ

業務委託契約

訪問指導事業

今年度の
重点取組み、課題等

1回目訪問指
導（10人）

１０月 １１月 １２月 １月

1
糖尿病腎症重
症化予防事業

計画
医療機関へ事業周
知及び個別指導説
明

対象者へ参加
勧奨及び保健
指導の実施

８月 ９月

実績
医療機関へ事
業周知及び個
別指導説明

医療機関へリスト持
参対象者へ参加勧
奨 保健指導の実

施

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

25,000 50,000 75,000

17,598 29,054 41,154
期待される効果

・一人当たり医療費を抑えることで、国民健康保険特別会計の財政基盤が強化され、健全な財政運営が図られ
る。ひいては、一般会計繰入金の縮減につながる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

高医療費につながる糖尿病腎症患者の重症化予防や重複頻回受診者の適正受診、
ジェネリックの利用促進等の取組により、一人当たり医療費の抑制を図るとともに、国
の保険者努力支援制度の交付金獲得により、財政の安定化を図る。

２月 ３月

医療非適正化対策事
業の推進

3 後発医薬品利用促進事業 実施 →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 データヘルス計画の進捗率 80.0% 85.0% 100.0% 未定

80.0% 100 100

→ →

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 重複頻回訪問事業 実施 → → 未定

1 糖尿病腎症重症化予防事業 実施 → → 実施方法の見直し

4

所管支部 市民生活部 所管課・係 国保年金課国保給付係 関連部署 継続(完了) 継続（完了） 継続（完了）

プランNo. １－①－５

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名
中期財政計画に沿った計画的な経営（国民
健康保険事業） ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

6ヶ月プログラム修了者⇒健康増進課によるフォロー
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【支部長意見】

【支部長意見】

糖尿病腎症等重症化予防及び重複頻回訪問事業に
ついては、実施した被保険者が少なかったため、効
果額としては小さい。糖尿病腎症重症化予防事業
は、国が重点を置いた事業であり保険者努力支援制
度の対象事業であるため、運用方法を変更して健康
増進課と連携して取組んでいく。
後発医薬品利用促進事業の差額通知は、引き続き
取り組んでいく。

１年間の成果と課題 年間の取組総括

3
後発医薬品利用促
進事業

数量ベースでは、概ね順調に推移している（Ｈ29.9審査分
69.0％）。ジェネリック医薬品の占める割合が高くなると、差
額通知の対象は少なくなり、効果額は上がりにくくなる。

１１月の差額通知に向けて準備する。

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
糖尿病腎症重症化
予防事業

3年目となった当事業は、さらに参加者確保が厳しく、3名に
留まった。医療機関からの候補者推薦、参加者の意識、指
導受託医療機関の対応方法など、現在の運用方法での事
業継続は困難である。

熊本県糖尿病腎症重症化予防プログラムに準じ、抽
出基準、実施方法を大幅に見直しする。健診とレセプ
トデータから、優先順位をつけ、健康増進課におい
て、受診勧奨、保健指導をが実施していく。

④変更

2 重複頻回訪問事業

Ｈ28～抽出基準を「慢性的」に頻回または重複受診者を対
象としているため、対象者は10名程度に留まる。H28指導し
た被保険者（9名）の医療費を指導前後の月（H28.11と
H29.4)で比較すると、医療費の減少がみられた。

国保年金課には専門職がいないため、委託で実施し
ているが、対象者の抽出と委託契約にはタイムラグ
が生じる。抽出対象者が少ないため、全体の効果額
は少ない。

①完了

3
後発医薬品利用促
進事業

国は、H29央までに70％を目標に掲げている。天草市の
H29.4～11月審査分の数量ベース平均では、68.96％で、国
の目標値を少し達成してないが、概ね順調に推移してい
る。

引き続き、医療費通知を行うとともに、啓発を行う。

②継続（完
了）

・糖尿病腎症重症化予防事業については、来年度に向け
て、健康増進課や関係機関と調整を行い、事業実施の検
討が必要である。重複頻回訪問事業は、今年度は予定ど
おり実施したが、対象者の抽出範囲等が検討課題である。
・後発医薬品利用促進事業については、概ね目標どおり推
移しているため、引き続き差額通知を実施し、啓発に努め
ること。

4

進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
糖尿病腎症重症化
予防事業

保健指導プログラム業務委託の受入先との調整で開始が１月程遅れた。特定健
診の受診率が低いため、抽出できる対象者は少なく、主治医の確認作業が必要
になり医療機関からの報告が少ない状況。参加勧奨も１７名に留まった。また、生
活習慣から糖尿病を発症し、治療を受けながらも重症化している患者が対象であ
るため、健康意識が高く、生活習慣の改善に積極的な対象者は少ない。

管理栄養士を置かない個人医の患者を対象に事業実施してき
たが、この方法には限界がある。同事業は、保険者努力支援制
度の対象であり必須事業である。来年度以降に向けて、抽出基
準、実施方法を大幅に見直し、健康増進課が実施している既存
事業と調整していく。

③計画どお
り進行

2 重複頻回訪問事業

Ｈ28～抽出基準を「慢性的」に頻回または重複受診者を対
象としているため、対象者は10～15名程度に留まる。業務
委託（単価契約）で実施しているが、受託してくれる事業者
がなくなる可能性がある。

医療費の削減効果などの検証を行う必要がある。
抽出者（対象者）が少ないため、毎年度実施するべき
か、検討する。

②計画より
遅い

4

中間期までの取組総括

③計画どお
り進行

・糖尿病腎症重症化予防事業については、事業見直しが
必須である。来年度に向けて、健康増進課や関係機関と
調整を行い、違った形での事業実施の検討が必要である。
重複頻回訪問事業は、今年度は予定どおり実施していく
が、来年度以降の検討課題である。
・後発医薬品利用促進事業については、概ね計画どおり進
行している。

糖尿病腎症等重症化予防事業については、選考基
準を見直し、かかりつけ医の負担を軽減したつもりで
あったが、医療機関からの報告が少ないため、参加
申込者が確保できず、困難な事業である。重複頻回
訪問事業についても、抽出対象者が少なく、実施年
度や実施方法についても検討が必要である。後発医
薬品利用促進事業については、計画どおり実施して
いく。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題
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プランの進捗

プランNo. １－①－６

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名
㈱くらたけの業績評価の実施による事業の
見直し ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 経済部 所管課・係 農林整備課　施設管理係 関連部署 倉岳支所 継続(未達) 継続(未達) 継続(未達)

プランの内容

　 国の「第３セクター等の抜本的改革等に関する指針」等に沿って㈱くらたけの業績評価を実施し、評価結果を
基に事業の見直しを行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 事業の見直し 計画に沿った実施 → → →

1
指針に基づいた業績評価の実
施

計画に沿った実施 → → →

4現状・課題

　　平成２５年度から２７年度の期間について、指定管理期間中である。平成２４年７月策定の「第３セクター等に
関する見直しの方針」により、２５年度から２７年度までの期間中に㈱くらたけは抜本的な経営改善が図られない
場合は解散することとされている。シモン製品の売り上げの低迷と加工場の燃料費の上昇の影響を受け、厳しい
経営となっている。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

　 第３セクターの経営状況を把握し業績評価を行い、その結果に応じた対応をとることで、市の財政に与える影
響を未然に防ぐことができる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

○新商品の開発と販路拡大に向けた取り組みを推進する。
○加工場の受託加工の拡大に向けた取り組みを推進する。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
指針に基づい
た業績評価の
実施

計画
業務実績の把
握

運営改善計画
の決定

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
業務実績の把
握

運営改善計画
の決定

モニタリングの
実施(9/27)

モニタリングの
実施(9/7)

モニタリング結
果のとりまとめ

モニタリングの
実施(2/22)

モニタリング結
果のとりまとめ 経営実績を検証し、

今後の運営の方向
性を検討する。

モニタリング結
果のとりまとめ

次年度に向け
た協議

次年度に向け
た方針決定（3
月13日）

次年度に向け
た協議

次年度に向け
た方針決定
（月末）

更に見直し方針
について調整決
定（取締役会
10/4）

更に見直し方針
について調整決
定（取締役会
11/29）

決定内容に応じ
関係機関との調
整

実績
見直し方針の
決定（総会
5/24）

決定内容に応
じ関係機関と
の調整

更に見直し方
針について調
整

計画
見直し方針の
決定（総会
5/25）

決定内容に応
じ関係機関と
の調整

3

計画

更に見直し方針
について調整決
定（取締役会
11/29）

次年度に向け
た協議

2 事業の見直し

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

指針に基づいた業績
評価の実施

毎月必要に応じ代表取締役と経営改善に向けた意見交換
を行ってきたが、計画されていた新（ソバ）事業が予定通り
進まず、上半期の経営は悪化し、厳しい経営状況にある。

食品衛生法改正を見込み、施設の衛生管理の徹底
が更に厳しくなることから、衛生面で施設改修が急務
な状況にある。㈱くらたけには、経営改善計画を示し
てもらい、費用対効果をふまえた施設改修として対応
を考える必要がある。

②計画より
遅い

2 事業の見直し

年度当初計画していたそば加工について大手メーカーとの
調整がつかなくなったことや昨年度まであった紫芋の受取
加工がないことから、自社加工のシモン関係以外は工場が
稼働していない。

下半期（1～3月）に受取加工の受注を集中して見込
んである。この収入で今年度の経営改善につなげた
いと聞いている。 ②計画より

遅い

今年度新事業として期待されていたソバ加工事業の
調整がつかない状況の中、昨年度まで収入として大
きかった受取加工の発注がほとんどない状況であ
る。下半期は、1月から3カ月間発注の見通しがある
が、今年度の決算見込みの収益は厳しいものと思わ
れる。

　中間期までの現状から、㈱くらたけとしては経営改
善策を調整中ではあるが、現有施設では食品の安全
性確保に対するニーズに応えることがきびしいことか
ら、工場加工事業の加工受注が減少しており、債務
超過に陥る可能性が高い。施設の改修とその後の受
注見通し等を含め総合的な経営改善計画を会社とし
て示して頂いたうえで、倉岳特産物処理加工施設の
運営継続の有無を含めて取締役会で確認決定しても
らうことが必要と考える。

4

年間の取組総括 方向性

②計画より遅
い

1

③継続（未達）

1
指針に基づいた業績
評価の実施

㈱くらたけでは、新事業の展開に向けて取り引き先と調整
が行われたが成立しなかった。また、食品衛生法改正を見
込んだ施設改修についても、大手取り引き先との業務提携
が結べなかったため、経営の改善にはつながらなかった。

食品衛生法改正を見込んだ施設改修に伴う改修費
は多額となり、現在の経営状況では費用対効果が見
込めないため大規模改修は困難な状況にある。 ③継続（未

達）

2 事業の見直し

上半期の工場稼働は、低迷しているシモン加工以外はほと
んどない状況であった。下半期は、12月から紫芋の受取加
工が入り工場の稼働があり収益増となったが、今期は大幅
な赤字決算となる見込みである。

衛生面からの施設改修が望めないため、さらに経営
が厳しくなる恐れがある。

③継続（未
達）

3
当三セク会社については、Ｈ３０年度早期に債務超過
の恐れが非常に高く、経営改善・自立経営は困難と
の判断のもと社長と協議した結果に基づき、会社清
算を含め、三セク等の廃止や出資の引揚げを、第２５
回定時株主総会に提案できるよう、まずは、資産・負
債等の再調査を監査役共に早急に実施しそれぞれ
の額を確定するように、また、会計士や弁護士に出
資の引揚げ又は清算の手続き方法等について早急
に相談確認し、市としての最終判断できるようにする
こと。

4

紫芋の受取加工の発注半減や新規事業が取引先等
とまとまらず、今期の経営は厳しいものとなった。
平成30年3月現在で債務超過の状況にあり、5月開催
予定の第25回定時株主総会前までに第三セクターと
しての経営方針を見極めたい。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

課内検討

プランNo. １－①－７

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名
観光施設を運営する第三セクターの業績評
価の実施による事業の見直し ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 観光文化部 所管課・係 観光振興課観光施設係 関連部署 牛深・五和・河浦支所 継続(未達) 継続（未達） 継続（未達）

プランの内容

国の「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」等に沿って㈱うしぶか、㈲愛夢里及び㈱プラスファイブの
業績評価を実施し、評価結果を基に事業を見直す。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 事業の見直し 実施 → → →

1 業績評価 実施 → → →

4現状・課題

平成２５年度から２７年度の期間について、３組織ともに指定管理の期間中である。平成２４年７月策定の「第３
セクター等に関する見直しの方針」により、２５年度から２７年度までの期間中に㈱うしぶかは経常黒字を確保し
民営化、㈲愛夢里及び㈱プラスファイブは抜本的な経営改善が図られない場合は解散することとされている。
いずれにおいても、人口減による利用者の減少や電気代、燃料費の上昇の影響を受け厳しい経営となってい
る。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

第三セクターの経営状況を把握し業績評価を行い、その結果に応じた対応をとることで、市の財政に与える影響
を未然に防ぐことができる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

収支面の状況把握のみならず、組織内の意思決定方法や利用者からの評価に関して
も把握する必要がある。

２月 ３月

現在の第３セクター
による指定管理施設
の協定締結期間は
平成３０年度までで
ある。従って平成３０
年度始めまで第３セ
クターをどうするか決
める必要があるの
で、現在の経営状況
や活動内容を詳細に
把握し、方向性を決
めていく必要がある。

課内検討

今年度の
重点取組み、課題等

1 業績評価

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

モニタリングに
よる現状調査

3

計画

2 事業の見直し

実績

実績

計画

計画

モニタリングに
よる現状調査

モニタリングに
よる現状調査

モニタリングに
よる現状調査

4

実績
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【支部長意見】

【支部長意見】

　次期指定管理に向け、第3セクターの経営状況の分
析を実施した。熊本震災以降、売り上げの低迷や経
費の高騰など経営が厳しい状況が依然として続いて
いる。
　今後も経営状況を注視しながら、集客対策や人員
体制の見直し等経営方針の確認を行っていきたい。

　第３セクターに指定管理を委託している施設は、平
成２８～３０年までの３年間をすでに３セクに委託して
いるので、今年度は、次期指定管理に向けて、３セク
の経営状況の調査など、現状把握を進め、民間経営
が可能かどうかを含め、３セクの見直し案を検討して
いく必要がある。

4

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

③継続（未達）

1 業績評価

第3セクターについて、8月期、2月期の2度のモニタリングを
通じて経営状況等について聞き取りを実施した。近年の最
低賃金上昇や燃油高騰の影響もあり、大変苦しい状況にあ
る。

世界遺産登録など集客要素はあるものの、地域過疎
化による日常的な利用者の削減は避けられないこと
から、今後も更なる業績の悪化が予想される。

③継続（未
達）

2 事業の見直し

定期的なモニタリング、支配人会議等を実施し、経営状況を
注視してきた。

入浴施設においては、地元住民に対し入浴料金をか
なり割り引いたプランを採用し、収益が上がらない状
況もみられる。入浴プランの設定については、他の温
泉施設と歩調を合わせながら入浴料金の改定に取り
組みたい。

③継続（未
達）

3
　経営状況の分析・業績評価については、定期的に実施し
ており、特に今年度は次期指定管理料の算定もあり入念
に行った。しかし、熊本震災、台風等異常気象、人口減少
等により、売り上げの低迷や経費の高騰など厳しい経営状
況から脱却できない。特に温泉施設は、地域住民の福祉
向上、健康増進の設置目的の色合いが濃く、利用料金や
開館時間の見直しによる経営改善に着手する必要があ
る。

③計画どお
り進行

2 事業の見直し

モニタリングにあたり、どの施設も厳しい経営環境の中で、賃金もほぼ
最低賃金に近いところで最小限の人数で努力されており、経営改善に力
を入れている。
　現状の中では、民間経営で、この体制を維持するのはきびしいのでは
ないかと判断している。

　現時点では、経営者の見直しは考えてていないが、
経営を改善するための努力がされているか引き続き
注視していきたい。

③計画どお
り進行

3
　第３セクターについては、平成３０年度までの指定
管理を委託しているところであるが、管理運営が硬直
化している面があり、管理・運営の見直しが急務と
なっている、このため、次の指定管理に向け、先進
的、柔軟な発想による集客対策と戦略的な経営転換
など検討する必要がある。4

１年間の成果と課題 年間の取組総括

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1 業績評価

　第３セクター施設（うしぶか海彩館、牛深温泉センター、やすらぎ荘、ユメール、
愛夢里、河浦海上コテージ）について、９月から１０月にかけてモニタリングを実施
し、現状の経営状況について聞き取りした。昨年度が震災の影響などもあったこと
もあり、概ね対前年では改善されていた。ただ、全体的には利用者は減少傾向に
ある。経営自体には特に問題はなかった。

　下半期は、例年利用者は減少傾向にあるため、経
営状況がどうなるか、最終的に本年度の収支がどう
なるかを含めて引き続き注視していきたい。
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プランの進捗

プランNo. １－①－８

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名 市有建築物の省エネルギー化
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 建設部 所管課・係 建築課建築指導係 関連部署 市有建築物管理所管課 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

　新築する市有建築物について省エネ化を誘導し、光熱費などランニングコストの低減を図る。その指標として、
建築物省エネ法に基づく省エネ性能基準を活用し、基準値の８０％となるよう、助言及び誘導を行う。なお、掲げ
る数値目標は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準」を満たすものであ
り、新築する市有建築物の認定取得を推進する。　また、市広報等において、認定取得建築物の省エネ性能を
周知し、市民に対し、建築物に係る省エネ性に係る意識啓蒙を図る。

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2

1 省エネ措置に係る助言、指導 計画の実施 → → →

4現状・課題

【現状】建築物省エネ法に基づく省エネ適判及び届出制度は、建築物の規模に応じて、建築主等に提出を義務
付ける制度である。法基準に適合していない建築物の計画等は、それに適合するよう助言及び誘導している。
【課題】建築物の省エネ化のためには、建築物の新築及び改修時等に、省エネ性能の高い設備等の導入が求
められることから、初期投資が増加する傾向にある。しかしながら、消費エネルギーの低減がされることから、結
果的に光熱費等のランニングコストが低減される。その費用対効果を捉え、所管課等と協議し、建築物の省エ
ネ性能の向上を推進する。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 建築物の設計値÷法適合基準値 0.8以下 0.8以下 0.8以下 0.8以下

0..52 0.62 物件なし法適合基準値に対する建築物設計値

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

市有建築物の省エネ化を図り、光熱費等のランニングコストの低減を可能とする。また、市広報等を活用し、市
有建築物の省エネ性能を周知し、個人住宅などの建築に際した省エネ性能向上について、意識啓蒙を図る。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

市有建築物の省エネ化を図り、光熱費等のランニングコストの低減を可能とする。ま
た、市広報等を活用し、市有建築物の省エネ性能を周知し、市民に対し、個人住宅な
どの建築に際した省エネ性能の向上について、意識啓蒙を図る。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
省エネ措置に
係る助言、指
導

計画
届出の都度、
適宜実施

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 届出件数無し

建築物の省エネル
ギー化を図るために
は、省エネ性能の高
い設備の導入が求
められること等が考
えられるため、費用
対効果も鑑みたうえ
で、関係課との十分
な事前協議を行う。
また、市広報等を活
用し、市有建築物の
省エネ性能を周知
し、市民に対し、個
人住宅などの建築に
際した省エネ性能の
向上について、意識
啓蒙を図る。

実績

計画

3

計画

2

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

方向性

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
省エネ措置に係る助
言、指導

29年度は現在までに該当の物件がなく、0件である。 年度末に向けては届出見込があるため、エネル
ギー消費量並びに光熱費などの管理経営の削減と
なるよう適宜対応していく。

③計画どお
り進行

2

3

実施項目

省エネは全地球的に取り組まなければならない課
題であり、公共団体としては当然、積極的に対応し
ていかなければならない。

4

１年間の成果と課題 年間の取組総括

１年間の成果 今後の課題 方向性

届出に対し法に照らし合わせた取り組みの指導を
行っていきたい。

今度は該当の物件はなく0件であった。次年度は現
時点で2件の物件の届出が予定されているため、建
築物の省エネ化による光熱費など管理経費削減に
繋がるよう引き続き指導を行っていく。

②継続（完了）

1
省エネ措置に係る助
言、指導

29年度は現在までに該当の物件がなく、0件である。 次年度も、建築物の省エネ化による光熱費など管理
経費削減に繋がるよう適宜対応する。なお、掲げる
数値目標は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネ
ルギー消費性能向上計画の認定」に係る基準を満
たすものであるため、当該認定取得の推進を検討
する。

②継続（完
了）

2

3
新築する市有建築物については、今後も建築物省
エネ法に基づく省エネ性能基準を活用し、基準値の
８０％となるよう、助言･誘導を行うとともに、市民に
対しても省エネ性能の向上に向けた意識啓発に努
めること。

4
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プランの進捗

4

実績

計画

3

計画

2

実績

実績

計画

収益、費用を分析し
料金改定の試算との
検証を進める。

今年度の
重点取組み、課題等

1
経営分析と適
正な使用料算
定

計画 経営分析

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 経営分析

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

208,324 208,324 208,324

削減額 23,927 47,971 97,961
期待される効果

料金改定（統一）することで収入が増加し安定経営が見込まれる。また、一般会計からの繰入金が減少し、一般
会計への負担が低く抑えられる。また、市民の水道料金が同じとなることで、住民負担の平準化が図られれる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 料金改定時簡水基準外繰入金 208,324

改革の
ポイント

料金改定（統一）を行うことで経営の健全化を図り、一般会計からの繰出金の減額とな
る。

２月 ３月

現状・課題

少子高齢化や人口減少による有収水量減少で収入が毎年減少しており、費用においては施設の老朽化で修繕
費等の増加傾向にある。市内水道料金については、統一は行われておらず、多くの地区は合併前の旧料金のま
まになっている。
今後は、市内の料金統一（改定）を行うことで収入を確保し、経営安定化を図ることが課題である。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 中期経営の進捗率 25% 50% 75% 100%

25% 50% 75%

プランの内容

水道料金（上水、簡水）の改定（統一）を図り、経営の健全化を目指し、一般会計繰入金の減額を図る。
併せて、各地域の料金格差の是正を行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 料金改定（統一）
料金改定

料金改定算定期間

1 経営分析と適正な使用料算定 経営分析 → → →

4

所管支部 水道局 所管課・係 経営管理課水道庶務係　簡易水道庶務係 関連部署 経営管理課　下水道庶務係 継続(完了) 継続（完了） 継続（完了）

プランNo. １－①－１２

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名 水道会計の健全化
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
経営分析と適正な使
用料算定

簡易水道と統合し、組織のスリム化が図られ人件費が減少傾向
にあるが、施設の老朽化で緊急修繕工事が多く発生し費用の減
少までは至っていない。収益面では有収水量が前年比1.15％と減
少しているが、料金算定時の純利益を確保する見込となった。

財政計画で見込んでいる利益は確保できると思われ
るが、老朽化した施設の維持管理や施設改修費用の
増大が予測されるので、連絡管による水の融通等で
施設の統廃合が課題となる。

②継続（完
了）

2

3
簡易水道を統合したことで、減価償却費等の費用が
増大しているが、従来の繰入金により健全経営を維
持している。今後は、施設の統廃合等で維持管理費
の縮減を図り健全経営となるよう努めたい。

4

毎月の収益、費用について検証を行った。
簡易水道を統合したことで、費用については維持管
理費、償還金、減価償却費等が増加している。
収益については料金統一（改定）の際の財政計画程
度の収益を確保し、旧簡易水道に対しての繰入金を
営業外収益とすることで、利益を計上する見通しと
なった。
今後とも、経費縮減に努める。

3
簡易水道を上水道に統合し区域が一つになったこと
で、効率的な運営ができるよう努めたい。

4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

経営分析と適正な使
用料算定

本年度から簡易水道事業を統合しており、水道施設全体が
老朽化しているため漏水修繕費等の維持管理費のコストが
増加傾向にある。収益については、有収水量が前年比
1.6％となり減少傾向にある。

有収水量の減少を見込んだ収益の確保は計画通り
となっているが、施設の老朽化で修繕費用の増加が
懸念されるため健全経営に努める。

③計画どお
り進行

簡易水道を統合したことで、人件費は削減されている
が、施設の老朽化による維持管理費や償還金等の
費用が増加している。旧上水道での収益については
料金改定（統一）時に作成した収支計画どおりに概ね
進行しているが、旧簡易水道については、維持管理
費等が大きいため健全経営となるよう努める。

2
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プランの進捗

プラン初年度にして実績との乖離が大きくなった、診療報酬改定に伴う病床機能の変更を余儀なくされる病
院が出てきた、地域医療構想調整会議において、市立病院の将来像をより具体的に求められることとなっ
た。等の状況が出てきたため、現行プランを構成から見直す必要があるため、同プランの新構成案を作成。

実績

改定等情報収
集、経営状況の
把握・経営サポー
トの活用

計画

改定等情報収
集、経営状況の
把握・経営サポー
トの活用

プランの内容

所管支部 病院事業部 所管課・係 経営管理課経営管理係（全病院） 関連部署 総合政策部財政課 継続(未達) 継続（完了） 継続（未達）

プランNo. １－①－１３

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名 病院事業の経営健全化
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

新公立病院改革ガイドラインに基づく「第３期天草市立病院改革プラン」に沿った計画的な経営に努めるととも
に、実績に応じたローリングを行いながら病院事業の経営健全化を図る。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 プラン等の見直し 検討・実施 検討・実施 実施 →

1 進捗状況の点検・評価 実施 → → →

4現状・課題

＜現状＞平成２６年度から、第２期天草市立病院改革プランに基づき、地方公営企業法の全部適用によって改
革に取り組んきたが、平成２８年度に平成２９年度から平成３２年度までの新たな「第３期天草市立病院改革プ
ラン」を作成した。このプランに基づき病院事業改革を進め、引き続き経営健全化を図っていく必要がある。
＜課題＞・患者数、医業収益が減少傾向にあり、病院事業全体の経営状況が悪化傾向にある。・平成３０年度
の診療報酬改定、介護報酬改定により、現在の病床機能、施設基準を維持できなくなる可能性がある。・地域
医療構想に基づく「地域医療構想調整会議」によって、市立病院の役割等を協議する必要がある。

3
達成状況の総括と方向性の
検討

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 経常収支比率（％） 104% 105% 101% 101%

104.41% 99.00% 97.00%

実施

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

192,000 44,000 51,000

162,802 △ 35,963 △ 100,000
期待される効果

地域において提供が必要な医療のうち、民間医療機関による提供が困難な、救急医療や不採算医療、へき地
医療などに積極的に取り組むことにより、市民がいつでも安心して適切な医療が受けられる医療体制を確保す
る。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 利益剰余金額（千円） 168,000

改革の
ポイント

・医療面…天草市立病院等の基本方針に基づいた各病院の役割と診療体制の確保
・経営面…病院事業全体の収支均衡経営

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
進捗状況の点
検・評価

計画
決算確定。自
己評価作成開
始

自己評価の課
題への対応を
開始

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 決算確定 未実施 未実施

【重点取り組み】
・医師確保による診
療機能の維持
・外部委託による経
営サポートの導入

【課題】
　診療報酬改定の内
容によっては、病床
機能、施設基準の変
更を余儀なくされ、
経営状況に大きな影
響を与える恐れがあ
る。このため、外部
委託による経営サ
ポートの提案等を参
考にしながら、改革
プランの見直し等も
含め必要な対応を実
施しながら、経営状
況の改善を図る必要
がある。

評価委員会に
よる外部評価
の実施

課題解決に関
する次年度予
算を検討

プランの見直
し協議

プランの見直
し実施・施設
基準届出準備

　上記に加え、30年
度予算案における各
病院の経営改善策
の協議を実施

経営会議で各
病院の経営状
況を分析・協議

経営会議で各
病院の経営状
況を分析・協議

経営会議で各
病院の経営状
況を分析・協議

経営会議で各
病院の経営状
況を分析・協議

3
達成状況の総
括と方向性の
検討

計画

急激な赤字化改
善のための取組
みの検討

2
プラン等の見
直し

実績
経営会議で各
病院の経営状
況を分析・協議

経営会議で各
病院の経営状
況を分析・協議

　上記に加え、30
年度予算編成方
針の協議を実施

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

③継続（未達）

1
進捗状況の点検・評
価

　２９年度決算においても、２８年度を上回る赤字収支とな
ることが確実。
　プランは収支均衡を基本として組み立てられているた
め、現行プランの妥当性が疑われる状況にある。

　３０年度からの診療報酬改定、地域医療構想調整
会議との整合性をとりながら、３０年度中のプラン修
正（改定）

③継続（未
達）

2 プラン等の見直し

　H30年度の診療報酬改定に対応するため、外部コンサル
タントに経営サポートを委託。新和、河浦病院の病床機能
の見直しを中心に作業、新しい病床機能案を決定。

　病床機能の変更を実践。引き続きコンサルタント
の支援を受けて取り組む。 ③継続（未

達）

3
達成状況の総括と方
向性の検討

　急激な赤字化を受けて、改善策の検討などを行ったが、
これといった案などは出ない。

年間の取組総括

　中間期までの総括のとおり、新和、河浦病院の病
床機能見直し、現改革プランと実績との乖離、地域
医療構想調整会議において求められる市立病院の
役割等に加え、働き方改革に伴う改善等、現改革プ
ランの見直しは避けられない状況となった。
　３０年度当初から、具体的な検討・協議に入れるよ
う、担当者レベルでの協議の場を設置（定例化）し、
実践を急ぐこととしている。

　経営会議は、各病院長等の会議であるため、その
場での検討・協議は限界がある。３０年度からは、発
案・実戦部隊である担当レベルでの議論・協議の場
を充実させる。

③継続（未
達）

　前述までの理由に加え、地方交付税の減額見直し
もあり、平成30年度当初予算については初めて赤
字予算の編成となった。
　一般会計からの基準外繰入を行い、収支均衡を
保つことは容易であるが、これでは経営改善の意欲
も生まれない。30年度中にプランの修正（改定）を行
い、何としてでも経営改善に結びつけたい。

②計画より
遅い

2 プラン等の見直し

　H30年度の診療報酬改定に対応するため、外部コンサル
タントに経営サポートを委託。新和、河浦病院の病床機能
の見直しを中心に作業中。

　新和、河浦病院の診療報酬改定に対応するため
の病床機能変更については方向性が見えてきた
が、病院事業全体での急激な赤字化を改善するた
めの対応を練る必要がある。

③計画どお
り進行

3
達成状況の総括と方
向性の検討

　7月の経営会議では、H28決算の分析とH29における各
病院の取組み目標の協議を実施。（10月の同会議も実施
済。H30の予算編成方針について協議）

　市立病院の役割については「地域医療構想調整
会議」の議論を注視する必要がある。
　その内容によっては、病床機能や規模の変更を余
儀なくされる可能性もある。

③計画どお
り進行

 上記のように見直しの必要性は重々感じている。
　しかしながら、赤字解消に向けた具体的な打開策
が見いだせない現状に非常に危惧している。
　幸い、各病院とも赤字になって初めて真剣に取り
組もうとする姿が見え始めているため、これを機に
将来を見据えて抜本的に見直さなければならないと
考えている。

4

１年間の成果と課題

4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

②計画より遅
い

1
進捗状況の点検・評
価

　H28決算が法全適以降初の赤字決算となり、H29におい
てもより厳しい状況が続いている。
　自己評価については、第3期プラン策定の段階におい
て、精査・評価しているため実施していない。

　改革プランの想定を上回る患者数の減少により、
急激な赤字化が進行している。
　H28とH29上半期のデータを慎重に精査し、次年度
予算の調整を行う必要がある。

　診療報酬改定に対応するための新和病院、河浦
病院の病床機能機能見直しを中心とした経営サ
ポートについては、その方向性が見えてきた。
　しかしながら、28年度の決算、29年度上半期の収
支赤字化、医師をはじめとするスタッフの確保もまま
ならないなど改革プランとの乖離が出てきている。
　また、市立病院の役割に影響を与える「地域医療
構想調整会議」による議論を注視する必要がある。
　以上のような状況から、年度後半においては、改
革プランの見直しが必要となる見込みである。
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プランの進捗

プランNo. １－①－１４

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名 奨学金滞納金の縮減
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 教育部 所管課・係 教育総務課・総務企画係 関連部署 継続（完了） 継続（完了） 継続（完了）

プランの内容

徴収率の向上対策及び徴収体制の充実を図り、負担公平等の見地から、奨学金滞納金を縮減させる。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 文書・電話による納入催告 11月～1月 7月～1月 → →

1 状況把握と整理方針の決定 4月～11月 → → →

4現状・課題

・滞納分と現年分を併せ持つ滞納者については、滞納分まで返還出来ない場合がある。
・奨学生本人や連帯保証人が住所不明である場合、所在の確認が困難である。
・口座振替にしているにもかかわらず、振替不能が頻発する者が散見される。
・不納欠損を視野に入れた滞納整理が必要であるが、書類不備のケース等があり困難な状況である。

3 訪問による納入催告 1月～2月 →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 収納率 79.20% 79.50% 79.70% 80.00%

83.90% 85.70% 86.90%

→ →

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

1,039 1,439 1,839

平成25年度末未納額：35,839千円 8,673 11,733 13,763
期待される効果

・奨学金管理システムを活用し、未納額や未納期間等の情報を的確に把握することにより、収納状況に応じ
た催告業務を行い、納入に対する理解を深め、滞納額の縮減に繋げていく。
・悪質な未納者に対する催告業務（文書・電話・訪問による納入催告）を強化し、滞納額の縮減を図っていく。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 奨学金滞納金の縮減 639

改革の
ポイント

1．貸付段階で適正な審査を行う。
2．減免及び不納欠損を視野に入れ、本人及び連帯保証人の追跡調査を行う。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
状況把握と整
理方針の決定

計画
滞納状況の実
態把握

滞納整理方針
の検討

方針の決定

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
滞納状況の実
態把握

滞納整理方針
の検討

方針の決定

・貸付段階で、適正
な審査を行う。

・長期滞納者や返済
能力を有しているに
も拘わらず滞納して
いる者について、本
人や連帯保証人に
対する納付催告を強
化し、滞納額の縮減
に努める。

電話による納
入催告

電話による納
入催告

電話による納
入催告

催告書発送準
備

催告書発送

実績
催告書発送準
備
催告書発送

電話による納
入催告

催告書発送準
備

催告書発送
電話による納
入催告

計画

3
訪問による納
入催告

計画

2
文書・電話に
よる納入催告

実績
訪問による納
付相談・徴収

訪問による納
付相談・徴収

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

状況把握と整理方針
の決定

・奨学金管理システムを活用し、滞納情報（滞納額や滞納
期間等）の把握を行った。
・7月31日までに滞納整理方針を決定し、文書・電話による
納入催告業務に備えた。

・未納額や未納期間等の情報を常時把握し、収納状
況に応じた催告業務を実施する必要がある。 ③計画どお

り進行

・奨学金管理システムを活用し、未納額や未納期間
等の情報を的確に把握し、収納状況に応じた催告業
務を実施することができた。
・今後も催告書及び電話による催告に応じない悪質
な滞納者に対する催告業務を強化し、滞納額の縮減
を図っていく必要がある。

2
文書・電話による納
入催告

・個人ごとの滞納額や滞納期間を把握するとともに、収納
状況に応じた傾向と対策を検討し、7月28日付けで3カ月以
上の未納者121名を対象に催告書を送付した。
・8月25日より、電話による催告を実施した。

・過年度分の未納者に対しては、年間を通して電話
や文書による催告を実施し、納付を促す必要があ
る。

③計画どお
り進行

訪問による納入催告
・滞納金の縮減については、計画どおりに進行し、数
値目標、目標効果額ともに達成している。
・目標は達成しているが、今後も、負担公平等の見
地から、奨学金滞納額の縮減に引き続き努める必要
がある。

4

年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
状況把握と整理方針
の決定

・奨学金管理システムを活用し、滞納情報（滞納額や滞納
期間等）の把握を行った。
・7月31日までに滞納整理方針を決定し、文書・電話による
納入催告業務に備えた。

・未納額や未納期間等の情報を常時把握し、収納状
況に応じた催告業務を実施する必要がある。 ②継続（完

了）

2
文書・電話による納
入催告

・個人ごとの滞納額や滞納期間を把握するとともに、収納
状況に応じた傾向と対策を検討し、7月28日付けで3カ月以
上の未納者121名を対象に催告書を送付した。
・8月25日より、電話による催告を実施した。

・過年度分の未納者に対しては、年間を通して電話
や文書による催告を実施し、納付を促す必要があ
る。

②継続（完
了）

3 訪問による納入催告

・12月1日より、市内に居住する未納者に対して、面談によ
る催告及び納付相談を実施した。

・悪質な未納者に対しては、催告業務を強化し、訪問
による納付相談・徴収を実施する必要がある。
・他の業務と並行して行わなければならないため、計
画的な訪問スケジュールを立てる必要がある。

②継続（完
了）

・滞納金の縮減については、計画どおりに進行し、数
値目標、目標効果額ともに達成している。
・目標は達成しているが、次年度以降も、負担公平
等の見地から、奨学金滞納額の縮減に引き続き努
める必要がある。

4

・奨学金管理システムを活用し、未納額や未納期間
等の情報を的確に把握し、収納状況に応じた催告業
務を実施することができた。
・今後は、催告書及び電話による催告に応じない悪
質な滞納者に対する催告業務を強化し、滞納額の縮
減を図っていく必要がある。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

※27年度効果額実績は統合したプラン1－①－10の実績額を引継

プランNo. １－①－15

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ① 将来を見据えた財政運営の健全化 プラン名 下水道事業の経営健全化
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 水道局 所管課・係 経営管理課　下水道庶務係 関連部署 下水道課 ― 継続（完了） 継続（完了）

プランの内容

①汚水処理サービスを継続的に提供するため、経営健全化のための長期経営計画（経営戦略）を策定するとと
もに、定期的に更新する。
②浄化槽市町村整備事業の制度を見直し、浄化槽設置補助事業に制度統一を図ることで、将来の繰出金の削
減を図る。
③策定した長期経営計画を、健全経営の指針とし、一般会計補助金の削減に努める。

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2
浄化槽市町村整備推進事業
の制度見直し

制度改正

1
長期経営計画（経営戦略）の
策定

計画策定 計画の更新 →

4現状・課題

①人口減少により使用料収入の減少が想定される。一方で、今後、施設等の更新費用の増大が見込まれるた
め、計画的な事業経営が必要である。
②浄化槽の普及促進については、合併前の施策を引き継いだ経緯から、市内に個人設置型と市町村設置型の
二つの制度を有している。市町村設置型は、多額の基準外繰入金を充当しながら運営していることから、個人設
置型への制度の統一を図る必要がある。
③長期経営計画に示した一般会計補助金の金額を上限の目標とし、毎年の予算編成に取り組む。

3
長期経営計画（経営戦略）に
沿った経営

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 計画策定の進捗率 70% 100% 100%

70% 100%

計画に沿った経営 →

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

54,900 59,618 85,173
平成25年度基準外繰出金（5会計259,035千円） 14,786 54,998 64,726

期待される効果

①長期経営計画を基本とした安定的な経営に取り組むことにより、下水道サービスを持続可能なものにする。
②浄化槽整備を個人設置型に統一し、既存の市町村設置型浄化槽は、10年後に使用者に譲渡することとしたた
め、浄化槽市町村整備推進事業特別会計へ繰り入れていた一般会計繰入金（年間5,500万円程度）が削減でき
る。
③下水道事業会計への一般会計補助金が削減される。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 基準外繰入金の削減額 14,700

改革の
ポイント

　毎年の予算を編成するに当たり、長期経営計画（経営戦略）を基本とすることで、健
全経営を実現する。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
長期経営計画
（経営戦略）の
策定

計画 計画の更新

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 計画の更新

　長期経営計画（経
営戦略）については、
平成28年度決算調
製後に計画の更新を
行う。現行使用料体
系を維持し、一般会
計補助金を計画通り
縮減することを基本
に更新する。
　平成30年度の予算
編成にあたっては、
一般会計補助金のう
ち、基準外分につい
て長期経営計画（経
営戦略）に示した額
を上限とし編成する
（政策的事業の財源
とするものを除く）。

計画に沿った
当初予算編成

実績

計画

3

計画

計画に沿った
当初予算編成

2
長期経営計画
（経営戦略）に
沿った経営

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

長期経営計画（経営
戦略）の策定

　平成29年2月に策定した「経営戦略」については、平成28
年度の決算後に更新する予定であったが、建設改良事業
の進捗状況、平成30年度予算まで反映した精度の高い計
画にするため、現在までに更新していない。

　平成30年度予算編成並びに建設改良事業進捗状
況の把握により、より精度の高い経営予測を立て、年
度末までに更新作業を終えたい。 ①未着手

　国庫補助事業等の採択状況が計画より遅れている
ことから、建設改良事業の進捗に遅れが見られ、資
本勘定並びに減価償却費等の経費計上を見直す必
要が生じた。
　平成28年度決算では、1億3千万円程度の黒字を計
上し、減債積立金への処分が議会で可決された。単
年度収支としての経営状態は、概ね良好ではあるも
のの、損益勘定留保資金のほとんどを資本勘定の補
てん財源に充当したため、経営基盤はまだまだ脆弱
な状態である。

2
長期経営計画（経営
戦略）に沿った経営

　現在、当初予算の編成作業中である。人事異動による人
件費の増加等費用の増加要因はあるものの、一般会計補
助金については、経営戦略で定めた予定額を上回ることが
ないよう編成したい。

　企業会計移行後年数が浅いため、経営基盤は脆弱
な状態と言わざるを得ないが、必要な費用を厳格に
見積もり、経費縮減の効果が表れる予算編成に努
め、経営基盤の安定化に げたい。

③計画どお
り進行

　経営戦略の更新については、建設改良事業の進捗
に大きな変化が生じたことから遅れているものの、平
成30年度予算を反映した精度の高い経営計画とした
い。
　平成30年度予算編成については費用を厳格に見積
もり、一般会計補助金については、目標額以内とす
るよう努める。

4

年間の取組総括 方向性

②計画より遅
い

1

②継続（完了）

1
長期経営計画（経営
戦略）の策定

　平成29年2月に策定した「経営戦略」については、平成28
年度の決算後に更新する予定であったが、建設改良事業
の進捗状況、平成30年度予算まで反映した精度の高い計
画にするため、今年度末までに更新した。

　計画期間（平成39年度まで）の損益計算並びに経
営上の課題を洗い出しすことができたため、持続的
な利益計上や流動資産の確保等計画に沿った経営
に取り組む必要がある。

②継続（完
了）

2
長期経営計画（経営
戦略）に沿った経営

　当初予算については人事異動による人件費の増加等費
用の増加要因があったが、一般会計補助金については、経
営戦略で定めた予定額を下回る額を計上できた。

　企業会計移行後年数が浅いため、経営基盤は脆弱
な状態であるが、必要な費用を厳格に見積もり、一般
会計補助金等の削減と流動資産の増加等経営基盤
の安定化を同時に進行させる必要がある。

②継続（完
了）

3
　経営戦略を更新し、その内容は、一般会計補助金
の削減を実現する一方で流動資産の確保など経営
基盤の強化に繋がる結果を得られた。今後とも下水
道事業の経営状態や市全体の財政状況を注視し、
計画に即した進捗を図りたい。

4

　平成28年4月に公営企業会計に移行したばかりで、
流動資産の不足など、現在の経営状態は脆弱と言わ
ざるを得ないものの、経営戦略を更新し、将来の経
営基盤強化の道筋を立てることができたことは一定
の成果といえる。また、計画期間（H39まで）内は現行
使用料体系を維持したままで利益を確保できる見通
しを立てることができた。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

4

計画

3
施設の整理・
統廃合基本計
画の見直し

実績

計画決定

実績
個別施設方針
案のとりまと
め・分析

プロジェクト
チームの立ち
上げ・協議

担当者会議の
実施

関係課との協
議

素案の作成
利活用検討委
員会

計画
個別施設方針
案のとりまと
め・分析

素案の作成

計画決定素案の作成
利活用検討委
員会

１１月 １２月 １月

2
維持管理計画
の作成

計画
個別計画のと
りまとめ・分析

実績
個別計画のと
りまとめ・分析

プロジェクト
チームの立ち
上げ・協議

担当者会議の
実施

関係課との協
議

公共施設等総
合管理計画の
作成

計画
平成２８年度
完了

８月 ９月 １０月

　平成２８年度に策
定した公共施設等総
合管理計画を具体的
に実施していくため、
個別計画の作成や
個別計画を踏まえた
施設の整理・統廃合
基本計画の見直しを
行う。
　計画の策定や見直
しにあたっては、地域
住民の理解が必要な
ためパブリックコメン
トを行うとともに、策
定後は周知を図る必
要がある。

実績

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1

期待される効果

公共施設等の全体を把握し、長期的・広域的な視点を持って、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うこと
により、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することができる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

平成27年度に作成する公共施設等総合管理計画に基づき、全施設の長寿命化計画を
作成する。

現状・課題

市町合併により類似した施設を多く保有するとともに、今後人口の減少による未利用施設の増加、さらに同時期
に建設された施設の更新を迎えようとする中、施設の更新・統廃合等の方針を定めて計画的に実施していく必要
がある。公共施設の維持管理計画は、施設の長寿命化計画として一部の施設のみ作成されているだけであるた
め、全施設の維持管理計画を作成する必要がある。
施設の統廃合等を進めていくためには、将来の維持経費や利用見込みなど客観的に判断できる資料を作成し、
市民の理解と協力を得る必要がある。

3
施設の整理・統廃合基本計画
の見直し

見直し

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

→ 実施

プランの内容

施設の利用状況、同時期に整備した施設等の維持管理コストや将来の更新時期を考慮し、広域的な観点から計
画的な市有財産の整理を行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 維持管理計画の作成 作成 → →

1
公共施設等総合管理計画の
作成

作成 完了

4

所管支部 総務部 所管課・係 管財課財産管理係 関連部署 全部署 継続(未達) 継続(未達) 継続(完了)

プランNo. １－②－１

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 公共施設の維持管理計画の作成
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管課において個別計画等の作成 個別協議・調整

所管課において見直し案の作成 見直し案のとりまとめ
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【支部長意見】

②継続（完了）

1
公共施設等総合管
理計画の作成

①完了

2
維持管理計画の作
成

個別計画を策定するためにプロジェクトチームを立ち上げ、
業務の進め方を協議した。９月の説明会を踏まえて各施設
ごとの所管課からの計画をとりまとめ、素案を作成した。

プロジェクトチームで分析を行い、施設の適正配置を
念頭に施設の必要性や予算配分を考慮した施設整
備の年次計画等の調整を行う必要がある。

②継続（完
了）

3
施設の整理・統廃合
基本計画の見直し

個別計画の策定に伴い、第2期の施設の整理・統廃合基本
計画の見直し案のとりまとめを行った。。

公共施設等総合管理計画に基づく個別計画との整
合性を取りながら、施設の整理・統廃合は地域の方
の理解と協力が必要であるため、支所と連携して計
画の策定及び実施を進めていく必要がある。

②継続（完
了）

維持管理計画については、所管課の施設ごとの考え
を取りまとめ、分析したうえで素案を作成したが、次
年度は素案を基に計画決定をめざす。
施設の整備・統廃合基本計画については、所管課の
見直し案のとりまとめまで終えたので、次年度中に第
3期計画を策定する。4

実施項目 １年間の成果

各施設所管課による個別計画の策定が前提となるた
め、今後、担当課との十分な調整・協議が必要とな
る。やや遅れ気味であるが、長期的、広域的な視点
による公共施設の統廃合・長寿命化を達成するため
には、所管施設だけでなく、市全体の公共施設という
共通認識を図る必要がある。4

１年間の成果と課題 年間の取組総括

②計画より
遅い

施設の整理・統廃合
基本計画の見直し

個別計画の策定に伴い、第2期の施設の整理・統廃合基本
計画の見直しが必要なものについて、見直しを行う。施設
所管課へは担当者会議を行い、方針の策定などを依頼し
た。

計画が変更になるものや、新たに方針を策定するも
のについては、施設所管課と協議を行い見直しを
行っていく。

今後の課題 方向性 公共施設等総合管理計画に基づく個別計画を策定
するために、プロジェクトチームを立ち上げスケ
ジュール管理を含め業務の進め方を協議した。９月
の説明会を踏まえて各施設ごとの所管課からの計画
をとりまとめ、素案を作成した。来年度は、プロジェク
トチームで分析（必要によってはヒアリング）を行い、
施設の適正配置を念頭に施設の必要性や予算配分
を考慮した施設整備の年次計画等の調整を行ったう
えで計画案を作成する。

プランの方向性

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗 公共施設等総合管理計画の個別計画を策定するた
め、財政課、政策企画課、管財課でプロジェクトチー
ムを立ち上げ推進を行っている。施設ごとの方針を
策定してもらうため、担当者会議を行い、説明を行っ
た。
今後は、施設所管課からの施設ごとの方針や改修費
などの調整を行い、年度末までに素案を策定し、平
成30年度に地域住民への説明、パブリックコメントな
どを行い維持管理計画の策定を行うとともに、施設の
整理・統廃合基本計画の見直しを行う。 ②計画より遅

い

1
公共施設等総合管
理計画の作成

⑤完了

2
維持管理計画の作
成

公共施設等総合管理計画の個別計画を策定するため、財
政課、政策企画課、管財課でプロジェクトチームを立ち上げ
推進を行っている。施設ごとの方針を策定してもらうため、
担当者会議を行い、説明を行った。

施設所管課からの施設ごとの方針や改修費などの
調整を行い、年度末までに素案を策定する予定。
平成30年度に地域住民への説明、パブリックコメント
などを行い計画を策定する。

②計画より
遅い

3

37



プランの進捗

プランNo. １－②－２

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 市有財産の把握と売却
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 総務部 所管課・係 管財課財産管理係 関連部署 全部署 継続(未達) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

市有財産の利活用基本方針に基づいた、第2期施設の整理・統廃合基本計画等により地域の実情に沿った利
活用を図り、今後も利活用が見込めない財産については、積極的に売却・貸付けるなど有効活用を図る。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 市有財産の貸付 計画に沿った実施 → → →

1 市有財産の売却等 計画に沿った実施 → → →

4現状・課題

・廃校施設は規模が大きいため売却価格が高額であるとともに、購入後の維持管理費等も高額で、さらに中心
地より遠地に立地しており売却が進んでいない。
・建物の場合、多額の維持管理費を要するため、地元地域の公共的団体では活用できない状況にある。
・今後、人口の減少により未利用施設の増加が予想される。
・貸付件数が増えても管理する施設数は減らないため、市の負担はあまり減らない。

3
貸付方針の見直し(遊休財産
等利活用促進条例）

見直し →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 行政財産の施設数 730 700 690 680

792 781 732

→

平成25年度（813施設）

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

10,000 10,000 10,000

27,738 50,499 57,256
期待される効果

・施設の維持管理費削減及び売却収入により財政負担の軽減が図られる。
・公共施設の最適な配置が図られる。
・未利用施設の有効活用が図られる。
・民間等での利活用により、雇用の創出、経済効果等により地域活性化が図られる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】  市有財産の売却額 10,000

改革の
ポイント

民間需要を考慮して適正な価格、買い手がつくような価格の検討が必要である。

２月 ３月
今年度の

重点取組み、課題等

1
市有財産の売
却等

計画

公売（佐伊津
町、有明町）
随契売却（随
時）

公売（御所浦
町）

公売（牛深町）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
公売（有明町）
随契売却（随
時）

公売（牛深町、
御所浦町）

公売（新和町） 公売（牛深町）

公売（新和町、
牛深町）

　公売による計画的
な市有地の売却を行
う。また、平成２８年
度に制定した遊休財
産等利活用条例を活
用できるように整備
を進める。

　学校が閉校すると
校舎、体育館、グラ
ウンドの分類に分か
れ施設数が増えるこ
とになるので施設分
類と施設数のカウン
ト方法を検討し、目標
の見直しを図る。（総
合計画の目標とも連
動）

貸付料未納者
対応

貸付料未納者
対応

滞納者納入通
知

文部科学省
「みんなの廃
校プロジェク
ト」へ掲載

遊休財産利活
用契約１件

実績 貸付（随時）
滞納者納入通
知

滞納者納入通
知

計画 貸付（随時） 担当者会議

3

貸付方針の見
直し(遊休財産
等利活用促進
条例）

計画
対象施設の検
討

規則の制定
ホームページ
に制度（対象
施設）の掲載

滞納者納入通
知

滞納者納入通
知

2
市有財産の貸
付

実績
対象施設の検
討

利活用検討委
員会での審議

現地視察 規則の制定
ホームページ
に制度（対象
施設）の掲載

4

実績

計画
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【支部長意見】

年間の取組総括

【支部長意見】

4

プランの方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1 市有財産の売却等

18件（公売8、随契10）、57,093千円の市有財産の売却を
行った。

土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等
の指定や隠れた瑕疵等売却することに対するリスク
も大きくなってきているため、事前の調査を十分行う
必要がある。

②継続（完
了）

2 市有財産の貸付

２９年度から市内を４ブロックに分け、それぞれ貸付け、収
納の担当を配置し事務の改善を行った。円滑な貸付事務を
行うとともに、滞納者へは9月、11月、12月に、納付を促す
通知を行い、3月には電話での催促や個別訪問を実施し
た。

今後、貸付申請書、添付書類の確認を支所でも行う
よう、担当者会議を開催し事務の効率化を進める。ま
た、滞納整理についても、文書での通知、個別訪問
などを実施し収納率の向上を図る。

②継続（完
了）

3

市有財産の売却は、1,000万円の予算に対し５倍以
上の売却となり、歳入を増額することができた。
また、遊休財産等利活用促進条例の制定に伴う規則
を制定し、ホームページで紹介した。本条例による契
約が１件締結できた。このほか企業からの問い合わ
せが２件あった。
今後も旧教職員住宅の売却や、市有財産の有効活
用を図っていく。

市の遊休財産については、ホームページ等を活用し
て売却や貸与を推進する必要があるが、本年度は企
業からの問い合わせもあっており、今後の利活用促
進が期待される。
地域活性化や雇用拡大などにも寄与できる事業を誘
致するためには、関係課との連携も必要である。

貸付方針の見直し
(遊休財産等利活用
促進条例）

遊休財産等利活用促進条例に伴う規則を制定した。これに
基づき１件申請があり、契約を締結した。遊休財産の利活
用を周知するため、ホームページの開設や文部科学省の
「みんなの廃校プロジェクト」へ情報を掲載した。

今後、さらなる利活用を促進するため、関係課とも連
携し周知を行う。

②継続（完
了）

③計画どお
り進行

2 市有財産の貸付

今後、事務の効率化のため、貸付申請書、添付書類
の確認を支所でも行うよう、担当者会議を行い協議を
行っていく。滞納整理についても、文書での通知、個
別訪問などを実施していく。

③計画どお
り進行

3
貸付方針の見直し
(遊休財産等利活用
促進条例）

利活用検討委員会での審議、現地視察などを行い、遊休財
産等利活用促進条例施行規則を制定し、対象施設を掲載
した。９月に１件、利用申請が出されたため、利活用検討委
員会で審議を行った。

今後はホームページへ情報を掲載し、周知を図るこ
ととする。 ③計画どお

り進行

4

１年間の成果と課題

９月までに３件、12,450千円の市有財産の公売を行った。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1 市有財産の売却等

市有財産の有効活用のため、新規貸付や貸付けの更新を
行っているが、建物を建てる目的で土地を貸し付ける場合
は、借地権などの既得権が発生するため、慎重な審査が必
要である。

年度末までに予定されている公売を行っていく。

遊休財産等利活用促進条例施行規則を８月に制定
した。９月に利用申請が出されており、円滑な利用が
できるよう調整を行っている。ホームページへも情報
を掲載し、周知を図っていく。
市有地については、随時公売や貸付を行い、財産の
処分や有効活用を行っている。

行政財産として活用の予定がない施設については、
管理経費削減のため、継続して売却及び貸付けを
行っていく必要がある。
また、地域の活性化や雇用の拡大を図る事業を行う
者に対して推奨措置を講じる遊休財産等利活用促進
条例を活用してもらえるよう、関係課と連携するととも
に、制度のPRに取り組む必要がある。
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プランの進捗

プランNo. １－②－３

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 社会体育施設の管理の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 地域振興部 所管課・係 スポーツ振興課　施設管理係 関連部署 全課 継続(未達) 継続(未達) 継続(未達)

プランの内容

　社会体育施設の管理の見直しについて、廃止、民営化あるいは譲渡について協議を行う。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 施設の自主開閉 計画に沿った実施 → → →

1 施設数の削減 計画に沿った実施 → → →

4
現状・課題

・学校統廃合により教育財産から社会体育施設へ移管されるため施設数は増加している。H29.4.1現在で陸上競
技場１施設、野球場2施設、体育館46施設、運動広場（相撲場、ﾃﾆｽｺｰﾄ含む）60施設、武道場3施設、プール1施
設、B&G海洋センター1施設、その他2施設の113施設を管理している（都市公園内3施設についても使用許可等
の管理を行っている）。
・1地域1施設を基本としているが、今後は少子高齢化に伴い利用が少ない施設の統廃合が必要となる。。
・廃校後の運動広場利用で、年に数回地元だけの利用施設については、支所や地区振興会と協議しながら移管
し貸付も検討して行く。

3 地区振興会への管理委託 計画に沿った実施 →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 計画の進捗率 2.5% 7% 16% 20%

2.0% 3.5% 4.0%

→ →

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

17,000 24,000 26,000

平成25年度実績：　80,150千円 6,896
期待される効果

・利用状況と維持管理に要する経費を比較し、新小学校区に拠点となる1施設の配置を検討することにより経費
の削減が図れる。
・施設の清掃や夜間管理委託についても、地区振興会等へ委託することにより経費の削減が期待される。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 施設の管理経費削減額

改革の
ポイント

　利用状況を踏まえ、地区振興会などと協議しながら、未活用の施設の廃止や維持管
理委託方法を検討し、効率的な維持管理を行うことで経費削減を目指す。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1 施設数の削減

計画 担当者説明会
地区振興会へ
の説明

現状把握

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 担当者説明会
地区振興会へ
の説明

担当者説明会

担当者説明会
地区振興会と
の協議

地区振興会と
の協議

地区振興会と
の協議

条例廃止

条例廃止
　H28年度からの継
続対象施設について
は、年度当初から早
期に地元への説明及
び協議を行い、方向
性を出して1施設でも
多く削減できるように
する。
　また、運動広場の
除草等の清掃委託に
ついては、地域住民
の施設としての位置
づけを意識していた
だき、地区振興会等
への移行を進めて行
く。
　なお、施設や維持
管理経費の削減にあ
たっては、現状を把
握し利用状況と比較
しながら、地区住民
などに理解を得るこ
とが課題である。

方向性決定

施設の決定

地区振興会及
び利用団体へ
説明

方向性決定

委託施設の決
定

実績 担当者説明会 担当者説明会
担当者との協
議

担当者説明会
担当者との協
議

計画 担当者説明会

3
地区振興会へ
の管理委託

計画 担当者説明会
地区振興会へ
説明

現状把握

地区振興会及
び利用団体へ
説明

2
施設の自主開
閉

実績 担当者説明会
地区振興会へ
の説明

担当者説明会
担当者との協
議

担当者説明会
担当者との協
議

地区振興会と
協議

地区振興会と
協議

方向性決定

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

③継続（未達）

1 施設数の削減

　類似施設の整理統廃合の原則により、支所、まちづくり支
援課と連携して、本年度は６施設（下田北体育館・金焼運動
広場・下浦体育館・大浦体育館・大浦グラウンド・城河原体
育館）を廃止することができた。また、有明地区及び本渡地
区の小学校統廃合に伴い７施設を新たに社会体育施設へ
移管した。

　類似施設の整理統廃合が必要な残り７施設につい
ても、各支所と連絡調整を取りながら、次年度には完
了するよう進める。また、今後は利用頻度に応じた整
理統廃合も検討していかなければならないため、地
域や利用者等への説明を十分に行いながら取り組ん
でいく。

③継続（未
達）

2 施設の自主開閉

　本年度は、下浦地区の２施設（下浦体育館・下浦運動広
場）について、自主開閉を実施することができた。

　今後も、施設の利用状況等を確認しながら、自主開
閉に移行できるように利用団体と協議を進めて行く。

③継続（未
達）

3
地区振興会への管
理委託

　運動広場の清掃委託については、牛深地区が１施設(深
海グラウンド）を地区振興会へ管理委託することができた。

　地区振興会へ説明を継続していくことで、地域住民
の施設としての意識付けを図りながら、今後も理解を
求めて行く取り組みが必要である。 ③継続（未

達）

　廃校となる学校の施設は、そのまま社会体育施設
とするのではなく、既存施設を含めた整理・統廃合の
協議を地区振興会等と実施し、必要最小限を社会体
育施設とした。
　また、施設の利用頻度に応じた自主開閉と清掃委
託管理により、維持管理費の削減を図ることができ
た。
　今後も引き続き、施設の存続も含めて、見直しをし
ていく。

③計画どお
り進行

2 施設の自主開閉

これまでのところまだ新たな地区はない。 1体育館の利用団体が一つの場合は積極的に自主
開閉を進めて行く。 ③計画どお

り進行

3
地区振興会への管
理委託

これまでのところまだ新たな地区はない。 有明地区の運動広場については平成30年度より地
区振興会に管理を委託できる予定である。 ③計画どお

り進行
大きな成果は出難いが、地区振興会等と協議を継続
して、少しずつ改善を図りたい。
今年度末で廃校となる学校の体育館、グラウンドに
ついては、１地区１施設の原則に則って、地元と協議
を進めて行きたい。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

　今年度は２回の各支所担当課長・担当者会議にお
いて、施設の状況等を提示し、情報の共有を図ること
ができ、取り組みの方向性を確認することができた。
　また、学校規模適正化計画により有明地区、本渡
地区において小学校６校が廃校となることから、既存
施設を含めた整理・統廃合の協議を地区振興会等と
実施し、６施設の廃止と７施設を移管する条例の改
廃を行った。
　また、施設の利用頻度に応じた自主開閉と清掃委
託管理により、維持管理費の削減を図ることができ
た。

困難なところが残っているので、なかなか成果を得る
ことができないが、今後も各支所を通じて、地区振興
会等と協議を継続して、効率的な維持管理に努めた
い。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1 施設数の削減

類似施設は地区振興会単位で1施設（体育館・グラウンド）
を原則に協議を進めている。天草地区については下田北体
育館の協議が終わり、同意書をもらうだけとなっている。他
については現在地区振興会と協議を行っている。

残っているところは、難しい地区なのである程度行政
が主導していかないと進まないのではないかと感じて
いる。また、今年度末で廃校となる有明地区、志柿・
下浦地区の学校施設についても、1地区1施設の原則
に則って、まちづくり担当課の協力を得ながら地元と
協議していく。
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プランの進捗

プランNo. １－②－４

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 公立保育所民営化の推進
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 健康福祉部 所管課・係 子育て支援課　子育て支援係 関連部署 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

市内に１４ヶ所ある公立保育所を「公立保育所民営化等実施計画(改定版）」に基づき、民営化等を実施する。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2

1
公立保育所民営化等実施計
画（改定版）

計画に沿った実施 → → →

4現状・課題

入所児童数の減少と入所児童一人当たりの経費が他の私立保育園と比べ多大である。
正職員の退職に伴う正職員の採用がないため、全公立保育所の保育士の確保が困難である。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

81,441 187,482 225,630

平成25年度実績：812,577千円 79,855 92,002 432,288
期待される効果

「民間でできることは民間へ」という観点のもと、民営化によるコスト削減と民間活力による保育サービスの充実
や保育の質の向上が図れる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 施設管理費削減額（人件費含） 67,509

改革の
ポイント

民営化により、効果的・効率的な保育サービスの充実とコスト削減を目指す。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
公立保育所民
営化等実施計
画（改定版）

計画 ・保護者説明
会（Ｈ31民営
化・廃止予定
4ヵ所）

・保育所条例
改正（Ｈ30予
定・2ケ所）

・移管先法人
との民営化協
定締結

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

・新合保育所
休園

・Ｈ３１民営化
予定保育所保
護者等説明会
（御所浦・御所
浦北）
・Ｈ３０年度民
営化保育所条
例改正
（佐伊津・浦
和）

・Ｈ３１民営化
予定保育所保
護者説明会
（深海・宮野河
内）
・Ｈ３１年度か
ら廃止保育所
保護者説明会
（牛深）
・Ｈ３０年度民
営化移管に関
する協定書締
結
（佐伊津・浦
和）

・移管先法人
公募広報掲載
（9/1号）
移管先法人公
募説明会
（9/7)
・申請書類受
付
（9/25～10/6）
･第１回天草市
公立保育所民
間移譲選考委
員会
(9/25）

・移管先法人
公募（Ｈ31予
定・4ヶ所）

・移管先法人
選定

・第２回天草市
公立保育所民
間移譲選考委
員会(10/25）
・栖本保育所
保護者説明会
（10/20)

・新合保育所
入所児童募集

・新合保育所
の廃止の検討

・新合保育所
で実施してい
る新合児童ク
ラブを新合コ
ミュニティーセ
ンターへ移転
したい旨を新
合地区振興会
定例会に説明
した際、新合
保育所への入
所児童の申込
がなく廃止の
方向で進める
ことを説明。
（3/9）

・移管先法人
との合同保育

・移管先法人
決定

・保護者説明
会（Ｈ31民営
化予定4ヵ所）

・新合保育所
の廃止の検討

計画

・市長への答
申
（11/2）
・移管先法人
決定（深海・宮
野河内）
（１１月中旬）
・Ｈ３１民営化
予定保育所保
護者等説明会
・御所浦北
（11/20）･宮野
河内（11/28）・
深海（11/30）
※御所浦は文
書にて説明。

平成３０年４月から民
営化に向け、佐伊
津・浦和保育所の条
例改正・移管先法人
との協定締結、合同
保育等の引き継ぎ事
務を滞りなく行う。

・平成３１年度から民
営化予定の保育所
（深海・御所浦・御所
浦北・宮野河内）の
移管先法人の公募・
選定・決定を１２月ま
でに完了する。

・平成３１年度から民
営予定の３ヶ所（深
海・御所浦・御所浦
北）及び廃止予定の
１ヶ所（牛深）の保護
者説明会を年度始め
に実施する。

2
実績
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【支部長意見】

【支部長意見】

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
公立保育所民営化
等実施計画（改定
版）

・H30年度民営化する佐伊津、浦和保育所の引継ぎ。
・H31年度から民営化予定の4ヶ所（深海、宮野河内、御所
浦。御所浦北）の移管先法人の公募。うち２か所（深海、宮
野河内）民営化の決定。

・H31年度深海、宮野河内保育所の民営化及び牛深
保育所のH30年度末の廃止について、滞りなく進め
る。
・H30年度の入所児童を募集したが、応募がなかった
新合保育所についても廃止の方向で進める。

②継続（完
了）

2

3
公立保育所民営化等実施計画に沿って計画どおり
進めることができた。ただ、民営化できなかった保育
所について、今後の運営方針を早急に定める必要が
ある。

③計画どお
り進行

2

3
　公立保育所の民営化推進については、概ね計画ど
おり進行している。
　平成３１年度民営化予定４保育所のうち、２保育所
については、移管先法人の応募がなかったため、今
後、この保育所の取り扱いを検討する必要がある。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

・天草市公立保育所民営化等実施計画に沿って、概
ね計画どおり実施できている。しかし、民営化への応
募がなかった御所浦、御所浦北となるため、今後の
運営方針を定める必要がある。

・H30年度民営化する佐伊津、浦和保育所の引継ぎ
にかかる合同保育及び各種手続き、H31年度から民
営化予定の4ヶ所（深海、宮野河内、御所浦。御所浦
北）の移管先法人の公募（うち２か所（深海、宮野河
内）民営化決定）など概ね計画どおり進めることがで
きた。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
公立保育所民営化
等実施計画（改定
版）

・概ね計画どおり進んでいる。ただ、Ｈ３１年度民営化予定
の４園のうち応募があったのが深海・宮野河内の２園に留
まり、御所浦、御所浦北については応募なしという結果と
なった。また、新合保育所入所児童減少によりＨ２９は休
園。

・新合保育所は、Ｈ３０年度入所児童の募集は行なう
が、希望者が５人以下の場合は保護者と協議のうえ
廃止の方向で調整が必要。
・栖本保育所についても、Ｈ３０年度入所児童の募集
は行なうが、希望者が５人以下の場合は保護者と協
議のうえ転園等の調整が必要。
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プランの進捗

2
既存施設の運
営方法の検討

実績

Ｈ２９年度～
河浦中央児童
館指定管理導
入

二江児童館検
討委員会（6／
16)

【二江児童館
移転】
・まちづくり支
援課との協議
（8／9）
・管財課との協
議（8／10)
・五和支所との
協議（8／10)

計画

二江児童館の
移転について
関係部署との
協議

・二江まちづくり振興
会で二江地区コミュ
ニティセンターと二江
児童館を旧二江小学
校へ移転させる計画
（要望）がなされてい
るため、まちづくり支
援課等の関係部署と
協議を行う

五和支所・二
江地区振興会
との協議
（1/23）

第１回天草市
児童館運営委
員会

五和支所・二
江地区振興会
との協議
（3/29）

･旧二江小改
築設計打ち合
わせ(11/1）

今年度の
重点取組み、課題等

1
東部・西部地
区での必要性
の検討

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

Ｈ２９年度～
河浦中央児童
館指定管理導
入

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

578 578 578

平成25年度実績：33,924千円 ▲ 602 142 ▲ 674
期待される効果

子ども（0歳～18歳）の遊び場、居場所の充実等、子育てしやすい環境整備が図られることにより、少子化・人口
流出の歯止めに繋がる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 施設管理費削減額 578

改革の
ポイント

児童館の意義・あり方について検討を行う。

２月 ３月

現状・課題

公立児童館６ヶ所：本渡地区（直営２・指定管理２）、五和地区（直営１）、河浦地区（直営１）
民間児童館1ヶ所：天草地区
少子化・小学校統廃合による利用児童数減少や施設の老朽化による維持管理経費の増加
合併前の市町施策の相違により、設置地区に偏りがある。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

プランの内容

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う、子ども（0歳～18歳）の居場所づくりや、子育てしやすい環境づくりの観
点から公立児童館のあり方について検討を行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 既存施設の運営方法の検討 検討
指定管理更新
（本渡２）

指定管理導入
（河浦）

1
東部・西部地区での必要性の
検討

検討

4

所管支部 健康福祉部 所管課・係 子育て支援課　子育て支援係 関連部署 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランNo. １－②－５

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 公立児童館の管理運営方法の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
東部・西部地区での
必要性の検討

・河浦中央児童館はH29年度から指定管理を導入した。
・志柿、楠浦、二江児童館については、施設の老朽化など
の理由から指定管理の導入には馴染まず、引き続き公立で
の運営となっている。

・H30年度から志柿小学校の統合に伴い、志柿児童
館の利用状況等見ながら今後の運営方針を決定す
る。

②継続（完
了）

2
既存施設の運営方
法の検討

・二江児童館について、H31年度から旧二江小を改修して
二江コミセンが移転することに併せて、二江児童館も機能を
見直し、移転することについて、五和支所及び二江地区振
興会長と打ち合わせ会議を実施。（1/23、3/29）

・H30年度中に二江地区振興会と事業内容の詳細に
ついて協議を行い決定する。 ②継続（完

了）

3
概ね計画どおり進めることができている。二江児童館
の移転と合せて今後の子どもの居場所づくりとしてど
ういった運営形態が、地域の実情に合うのか地域・支
所と協議をしながら進めてほしい。

4

今年度指定管理を導入した河浦中央児童館につい
ては、特に問題なく運営することができた。また、二江
児童館の移転について、五和支所及び二江振興会
長と打ち合わせ会議を実施し、進めることができた。

3
　既存児童館施設の指定管理制度導入では、概ね
計画どおり進行している。
　二江児童館の移転後の運営については、五和支所
と連携し地区振興会との協議を進める必要がある。

4

東部・西部地区での
必要性の検討

・【河浦中央児童館】
平成２９年度～指定管理導入
受託者　社会福祉法人元気会（一町田保育園運営）
・【志柿児童館】
平成３０年度から志柿小が統合により本渡東小となるため、
Ｈ３０年度の児童館の利用状況等を検証したうえで、運営方
針について決定することとした。

児童館の運営、子どもたちの居場所づくりとしての役
割を助言していく。

③計画どお
り進行

概ね計画どおり進めている。二江児童館について
は、今後の運営方法が大きく変わるため、地域、支所
など関係部署と協議しながら移管を進めていくことを
確認した。

2
既存施設の運営方
法の検討

【二江児童館】平成３１年度旧二江小に二江コミセンが移転
することに伴い、二江児童館も機能の見直しも含め、旧二
江小へ移転することで地域住民へ周知。

二江児童館の今後の運営について五和支所と連携
を図りながら、地区振興会との協議が必要となる。 ③計画どお

り進行

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗
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プランの進捗

プランの内容

老人福祉施設（指定管理９施設、直営２施設）は、旧市町の実情に応じて整備された施設である。利用者数に
ついては、人口減少や高齢化率の進展により減少傾向にあるものの、高齢者の健康保持、教養の向上、居住
スペースの提供、介護保険サービスの提供、社会福祉協議会や地域包括支援センター等の事務所として利用
されるなど、高齢者福祉において重要な役割を担っているため、各施設の利活用を推進するとともに適正な管
理に努める。

現状・課題

・指定管理者母体の会計から繰入金を入れて管理運営されている施設が９施設中８施設ある。
・介護保険サービス等の提供に必要な施設や設備に係る修繕費等のリスク分担が規定されていない。
・老人憩の家２施設は、御所浦支所や利用団体等と協議した結果、市直営で管理運営を行う。
・各施設とも老朽化が進み、管理費・修繕費が増加傾向にある。

期待される効果

老人福祉施設の利活用方法を検討し、市民の福祉サービスの向上を図る。
施設管理経費の適正化を図る。

プランNo. １－②－６

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 老人福祉施設の適正管理
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 健康福祉部 所管課・係 高齢者支援課高齢者福祉係 関連部署 御所浦支所(直営施設） 継続(完了) 継続（完了） 継続（未達）

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 方針決定及び事業の推進 検討 実施 → 検討

1
指定管理料及びリスク分担に
係る課題抽出と検討

実施 → → →

4

3
計画見直し(老人憩いの家2施
設）

検討 完了

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

各施設の設置目的に沿った利活用を推進するとともに、施設の適正な管理に努める。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1

指定管理料及
びリスク分担
に係る課題抽
出と検討

計画 課題抽出

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 課題抽出 課題抽出 課題まとめ

方針案検討
　老人福祉施設につ
いては、各施設の管
理に関する協定書に
従い滞りなく事業を
推進する。
　９施設中８施設が
指定管理者母体から
の繰入金があり、介
護サービス事業所と
して利用されている
施設もあるため、指
定管理料の妥当性
や修繕等に関するリ
スク分担について検
討する。
　また、各施設とも老
朽化が進み突発的
な修繕等の要望も多
いことから、緊急性・
重要性を踏まえ、施
設の適正な修繕と管
理に努める。

課題まとめ 関係課と協議

修繕等検討

予算要求

予算要求

実績 修繕等対応
修繕等確認

モニタリング

モニタリング

計画 修繕等対応
修繕等確認

3

計画

修繕等対応
予算要求

2
方針決定及び
事業の推進

実績

4

実績

計画

46



【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

指定管理料及びリス
ク分担に係る課題抽
出と検討

入浴設備の有無、介護保険サービス提供の有無、障がい
者・子育て世代まで対象にする等の違いも踏まえ、各指定
管理者の要望等を確認した。なお、施設の譲渡について
は、全施設とも受け入れられないとの回答であった。

利用形態の違う施設ごとの課題を整理のうえ、関係
課とも協議しながら、次期指定管理期間に向けた指
定管理料の算定方法及びリスク分担の見直し案を検
討していく必要がある。

③計画どお
り進行

平成30年度に向けての業務については、概ね計画
通りに進めることができたが、本年度予定していた施
設の修繕等については、突発的な事案に対応したた
め来年度に持ち越すこととなった。
指定管理９施設中７施設が建築後20年を経過してい
るため、指定管理者と連携しながら施設の適正管理
に努めた。

2
方針決定及び事業
の推進

指定管理９施設を建築課技師に確認してもらった結果、平
成30年度予算に６施設分の改修設計業務委託料を要求す
ることとした。モニタリングについても、計画どおり８月下旬
に実施した。

緊急かつ必要性の高い修繕費や備品購入費及び改
修設計業務委託料を平成30年度予算に要求する。
また、突発的に発生する事案については、限られた
予算の中で優先順位を考慮しながら対応していく。

③計画どお
り進行

　老人福祉施設については、高齢者等の生きがいや
健康づくり活動の拠点施設であるため、指定管理者
と連携しながら施設の適正管理に努める必要があ
る。

4

年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

③継続（未達）

1
指定管理料及びリス
ク分担に係る課題抽
出と検討

各施設の利用目的別人数や利用料の減免状況等に関す
る課題の把握はできたが、２月末に開催された次期指定管
理者募集方針審査会委員からの意見等もあって、方針案
の検討には至らなかった。

介護保険サービスを提供する施設に係る指定管理
料の算定方法やリスク分担については、引き続き検
討していく。また、利用者が少ない入居部門（河浦・
新和）の一本化を検討する必要がある。

③継続（未
達）

2
方針決定及び事業
の推進

大規模改修が必要な６施設（牛深、有明、倉岳、河浦、新
和）の改修設計業務委託料5,133千円を予算要求したが、
財政課長ヒアリングでゼロ査定となったため、緊急かつ重
要な修繕のみを平成30年度予算に要求した。

施設職員による日常点検のほか、年1回の建築設備
と3年に1回の法定点検で現状把握に努めるととも
に、緊急性の高い箇所については、計画的に修繕及
び改修等の対応を行っていく。

②継続（完
了）

3
指定管理料の算定方法やリスク分担のほか、利用
者数の推移や今後の見込み等を踏まえた入居部門
（新和・河浦）を一本化も含めて検討すること。また、
老朽化等による施設の改修修繕については、緊急
性の高い箇所から優先順位をつけて的確に対応す
ること。4

実施項目１については、営利を目的とする事業を実
施している施設としていない施設、利用料徴収に関
する差異、指定管理者制度に適した施設であるの
か、集約可能な施設があるのではないかなど、複雑
な課題が入り混じっているため、引き続き検討してい
くこととした。
　実施項目２については、当初予定していた工事1件
を施工したほか、当初予定していなかった突発的修
繕10件と故障による空調機等4台の入れ替えを行っ
た。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

プランNo. １－②－７

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 農業施設の管理の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 経済部 所管課・係 農林整備課　施設管理係 関連部署 牛深・五和・新和・天草・倉岳支所 継続(未達) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

　市が管理する各農業施設の利活用を検証し、利用者の増加と独立した経営が見込める施設については、民間
への譲渡・売却を検討する。また、利用者の増加が見込めない施設については、廃止・解体等の検討を順次実
施する。

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 国・県との協議 内容がまとまり次第実施 → → →

1 地元との協議 随時実施 → → →

4現状・課題

　施設の老朽化による補修工事及び機器の修繕、交換が必要である。また、指定管理者施設については、後継
者問題もあり施設の譲渡に係る条件も検討する必要がある。
　国県補助事業の施設については、財産処分の協議が必要である。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

2,767 2,767 2,767

0 0
期待される効果

　施設の整理をすることにより、維持管理経費の削減が見込める。 効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

　建設の目的に沿った利活用を推進しながら、適正な施設の管理に努める。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1 地元との協議

計画
施設の在り方
について協議

施設の評価額
及び運営計画
の調整

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
施設の在り方
について協議

施設の評価額
及び運営計画
の調整

施設の在り方
について再協
議

施設の在り方
について再協
議

未利用施設及
び備品の廃止
について調整

未利用施設及
び備品を2月市
議会で廃止・処
分

民間移譲予定
施設の不動産
鑑定打合せ

指定管理施設の今
後の運営方針につい
て決定する。

施設の今後の
運営方針を決
定

次年度に向け
た作業の準備

施設の用途変
更等について
協議

実績

計画

3

計画

2 国・県との協議

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

地元との協議

指定管理施設の中で民間移譲により更に施設の有効利用
が図られる施設について、現指定管理者へ譲渡条件等意
見交換を図った結果、3施設について施設譲渡の意向を確
認できた。

現指定管理者との協議結果をふまえ、管財課等関係
各課と協議・調整を進める。譲渡条件として、施設の
長寿命化として改修等が必要であり、改修費用につ
いて調整が必要である。

③計画どお
り進行

現指定管理者より譲渡条件と確認ができた。今後
は、施設の不動産鑑定額など具体的な内容について
検討・調整を進めていく。

2 国・県との協議

1施設について、財産処理制限期間内の譲渡を考えている
ため、国・県との協議等が必要である。今後、必要に応じ協
議を進めていく。

左に同じ。

③計画どお
り進行

　各施設については、民間による有効活用が図られ
るよう、譲渡できる施設は譲渡に向けて譲渡予定先
の組織体制の確立も併せて調整をし進めてもらいた
い。

4

年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1 地元との協議

指定管理施設の中で民間移譲により更に施設の有効利用
が図られる施設について、現指定管理者へ譲渡条件等意
見交換を図った結果、3施設について施設譲渡の意向を確
認できた。

現指定管理者との協議結果をふまえ、管財課等関係
各課と協議・調整を進める。譲渡条件として、施設の
長寿命化として改修等が必要であり、改修費用につ
いて調整が必要である。

②継続（完
了）

2 国・県との協議

1施設について、財産処理制限期間内の譲渡を考えている
ため、国・県との協議等が必要である。今後、必要に応じ協
議を進めていく。

左に同じ。

②継続（完
了）

3
　各施設については、民間による有効活用が図られ
るよう、譲渡できる施設は譲渡に向けて譲渡予定先
の組織体制の確立も併せて調整をし進めてもらいた
い。

4

現指定管理者より譲渡条件と確認ができた。今後
は、施設の不動産鑑定額など具体的な内容について
検討・調整を進めていく。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

プランNo. １－②－８

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 資料館の活動や管理運営の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 観光文化部 所管課・係 文化課　本渡歴史民俗資料館管理係 関連部署 全資料館 継続(未達) 継続（未達） 継続（未達）

プランの内容

「全島博物館構想計画」を見直し、「（仮称）全島博物館計画」を推進し、市内の資料館が一体となって本格的な
博物館である「博物館相当施設」を目指すことで、資料館の一部統合や指定管理を含めた運営方法の見直しを
行う。

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 資料館の運営方法の見直し 運営方法検討
運営方法の検

討

方針決定
方針に沿って準備作業を推

進
運営方法見直し

1 歴史民俗資料館の統合 統合の検討 統合の検討
方針決定
統合準備

資料館の統合　

4現状・課題

「全島博物館構想計画」に伴い、資料館では、平成２４年度から各運営委員会に諮問して答申を受ける形で「活
動方針」、「活動手順」、「活動計画」を定めてきた。これに従い,歴史民俗資料館は統合や移設に向けた準備を開
始しているが、大量な資料の金焼収蔵庫等への移動や収蔵棚の整備が課題となっている。
また、核となる計画が未策定となっており早急な計画の策定が必要である。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 計画の進捗 10% 10% 10% 50%

5% 5%

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

78,939千円 79,083千円 80,590円

25年度　　78,384千円 75,059千円 77,921千円 78,389千円
期待される効果

・「博物館相当施設」へ向けた、本格的博物館活動の実現。
・「歴史民俗資料館の統合」による歴史民俗資料の整備と評価。(有明、倉岳、新和歴史民俗資料館など)
・資料館の協力体制実現による、「運営方法の見直し」の実現。（キリシタン館、文化交流館など）

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 施設の管理経費 78,383千円

改革の
ポイント

「全島博物館計画」の推進や統合により、本格的博物館活動を実現。文化施設としてレ
ベルの高いサービスの実現を目指す。

２月 ３月

1
歴史民俗資料
館の統合

計画

・金焼収蔵庫整
備

・検討会議開催

８月 ９月 １０月 １１月 １２月

実績

・金焼収蔵庫整
備

・全島博物館計
画(仮称）案作成 ・歴史民俗資料館の

統合に向け、金焼収
蔵庫の整備を今後と
も進める必要があ
る。
・資料館の統合方針
の決定。
・運営見直し等の検
討

・計画策定

今年度の
重点取組み、課題等

１月

方針決定

指定管理導入に
向けた条例改正
について課内協
議

2
資料館の運営
方法の見直し

実績

実績

・検討会議によ
る検討

計画
県内外類似施
設等運営状況
調査実施

3

計画

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

H27年４月には全島博物館計画の策定が必要であっ
たが、現在も検討中ということで進展が見られない。
所管課に指導を行い、計画の早期完了を目指す。
各資料館の指定管理者制度の導入については、再
来年度からのキリシタン館への導入に向け検討中で
あり、年度末までに方針を決定する。4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

歴史民俗資料館の
統合

定期的に金焼収蔵庫の整理を行っているが、進捗状況は１
０％程度であり計画通りに進んでいない。
全島博物館計画の策定についても、検討会議の開催に
至っていない。

本渡歴史民俗資料館の職員体制が、係長がキリシタ
ン館管理係との兼務であり、そのほか再任用の職員
が１名で、他は非常勤職員であるため、整理が進ん
でいない。

②計画より
遅い

来年度が第２次文化振興計画の前期最終年となるこ
とで、検討見直しを行うこととなっている。全島博物館
計画については、﨑津地区の世界遺産登録後の全
市的な文化施設のあり方についても検討が必要であ
り、改めて協議、検討する必要がある。
各資料館の指定管理者制度の導入を前に、世界遺
産登録後の情勢を検討し、条例の改正が必要とな
る。

2
資料館の運営方法
の見直し

指定管理者制度導入に向けた条例改正について協議を実
施

指定管理導入に向けた条例改正について、キリシタン館、
文化交流館のみの改正とするか、資料館全体の見直しを
するか検討が必要

②計画より
遅い

年間の取組総括 方向性

②計画より遅
い

1

③継続（未達）

1
歴史民俗資料館の
統合

金焼収蔵庫の収蔵棚の配置や補強そして配架を行い、整
理を行ったが、進捗状況は２０％程度で計画通りに進んで
いない。
全島博物館計画の策定についても、検討会議が開催できな
かった。

本渡歴史民俗資料館の職員体制については、係長
が兼務であり、そのほか再任用の職員が１名で、他
は非常勤職員であるため、整理が進んでいない。 ③継続（未

達）

2
資料館の運営方法
の見直し

天草キリシタン館と文化交流館への、指定管理者制度導入
に向けた条例改正について協議を実施

運営体制の見直しについて、指定管理者制度を導入
するのか、入館受付等管理運営業務委託とするの
か、検討が必要。 ③継続（未

達）

3
全島博物館計画については、所管課に指導したもの
の、検討会議の開催に至らなかった。世界文化遺産
登録後は、資料館施設全体の管理体制の見直しが
必要と思われる。第2次文化振興計画の見直しの際
にあわせて検討させたい。
また、指定管理制度の導入についても、世界文化遺
産の登録後の人の流れを把握した上で方針を決定し
たい。

4

３０年度に、第２次文化振興計画の前期検討見直し
を行う。全島博物館計画については、世界遺産登録
にあわせて、あらためて検討が必要であり、協議、検
討を新たに推進する必要がある。
各資料館の指定管理者制度の導入については、世
界遺産登録後の情勢を検討した条例の改正が必要
となる。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

4 0

計画

実績

廃止・整備対
象箇所の抽出

3 その他施設

計画

2 観光トイレ

実績

現地調査

実績 老朽施設整備

廃止・整備対
象箇所の抽出

計画 老朽施設整備 現地調査

産島バンガロー、五
和海洋レジャーセン
ターについては、維
持コストが利用料を
かなり超えてている。
産島バンガローにつ
いては地元区への譲
渡したいが課題も多
い。五和海洋レ
ジャーセンターにつ
いては、施設自体の
必要性も含め検討し
たい。観光トイレ及び
その他の観光施設に
ついては、廃止でき
るものは廃止すると
いうスタンス検討した
い。

状況把握 方針検討

方針検討

方針検討

１月

実績

現地調査

８月 ９月 １０月 １１月 １２月

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
管理体制を見
直す施設

計画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 観光トイレ 継続・廃止の検討 継続・廃止の検討
継続・廃止の
検討、実施

1 管理体制を見直す施設 管理形態の検討 新管理形態準備 新管理開始

所管支部 観光文化部 所管課・係 観光振興課観光施設係 関連部署 継続（未達） 継続（未達） 継続（未達）

プランNo. １－②－９

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 観光施設の管理の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

【基準値】 128 178 228 338

維持管理コストの削減 0

4

0 △8,068

継続・廃止の検討
継続・廃止の
検討、実施

プランの内容

市が直接関与する意義の低い施設や施設の運営方法を変えることにより利用者の増加が見込めると思われる施設
を中心に廃止・解体、民間への譲渡・売却、管理形態の変更といったあらゆる可能性について検討し、順次実施す
る。
産島バンガローについては、前アクションプランからの継続であり、引き続き課題解決に向けた取組を行う。
五和海洋レジャーセンターについては、地元シーカヤッククラブへの管理委託の形をとっているが、天草の地理的特
徴を活かしたレジャー受入施設であるため、施設の能力を最大限に活かせる運営方法について検討する。
また、多数ある観光トイレについては、汲取り式の２０施設を中心に改修・現状維持・廃止の検討を行い、順次実施す
る。
その他の施設については、利用度の低い施設、休止中の施設を中心に解体・撤去の方向で検討する。

3 その他施設 継続・廃止の検討

４
年
間
の
実
施
計
画

観光施設の整理を行うことで維持管理費の縮減が見込めるとともに、施設の能力を最大限に発揮する管理を行うこ
とで効率的な運営ができる。

産島バンガロー：前期からの取組事項。法人税の課税問題により譲渡直前で中止。収入増の方策を中心に取組中。
五和海洋レジャーセンター：シーカヤック体験の指導資格者の確保が困難。PRが足りないため、利用者が伸び悩
み。
御幸ケ浜海水浴場：近くに四郎ケ浜ビーチがあるため、行政管理の海水浴場として必要か。
カメリアハウス、大江特産品加工場：現在指定管理による管理。指定管理にふさわしい施設か。
観光トイレ：大江天主堂トイレ及び轟公園トイレについては、利用者も多く、今後も利用が見込まれるため建替えを実
施する。給水がなく水洗化等の更新が困難なトイレについては、廃止・解体を中心に検討するが利用が多いものに
ついては仮設トイレへの変更等を検討する。
その他：老朽化の著しいもの、利用度の低いものについて必要性を中心に検討。

期待される効果

現状・課題

改革の
ポイント

施設の能力を最大限に発揮する管理方法の検討。

効果額（千円）
（下段：実績）
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【支部長意見】

【支部長意見】

１年間の成果と課題 年間の取組総括 方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性 　新規施設の整備は実施されるものの、施設削減に
向けた動きは鈍いままである。
　今後、長中期的な整備計画を策定するとともに、主
要観光拠点施設を中心に来訪者が島内周遊するこ
とを想定し、観光ルートと融合した施設整備方針の
策定が必要と思われる。

③継続（未達）

1
管理体制を見直す施
設

　五和海洋レジャーセンターについては、用地賃借契約更
新の過程で地権者の用地返還要望を受けたため、今後解
体に向けた協議が加速する見込みとなった。

　指定管理施設も含め、老朽化した施設が点在して
おり、管理体制そのものが問われている施設が今後
急増する見込みであるため、整備指針や基準との整
備が必要と思われる。

③継続（未
達）

2 観光トイレ

　轟公園トイレは整備完了したが、妙見ヶ浦のトイレは国立
公園との協議に不測の時間を要したため、繰り越すことと
なった。また、大江天主堂のトイレ設置についても、用地取
得に向け、地権者に内諾を頂いたことから、事業を繰り越し
て実施することとなった。

　観光地の新規トイレ整備を行うのではなく、観光
ルート的な考えを基に、主要道路沿いのトイレ整備
計画を策定し、計画に基づいた適正な施設数におい
て整備・管理を実施していく必要がある。

③継続（未
達）

3 その他施設

　各施設の管理状況の把握に努めた結果、データが集積さ
れつつあるため、今後データの分類を実施し、今後の管理
体制構築に役立てたい。

　管理を見直す施設と同様に一定の指針・基準に
則った管理、整備体制が望まれる。 ③継続（未

達）

　利用度の低い施設で老朽化の著しい施設をピック
アップし、廃止又は整備の方針を決めていく必要が
ある。 ②計画より

遅い

　観光施設については、老朽化している施設が多く、
効率的な管理と総保有量の縮小に取り組んでいる
が、地域との調整を要する施設も多く、計画どおりに
進んでいないのが現状である。今後は長寿命化計画
の策定を含め、長期・中期・短期的な目標を定めて
取り組んでいく必要がある。

　轟公園トイレ、妙見浦トイレについては、予算を確
保しており、現在整備に向けて業務を進めている。施
設見直しのための現状把握については、他の業務と
の調整がとれず出来ていない状況である。今後、施
設の廃止が可能な施設を重点に把握して、そうした
場合の地元調整などのどのような調整が必要かを含
めて検討していきたい。

3 その他施設

　現状把握中

4

　市長マニフェストに基づく道の駅整備や観光ルート上に
あるトイレ等の新設、改修を優先しているため、施設管理
の見直しにはマンパワー的にも手を付けれない状況であ
る。施設の廃止については地元との調整が欠かせないこ
とから、施設所在の支所との連携、協力により進める必
要がある。世界遺産登録を契機に市内観光施設を周遊さ
せ、経済活性化を図っていく必要があり、観光政策との整
合性を取った施設整備方針の策定が急務である。

4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

②計画より遅
い

1
管理体制を見直す施
設

　産島バンガロー、五和海洋レジャーセンターについては、
本年度の利用状況を確認した。

　現状把握に努め管理体制の見直しの方針を決定
する。 ③計画どお

り進行

2 観光トイレ

　老朽化により本年度整備を計画しているトイレ（轟公園ト
イレ、妙見浦トイレ）については、現在整備工事発注のため
の準備を進めている。

　大江トイレについては、現在もまだ用地が確保でき
ていないため、用地の確保に努める。その他につい
ては、全体のトイレ整備計画を検討していく。

②計画より
遅い
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プランの進捗

プランの内容

所管支部 建設部 所管課・係 建設総務課市営住宅係 関連部署 建築課、各支所 継続(未達) 継続(完了) 継続(完了)

天草市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した住宅の用途廃止を推進し、市営住宅の集約化を図る。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度

プランNo. １－②－１０

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 市営住宅改修コストの縮減
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

２９年度 ３０年度

2 老朽化住宅の用途廃止 実施 → → →

1 公営住宅の改修等 実施 → → →

4現状・課題

市営住宅４６６棟１８９１戸を管理しているが、耐用年数を経過した住宅が全体の２０％あり、老朽化や住宅需要
等を考慮しながら計画的な用途廃止及び改修等が必要となっている。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 用途廃止住宅の進捗率 36% 45% 55% 66%

18% 23% 34%

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

住宅の集約化を図ることによる将来的な改修コスト及び管理運営に係る経費の縮減が期待できる。 効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

適正かつ効率的な市営住宅の維持管理を行うため、老朽化住宅については用途廃止
を進めるとともに、できる限りの住宅の集約化を図る必要がある。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
公営住宅の改
修等

計画

改修工事予定住
宅建築課に委託
繰越分改修工事
着工

社会交付金申請 予定改修工事契
約

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
改修工事予定住
宅建築課に委託

社会交付金申
請書提出

国からの通達に
よりアスベスト調
査及び予定改
修工事の検討

アスベスト調査
委託補正予算
要求及び事業
繰越の検討

改修工事着工
繰越分改修工事
完了

外壁等アスベス
ト調査委託補正
及び事業繰越

アスベスト調査
委託依頼

アスベスト調査
開始

アスベスト調査
結果報告

改修工事完了

本年度は旧年度から
の繰越し改修工事も
予定されており工事
件数が例年よりも多
いことから、計画どお
りに実施できるよう進
行管理に努める。

一般住宅に係る
解体住宅の議
会上程　4棟4戸

本年度 9棟24
戸の用途廃止

解体着工本年度解体住宅
の決定

解体工事の発注

実績

解体可能住宅毎
月支所からの報
告

解体住宅の選
考

赤崎影平団地
一部解体計画
及び説明

解体工事の発
注等

計画

解体可能住宅毎
月支所からの報
告

3

計画

2
老朽化住宅の
用途廃止

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

方向性

②継続（完了）

1 公営住宅の改修等

平成28年度より繰り越した３団地については予定通り完了
したが、国からのアスベスト含有の調査の推進により、本年
度予定の改修工事をすべて繰越を行うことになった。アスベ
スト調査により３１棟の団地で含有していることが判明した。

見直しした長寿命化計画に基づき、計画的に必要な
改修等を実施する必要がある。また、アスベスト含有
調査により含有している団地が３１棟判明したので、
外壁改修費の増加が見込まれる。

②継続（完
了）

2
老朽化住宅の用途
廃止

老朽化が著しかった住宅について本年度解体を実施するこ
とができた。また、老朽化した一般住宅については、議会へ
の上程など２月に手続を行い普通財産への移管を行った。

今後も継続して老朽化住宅については用途廃止を推
進していく必要がある。 ②継続（完

了）

3

4

年間の取組総括

②計画より
遅い

2
老朽化住宅の用途
廃止

新有明小学校の通学路に位置する赤崎影平団地の一部解
体については用途廃止し、解体を行う。また、市営一般住
宅については２月議会の議決を行った後、解体及び譲渡す
る予定としている。

予算の執行残等を確認しながら、用途廃止可能な住
宅について今後も解体・譲渡等を行っていく。 ③計画どお

り進行

3

　改修工事については、国からの通達により団地外
壁のアスベスト調査を実施することになり、予定して
いた改修工事をすべて翌年度へ繰越をする必要と
なった。
　今後は、アスベスト調査の結果、改修工事や解体
などアスベスト飛散防止対策を取る必要が出てきた
ため、改修等コスト増による予算措置が必要となって
くると考える。

公営住宅の改修時等は、アスベスト調査の結果を踏
まえ、必要な措置を行うこと。また、用途廃止は、長
寿命化計画に基づき、計画的に進めること。
老朽化が著しく、解体予定である住宅については、入
居者の安全確保、管理費縮減の両面から優遇措置
を検討したうえで、転居を進め用途廃止を推進するこ
と。

実施項目 １年間の成果 今後の課題

公営住宅の改修については、大気汚染防止法を踏ま
えアスベスト含有調査を実施し工事等を行うこと。
用途廃止を予定している住宅については、積極的に
転居を進め、廃止を推進すべきであるが、生活の場
であり難しい面もある。

4

１年間の成果と課題 方向性

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

②計画より遅
い

1 公営住宅の改修等

今年度の改修工事については、国及び県からの通達によ
り、外壁塗膜のアスベスト含有確認について適切な措置を
講じる必要があるとされたため、アスベストの調査を実施し
た後に施工するとして計画の変更を行う。

アスベスト調査や改修工事については、建築課と連
携をとりながら繰越を踏まえて工事等を進める。

用途廃止は予算の執行及び議会の議決手続を踏ま
えて実施し、改修工事はアスベスト調査を実施後、今
後の進捗管理が必要となる。
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プランの進捗

プランNo. １－②－１１

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 施設の長寿命化対策事業の実施
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 水道局 所管課・係 下水道課施設管理係、施設整備係 関連部署 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

公共（本渡）及び漁集（本郷）など施設整備後30年以上を経過した施設の更新事業を計画的に実施し、施設の長
寿命化を図る。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 今釜新町ポンプ場
雨水ポンプの機械
・電気設備改築

雨水ポンプの機械
・電気設備改築

沈砂池の機械・電気
設備改築

沈砂池の機械・電気
設備改築

1 本渡浄化センター
汚泥処理施設の実施設計
水処理・汚泥処理の機械・

電気の改築

水処理・汚泥処理
の機械・電気の

改築

4
佐伊津地区漁業集落排水施
設

自家発電施設新設 高度処理水槽築造
高度処理水槽
機械電気新築現状・課題

現状として、本渡処理区は供用開始から36年が経過し、本渡浄化センターの各設備は、耐用年数を大きく経過し
ており、経年劣化や発錆・腐食・汚損等が顕著である。また、本郷処理区は供用開始から30年が経し、集落排水
施設の各施設も、耐用年数を大きく経過しており、経年劣化や発錆・腐食・汚損等が顕著である。
課題として、各施設ごとに長寿命化計画を策定し、年次事業計画に基づき事業を実施する。

3 本郷地区漁業集落排水施設 終末処理場の改築 管渠施設の改築

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 事業の進捗率 29% 33% 50% 68%

23% 29% 41%

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

372,000千円 612,700千円 619,900千円

332,400千円 195,600千円 397,400千円
期待される効果

本渡浄化センターを新たに建設した場合62億6千万円が見込まれ、長寿命化による更新を行った場合22億4千
万となり新規建設費の36％で汚水処理機能を約20年延命することが出来る見込みである。
また、本郷地区漁業排水処理施設は新規に建設した場合6億5千万円が見込まれ、長寿命化による更新を行っ
た場合3億7千万円となり新規建設費の57％で汚水処理機能を約20年延命することが出来る見込みである。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 事業費 378,100千円

改革の
ポイント

新規に建設した費用の38％で汚水処理の機能が回復し20年間安定処理可能。
新規建設及び長寿命化による更新の双方とも20年後は機械・電気設備等の改修が必
要である。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
本渡浄化セン
ター

計画
下水道事業団協
議

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

下団委託契約締
結

出来高完工
本渡浄化センター及
び今釜新町ポンプ場
の改築更新について
はH29～H30年度の
債務負担で機械電気
設備に関しては下水
道事業団による委託
となっるため、事業に
遅れが生じないよう
精鋭努力する。
また、佐伊津漁集に
ついては本市発注に
よる高度処理水槽の
築造工事を予定して
おり、年度内の完工
に向けて作業を実施
する。

年度内工事委
託開始

下団委託契約締結
2年債務負担

下団入札 債務負担工事継続
年度分出来高完工

出来高完工

工事完了 県確認検査

指名審査委員会
入札

実績

下水道事業団協
議

指名審査委員会説
明
2年債務に係る一括
設計審査協議開始

下団協定額資金
不足による協議

下団委託契約締
結

年度内工事委
託開始

計画
下水道事業団協
議

3
本郷地区漁業
集落排水施設

計画

2年債務に係る変更
一括設計審査協議

2
今釜新町ポン
プ場

実績

工事着手 債務負担工事継
続
出来高完工

4
佐伊津地区漁
業集落排水施
設

実績

事業費内示不足
による事業内容
の検討

設計書の見直し
検討

議会債務負担の
提出

議会承認

入札 工事着手計画 発注準備

今釜新町P場の事業に含むことから実施無し

事業の完了
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中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

本渡浄化センター

本渡浄化センターの事業に関しては今釜新町ポンプ場の事
業内に含めた工事の為実施なし

無し

①未着手

　今釜新町ポンプ場における下水道事業団建設工事委託
については事業費増加の要因を精査し、改めて整備局の
一括審査変更を承認して頂く手続きを行っている。2年間の
債務であることから工事に遅れが生じた分を平成30年度
の事業進捗を確認しながら30年度の工事完成を目指す。
　佐伊津漁業集落排水処理施設については、補助金の内
示不足や工事の分割発注が出来ないことから2年間の債
務負担工事となり、今後受注した業者と工程等を十分精査
し30年度内の工事完了を目指す。2 今釜新町ポンプ場

8月に向けて事業団協定を進めていたか、協定に向けた準
備に際し改めて機器の見積を徴収したところ、計画していた
協定額では事業費が不足するため、協定額の見直しを行っ
たことから進捗が遅れた状況となっている。

下水道事業団及び県と協議し、事業進捗の遅れを回
復するための対策を検討する必要がある。 ②計画より

遅い

本郷地区漁業集落
排水施設

事業完工の為、実施なし 無し

⑤完了
　平成29年度の諸事情等で工事に遅れが生じている
分、今後の協議や工程等の調整を十分図り、年度内
の出来高と30年度の工事完了を実現するよう努力す
ること。

4
佐伊津地区漁業集
落排水施設

要望していた補助金の内示が不足し、年度内に完工できる
事業を検討したが工事を分割することは困難となった。この
ことから事業全たーを2年間の債務負担工事とし議会の承
認を受け3ヶ月間の進捗の遅れが生じている。

事業進捗の遅れを回復するための対策を検討する
必要がある。 ②計画より

遅い

年間の取組総括 方向性

②計画より遅
い

1

②継続（完了）

1 本渡浄化センター

無し 国土交通省の方針により現在の長寿命化計画がス
トックマネジメント計画に移行となる。今後平成31年
度より本渡浄化センターの汚泥処理改修事業を実施
予定であるが、近年国庫補助金の内示額不足が生じ
ており事業に遅れが生じることが予想される。

③継続（未
達）

2 今釜新町ポンプ場

下水道事業団との協定締結を実施することは出来た。国と
の協議等に時間を要したことから、事業計画に遅れが生じ
ている。

事業進捗を確認しながら、事業団との連携を密にし、
事業計画に遅れが生じないよう心掛けなければなら
ない。

②継続（完
了）

3
本郷地区漁業集落
排水施設

無し 無し

①完了
今釜新町ポンプ場及び佐伊津浄化センターにおける
補助事業は債務負担工事となっており、30年度末ま
でに計画通りの工事完了を実施を図りたい。

4

国庫補助金の内示不足等のよる事業実施の遅れが
生じているが、年度内に下水道事業団協定や工事発
注を実施できたことから平成30年度に予定されてい
る事業の完工を目指す。

3

佐伊津地区漁業集
落排水施設

国庫補助金の内示不足により、単年度発注工事から2年間
の債務負担工事に変更したことにより、工事発注に遅れが
生じたが、幸いにも発注された工事進捗は順調に進んでい
る。

平成30年度は高度処理における機械及び電気設備
の発注を予定しているが、補助金の内示額により、単
年度工事若しくは債務負担工事となるため、状況に
応じた発注が必要となる。

②継続（完
了）

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

プランNo. １－②－１２

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 学校給食施設の統廃合
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 教育部 所管課・係 学校給食課管理係 関連部署 教育総務課、学校教育課 継続(未達) 継続(未達) 継続(未達)

プランの内容

・学校給食基本計画に基づき、給食施設の老朽化に伴い、施設の整備とともに学校給食施設の統廃合を実施す
る。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 河浦・天草センター (準備・検討) (準備・検討) (準備・検討)

1 栖本・倉岳センター 統合実施 → → →

4 計画の見直し 検討 検討・決定現状・課題

・学校給食センターの大半は、建築後30年以上を経過しており、老朽化が進んでいる。それと共に厨房機器の更
新や修繕の経費もかさんでおり、給食センターの統廃合と施設の整備を計画的に図る必要がある。

3 本渡・新和センター (準備・検討)

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 学校給食センター数 8 8 7 6

25年度：9施設 8 8 8

(準備・検討) (準備・検討)

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

5,000 10,000 15,000

5,000 5,000 5,000
期待される効果

・少子高齢化による児童・生徒数の減少により、給食センターで作る給食数が減っているので、給食施設の統廃
合により、整備費や人件費のコスト削減が図れる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 施設の管理経費削減額 5,000

改革の
ポイント

施設の統廃合により、効率的な整備、人件費の削減で安全・安心な給食を目指す。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
栖本・倉岳セン
ター

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

本渡学校給食セン
ターの建設用地の選
定が重要である。

実績
ＰＴＡ･区長会
に説明

計画

3
本渡・新和セン
ター

計画 建設用地検討

2
河浦・天草セン
ター

実績
建設･教育部
打合せ、熊本
西税務署協議

本渡学校給食
センター建設
基本計画を作
成

4 計画の見直し

実績
教育委員会に
て決定

全員協議会で
説明

計画
全員協議会説
明

教育委員会に
て決定

58



【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

栖本・倉岳センター

特になし 特になし

⑤完了

第２次天草市学校給食基本計画において、第１次基
本計画の一部見直しを行い、変更部分の理解を得る
ため、地元ＰＴＡの役員、区長会に説明を行った。そし
て教育委員会で第２次天草市学校給食基本計画を
決定してもらい、市議会全員協議会にて説明を行っ
た。第２次基本計画については、計画よりも若干決定
が遅れたが、計画の実施に向けては特に問題はな
い。

2 河浦・天草センター

第２次天草市学校給食基本計画において、河浦･天草セン
ターの統合について、河浦センターを牛深センターに統合
するという見直しを行った。ＰＴＡや地元の区長会にも説明
し、理解を得た。

特になし

③計画どお
り進行

本渡・新和センター

第２次天草市学校給食基本計画において、統合時期を新
本渡学校給食センター建築後、平成３２年８月と予定した。

新本渡学校給食センター建設に向けた候補地の確
定と基本設計･実施設計の委託を行う。 ③計画どお

り進行
第２次天草市学校給食基本計画を策定したので、こ
の計画に基づき、本渡学校給食センターの建設や統
合について進めていく必要がある。

4 計画の見直し

第２次天草市学校給食基本計画について教育委員会にお
いて決定した。

特になし

②計画より
遅い

年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

③継続（未達）

1 栖本・倉岳センター

特になし 特になし

①完了

2 河浦・天草センター

第２次天草市学校給食基本計画において、河浦･天草セン
ターの統合について、河浦センターを牛深センターに統合
するという見直しを行った。ＰＴＡや地元の区長会にも説明
し、理解を得た。

特になし

③継続（未
達）

3 本渡・新和センター

第２次天草市学校給食基本計画において、統合時期を新
本渡学校給食センター建築後、平成３２年８月と予定した。
その後、本渡学校給食センター建設基本計画を作成。

建設計画に向けた用地の確保。

③継続（未
達）

河浦学校給食センターと牛深学校給食センターの統
合の変更も含め、第２次天草市学校給食基本計画を
決定することができた。

4

第２次天草市学校給食基本計画を策定し、教育委員
会で承認後、全員協議会に報告した。河浦･天草学
校給食センターの統合を河浦･牛深学校給食セン
ターの統合に見直し、変更することができた。本渡･
新和学校給食センターの統合については、本渡学校
給食センターの建設が第一なので、用地の確保が課
題である。

3

計画の見直し

第２次天草市学校給食基本計画について教育委員会にお
いて決定した。

特になし

①完了

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

プランNo. １－②－１３

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ② 市有財産の利活用、整理・統廃合、再配置 プラン名 社会教育施設の在り方の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 教育部 所管課・係 生涯学習課・生涯学習推進係 関連部署
各該当支所・まちづくり支援課・スポーツ振興課・
行財政改革推進課、男女共同参画、健康増進課

継続(完了) 継続(完了) 継続(未達)

プランの内容

社会教育施設の在り方（管理形態・所管替え等）の見直しを行う。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2
該当支所及び関係機関、団体
等との協議調整

方針協議・策定
方針協議・策定
方針の実施

→ →

1 在り方の見直し（部課内） 方針協議・策定 方針の実施 → →

4現状・課題

・町民センター(5)、ふれあいセンター(8)、交流センター(2)、生涯学習センター(1)、勤労青少年ホーム(1)、本渡地
区公民館(1)、図書館(4)
・コミュニティセンターとしてまちづくり支援課が所管している施設6（●町民セ　御所浦・天草　　●ふれあい　くた
ま・ふかみ・横浦・あこう　　●予算措置は平成27年度から一本化）
・名称がわかりにくい施設2（五和、横浦）
・本渡地域公共施設建設に伴い、本渡地区公民館、勤労青少年ホームの在り方も検討中

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 見直しの進捗率 20% 40% 70% 80%

40% 70% 70%

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

現在、地区コミュニティセンターと併設している施設の条例廃止や所管替え、市民にわかりやすい施設名称への
見直しを行うなど、担当部署及び管理形態を明確化することで市民サービスの向上につながる。併せて、施設
の統合や管理形態の見直しにより事務効率化や財政健全化につながる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

限られた財源での効果的・効率的なサービスを実現。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
在り方の見直
し（部課内）

計画
図書館業務の
見直し検討

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
図書館業務の
見直し検討

方針案作成中

方針案作成
（部課内） 平成32年4月の複合施

設供用開始に向け、図
書館業務の見直しを行
い、業務の効率化を図
りたい。このため、今年
度は、関係機関との協
議、調整を行い、部課
内の方針案を作成す
る。

実績
関係機関との
協議、調整

計画
関係機関との
協議、調整

3

計画

2

該当支所及び
関係機関、団
体等との協議
調整

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

③継続（未達）

1
在り方の見直し（部
課内）

課内で業務の見直し案について検討を行っているが、案作
成には至らなかった。

課の方針案を作成し、部内での協議を行う必要があ
る。 ③継続（未

達）

2
該当支所及び関係
機関、団体等との協
議調整

総務課及び政策企画課と意見交換を行った。 更に関係機関及との協議調整を行う必要がある。

③継続（未
達）

3 0
方針案作成には、関係機関とも協議調整を進めなが
ら、部課の案を作成する必要がある。

③計画どお
り進行

2
該当支所及び関係
機関、団体等との協
議調整

総務課及び政策企画課と意見交換を行った。 課内での検討を進めるとともに、関係機関及との協
議を行う。 ③計画どお

り進行

3
課内で業務の見直しについて検討を行っているが、
今後は、部内での協議を進めていく必要がある。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

方針案作成までには至らなかった。今後、関係機関
とも協議調整を進めながら、部課内での方針案作成
を行う。

天草市複合施設建設の協議と合わせ、課内で業務
の見直しについて検討を行っているが、今後は具体
的な内容について、関係機関とも協議を行う必要が
ある。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
在り方の見直し（部
課内）

天草市複合施設の基本設計、実施設計に対する協議と合
わせ、課内で業務の見直しについて検討を行っている。

課内での検討を進めるとともに、関係機関及び部内
での協議を行う。
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プランの進捗

4

実績

計画

3 基準の見直し

計画

2
見直し基準に
基づいた見直
し

実績

結論

結論

実績

計画

プランが目指す目的
や効果については、
他の行政システムで
改善可能な部分もで
きてきている。今後
はイベントの現状の
再確認、課題の整理
を行い、プランとして
取り組む必要がある
のかも含めて再検討
が必要である。
※他の行政システム
・実施計画（政策目
的に沿った事業の効
率的・効果的な実施）
・補助金・負担金の
見直し(イベントを含
めた補助金の適正
化)
・アウトソーシング推
進指針、推進計画
（市の関与）
・年間行事調整表(実
施時期の調整)

予算要求・実
リングに併せ

施計画のヒア
た課題整理

プランとして取
り組む必要が
あるか再検討

平成29年度当初予算要求資料及び平成30年度当初予算要求資料等によりイベントの
運営形態や市職員の関わり方等について調査を実施

プランとして取
り組む必要が
あるか再検討

改革の
ポイント

職員数が減少してく中で、対応が可能となるように統一的な基準を策定する。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
イベントの見直
し基準の作成

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

実施

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・イベントを整理することによりイベントの内容充実や資源（人、物、金など）の集中が図られる。
・選択と集中により、イベントのレベルアップが図られ、より多くの集客が期待できる。
・地域主体で取り組むことにより、地域力の強化と活性化が図られる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

現状・課題

・これまでも個別に調整は行われているものの、イベントの運営方法や他地域との調整など、具体的な見直しに
は至っていない。
・旧市町からの継続して実施されているイベントも多く、真に必要なイベントであるか必要性を再考する必要があ
る。
・市として行うもの、地域で行うものの区別が曖昧になっており、職員としての関わり方も見直す必要がある。

3 基準の見直し

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

プランの内容

市内各所で実施されているイベントについて、必要性を再検討し効率的、効果的な実施に向けて、職員の関わり
方を中心に調整を行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 見直し基準に基づいた見直し 実施

1 イベントの見直し基準の作成 実施

4

所管支部 総合政策部 所管課・係 政策企画課行財政改革推進係 関連部署 全課 継続（未達） 継続（未達） 完了

プランNo. １－③－１

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ③ 選択と集中による行政サービス、事務事業の再構築 プラン名 イベント等への行政の関わり方の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

62



【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
イベントの見直し基
準の作成

平成29年度当初予算要求資料等によりイベントの実施状況
や運営形態について調査を実施した。

実施計画ヒアリングにおいて課題等を整理しプランと
して取り組む必要があるかも含め検討する必要があ
る。

市内各地で開催されているイベントは多種多様であ
り、統一的な基準を設けるよりも、行政評価により
個々に見直しを検討することが最善の方策と考える。

③計画どお
り進行

2
見直し基準に基づい
た見直し

3 基準の見直し
イベントについては、その内容や運営形態、地域性な
ど様々であり、個別に対応していくことも一つの方策
と考える。まずは、個々のイベントの状況などを把握
し、必要性から検討しなければならない。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

これまでの取り組みにおいて、イベントの実施主体が
地区振興会、地域団体又は商工会等に移行または
段階的に移行してきており、地域主体でのイベント実
施が進んでいる。このことから、イベントの見直しに関
しては、基準を設け見直しを行うのではなく行政評価
にもとづき見直しを進めることとする。

＊アクションプランとしての取り組みは終了

平成29年度当初予算要求資料等によりイベントの実
施状況や運営形態について調査を実施した。

＊予算ヒアリング等において個々のイベントの見直し
は行われている。
（例）トライアスロン大会補助金など

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

①完了

1
イベントの見直し基
準の作成

これまでの取り組みにおいて、イベントの実施主体が地区
振興会、地域団体又は商工会等に移行または段階的に移
行してきており、地域主体でのイベント実施が進んでいる。
このことから、イベントの見直しに関しては、基準を設け見
直しを行うのではなく行政評価にもとづき見直しを進めるこ
ととする。

イベントの見直しは一定の基準により見直すことがで
きないことから、行政評価に基づきイベントごとの見
直しを進める必要がある。

①完了

2
見直し基準に基づい
た見直し

3 基準の見直し
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プランの進捗

4

実績

計画

提言（行革審）を参考に平成30
年度天草市補助金等交付要
綱（案）別表の整理

3 基準の見直し

計画

2
基準に基づい
た補助金の見
直し

実績

実績

計画

8月までに補助金・負
担金見直し方針を策
定し10月の予算編成
方針等に併せて職員
への説明を行う。
11月、実施計画ヒア
リングを実施。この中
で見直し方針の運用
状況等を確認し課題
等を整理する。

職員説明
実施計画ヒア
リング

今年度の
重点取組み、課題等

１０月

1
統一基準の策
定

計画
・補助金等調査
・方針（案）策定
作業

・方針（案）策定
・筆頭課長会議

部長調整会議
市長・副市長
へ説明

８月 ９月

平成29年度当初予算要求資
料等をもちい素案の実効性確
認並びに見直しの範囲及び種
類を絞り込む作業を実施

１１月 １２月 １月

実績 ・課内検討 ・課内検討 ・財政課意見聴取
・今後の進め方に
ついて検討

行財政改革推
進本部

実施計画ヒアリングと併せて補助金・負担金の
ヒアリングを実施。

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・補助率や補助基準を統一した「補助金交付基準」を策定し、運用することにより補助の透明化と経費削減が図
られる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

補助金交付基準の統一及び明確化により、公平・公正で効率的な制度運用を図る。

２月 ３月

現状・課題

・行革審議会からの提言では「単独補助における補助率2分の１以内」となっており、予算編成時に取り組んでい
るものの未だクリアできていない補助金がある。
・補助期間を設定している補助金についても期間を越えて交付されているものがある。
・補助金については、団体補助・事業補助など補助金の性質に応じた補助の基準を明確にし基準に応じた運用
を行うことが必要である。

3 基準の見直し

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 補助費等決算額 5,530,000 5,547,000

8月確定

実施

財政健全化計画算定額以内

プランの内容

行革審議会からの提言を基に、人件費・事業費補助等、性質に応じた今後の補助対象・補助率の基準、統廃合
の進め方の基準など「補助金交付基準」を策定し、基準に応じた見直しを行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2
基準に基づいた補助金の見直
し

一部実施 →

1 統一基準の策定 実施 案の策定 見直し・実施

4

所管支部 総合政策部 所管課・係 政策企画課行財政改革推進係 関連部署 財政課、補助金・負担金のある全課 継続（未達） 継続（未達） 継続（未達）

プランNo. １－③－２

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ③ 選択と集中による行政サービス、事務事業の再構築 プラン名 補助金・負担金の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

実施計画ヒアリングと併せて補助金・負担金のヒア
リングを実施。素案の実効性は確認、終期の設定
等を行った。
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【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

②計画より遅
い

1 統一基準の策定

素案を策定し課内で検討を行ったが、更なる補助金等の分
析を行うこととした。平成29年度当初予算要求資料等をもち
い素案の実効性確認並びに見直しの範囲及び種類を絞り
込む作業を進めた。

平成30年度実施計画ヒアリングを踏まえ年度末まで
に案の策定を行う必要がある。 ②計画より

遅い

2
基準に基づいた補助
金の見直し

（平成29年度計画なし）

3 基準の見直し

（平成29年度計画なし）
補助金負担金の見直しについては、素案までは作成
しているが、各種団体等に多大な影響を与えるため、
実施時期、見直しの範囲など慎重に進める必要があ
る。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

平成30年度実施計画ヒアリングと併せて補助金・負
担金のヒアリング等を実施し以下の成果が得られ
た。
●素案の実効性を確認した。
●全ての補助金・負担金に終期の設定を行った。
●提言（行革審）を参考に天草市補助金等交付要綱
別表（以下「別表」という。）に「補助対象経費」を記載
する規定を加え、平成30年度から適用することとし
た。
●補助金交付の適正化を図る観点から、別表中、原
則として税の納付状況により交付制限を設ける規定
を加えることとした。
なお、今後、素案の内容を精査し成案を作成すること
とする。

終期の設定や補助対象経費の明記など進捗はして
いる。補助率や補助基準を統一した「交付基準」の策
定については、慎重に進める必要がある。

【支部長意見】

素案を策定し課内で検討を行ったが、更なる補助金
等の分析を行うこととした。平成29年度当初予算要
求資料等をもちい素案の実効性確認並びに見直しの
範囲及び種類を絞り込む作業を進めた。

＊予算編成方針に行革審議会からの提言「補助金・
負担金交付基準（案）」を盛り込み補助金・負担金の
見直しを進めている。

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

③継続（未達）

1 統一基準の策定

平成30年度実施計画ヒアリングと併せて補助金・負担
金のヒアリング等を実施し以下の成果が得られた。
●素案の実効性を確認した。
●全ての補助金・負担金に終期の設定を行った。
●提言（行革審）を参考に天草市補助金等交付要綱別表
（以下「別表」という。）に「補助対象経費」を記載
する規定を加え、平成30年度から適用することとし
た。
●補助金交付の適正化を図る観点から、別表中、原則と
して税の納付状況により交付制限を設ける規定を加え
ることとした。

ヒアリングの結果、素案の実効性は確認できた。今
後、素案の内容を精査し成案を作成する必要があ
る。

③継続（未
達）

2
基準に基づいた補助
金の見直し

3 基準の見直し
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プランの進捗

平成２７年度１０月に
策定したトータルシ
ステム化指針に基づ
き、これまで行政シ
ステムの連動化を図
るとともに、評価につ
いても政策・施策計
画におけるマネジメ
ントシートを策定し、
業務改善に努めてき
た。
今後も同マネジメン
トシートの策定を機
に、事業内容、事業
効果などを精査し、
真に必要な事業を選
択することで、事業
のスクラップ＆ビルド
をはかる。

プランの内容

所管支部 総合政策部 所管課・係 政策企画課企画調整係 関連部署 全課 継続（完了）

全ての事務事業について、事業内容、事業効果などを精査し、真に必要な事業を選択して集中的に実施する。
（補助金・負担金及びイベントについては別に実施） ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度

4

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ２月

継続（完了） 継続（完了）

プランNo. １－③－３

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ③ 選択と集中による行政サービス、事務事業の再構築 プラン名 全事務事業のゼロベースでの見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

２８年度 ２９年度 ３０年度

2
方針に基づいた実施計画の
策定

実施 → → →

1 実施計画策定方針の作成 実施 必要に応じて見直し → →

現状・課題

普通交付税の合併算定替期間が終了する平成33年度には約37億円の減額となり、財政状況はより一層厳しさ
を増すことが予想されている。このため、今の段階から財政健全化に取り組む必要があり、経営的視点に立っ
た行政運営により選択と集中による事務事業の見直しが必要となっている。

3 事業の検証・見直し 実施

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 事務事業数 1,014 989 964 939

870 829 794

→ →

平成26年度：1,039事業

期待される効果

・ゼロベースで見直すことにより、真に必要な事業を選択し、集中的に実施することができる。
・似通った事業や統合して行った方が効率的に進めることができる事業など、事業の統廃合を行うことにより事
業数の縮減が図られ、事務の効率化が図られる。
・事業の選択と集中により、予算の縮減が図られる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

選択と集中によるすべての事務事業の見直しによる財政健全化

2
方針に基づい
た実施計画の
策定

計画

８月 ９月

実績 職員説明会実施

1
実施計画策定
方針の作成

計画 見直しの検討

ヒアリング（予算と
併せて実施）

査定額通知（予算
と併せて実施）

査定額通知（予算
と併せて実施）

公表
職員説明会
予算と併せて実
施計画を策定

ヒアリング（予算と
併せて実施）

実施計画の策定

査定額通知（予算
と併せて実施）

査定額通知（予算
と併せて実施）

経営方針の決定
職員説明会
実施計画作成

ヒアリング（スク
ラップ＆ビルドの
検証）

実施計画の策定
ヒアリング（スク
ラップ＆ビルドの
検証）

3
事業の検証・
見直し

実績
各部局・部門によ
る実績入力・評価

各部局による政
策・施策計画の評
価（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄシー
ト）

7月18日
総合政策審議会

経営方針の決定
職員説明会実施

※総合政策審議
会

計画
各部局・部門によ
る実績入力・評価

各部局による政
策・施策計画の評
価（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄシー
ト）

計画

今年度の
重点取組み、課題等

職員説明会

実績

１０月 １１月 １２月 １月

実績 見直しの検討
経営方針の決定
策定要領の決定
職員説明会実施

経営方針の決定
策定方針の決定

３月

66



【支部長意見】

【支部長意見】

事業の検証・見直し

事業の検証・見直しについては、3月から6月までに進捗状
況を把握するとともに内部評価を実施。環境指標が悪化
又は前期目標値が達成困難と見られるものは、7月に外部
評価を実施した。

年間の取組総括

　本年度より、実施計画及び予算編成の策定を併せ
て実施することとし、併せてそのアシストを行う新シ
ステムを導入し、稼働することが出来た。
　また、実施計画の策定においても、職員説明会を
開催し、職員へ策定ノウハウの周知を図ると共に、
その後において実施したヒアリングを通して、経営方
針との整合性、スクラップ＆ビルドの進捗管理を
行った。

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
実施計画策定方針
の作成

　実施計画策定方針については、平成27年8月に策定。
　特に変更する点も無く、本年度もこの方針に基づき、実
施計画策定要領を定め、実施計画の策定に取り組んだ。

　トータル・システム化に取り組む中、ＰＤＣＡを回す
中で、必要に応じて見直しを行うことが求められる。

②継続（完
了）

2
方針に基づいた実施
計画の策定

　行政評価に基づき、経営方針を策定。
　本方針に基づき、実施計画を策定するよう職員説明会を
実施し、その後の確認のためヒアリングを実施した。

　今後も職員説明会を実施し、計画策定を求めてい
くが、方針に沿った計画となっているか、またスク
ラップ＆ビルドが進められているか、そこの確認を行
うヒアリングのやり方等を工夫していく必要がある。

②継続（完
了）

3

　トータルシステム指針に基づくＰＤＣＡを回すことに
職員も慣れてきたようで、事業評価の質が向上して
きている。今後も評価を行う中で、事業の検証見直
しが進められているか、ヒアリングのやり方等を工夫
する必要がある。

②継続（完
了）

トータルシステム化を進めていく中で、事業評価によ
るりスクラップ＆ビルドの意識は浸透してきたと考え
る。
今後、このプランを定着させることが、市の重要施策
を進めていく中で大きなポイントとなる。

③計画どお
り進行

2
方針に基づいた実施
計画の策定

　実施計画の策定については、本年度より予算編成と併
せて策定している。

　9月26日より3日間で合計6回、実施計画及び予算
編成に関する職員説明会の開催と併せて本年10月
より稼働する新財務会計システム操作研修会を実
施し、現在、実施計画の策定に取り組んでいる。

③計画どお
り進行

3 事業の検証・見直し

事業の検証・見直しについては、3月から6月までに進捗状
況を把握するとともに内部評価を実施。環境指標が悪化
又は前期目標値が達成困難と見られるものは、7月に外部
評価を実施した。

　実施計画のヒアリングを通して、事業の検証、見直
しに取り組む。 ③計画どお

り進行
本プランについては、計画どおりに進捗しており、現
在の方向でサイクルが機能していくことが重要と考
える。今後、内部評価及び外部評価の結果を、どの
ように事業の見直しにつなげるかが課題。

4

１年間の成果と課題

4

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
実施計画策定方針
の作成

　実施計画策定方針については、平成27年8月に策定し、
毎年度、方針に基づき実施計画策定要領を定め、事業を
推進している。

　本年度より実施計画と予算編成を併せて実施して
おり、実施計画策定方針と予算編成方針の統合も
含めて見直しの必要性について検討を行う。

　本年度より、実施計画及び予算編成の策定を併せ
て実施することとし、現時点まで、当初に予定したと
おり進行している。
　今後は、実施計画のヒアリングを通して、内部評価
及び外部評価を踏まえた事業の見直しについて推
進をはかる。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗
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プランの進捗

10/24 部会開催
各専門部会開催

11/7 総合政策審
議会

1/31 部会開催 各専門部会開催
3/28 部会開催
3/29 各専門部会
開催

4
審議会等の統
廃合

実績
5/18 部会開催
5/19 部会開催

7/18 総合政策審
議会

8/1　部会開催
8/22 部会開催

総合政策審議会計画 専門部会開催

専門部会開催 総合政策審議会 総合政策審議会

専門部会開催 総合政策審議会 総合政策審議会

3
分野別計画の
整合

計画 専門部会開催

【新システム】
実施計画入力
予算入力

2
財務会計シス
テムの改善

実績
5/18 部会開催
5/19 部会開催

7/18 総合政策審
議会

8/1　部会開催
8/22 部会開催

策定・改定予定の
計画（案）概要調
査

総合政策審議会

10/24 部会開催
各専門部会開催

11/7 総合政策審
議会

実績
業者・関係部署・
情報政策課と協
議を実施

デモ実施 職員説明会開催

デモ
職員説明会計画

業者・関係部署・
情報政策課と協
議を実施

11/7 総合政策審
議会

1/31 部会開催 各専門部会 3/28 部会開催
3/29 各専門部会
開催

平成２７年１０月に策
定したトータルシステ
ム化指針のもと、行
政ステムの統合化、
分野別計画の整合、
審議会の統廃合の
検討を行ってきた。
今後は、「行政システ
ムの統合化」の基盤
となる財務会計シス
テムの構築に取り組
み、業者、関係部署
と協議を重ね、１０月
からの本格稼働に向
け取り組む。

経営方針策定
職員説明会実施

総合政策審議会 総合政策審議会

【新システム】
実施計画入力
予算入力

1/31 部会開催 各専門部会開催
3/28 部会開催
3/29 各専門部会
開催

今年度の
重点取組み、課題等

1
行政システム
の統合化

計画

【部会開催】各シ
ステム連動におけ
る状況等を確認
協議

【総合政策審議
会】状況等の確認

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

4/19 部会開催 5/18 部会開催 6/12 アドバイ
ザーとの協議

7/4　部長調整会
議
7/18 総合政策審
議会

8/1　部会開催
8/22 部会開催

経営方針決定
9/27～29 職員説
明会開催

【部長調整会議・
庁議】状況等の確
認

10/24 部会開催

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・トータルシステムの構築により、総合計画を中心とした行財政運営が図られる。
・各システムの連携により資料作成など各所管での作業の簡略化が図られる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

自治体経営のトータルシステム化により、効果的・効率的な行政運営を実現し、公共
サービスのコスト削減と質の向上を目指す。

２月 ３月

審議会等の統廃合の実施 → →現状・課題

合併後、総合計画、予算、行政評価、人事評価などのシステムを導入し運用してきたが、システム全体として機
能していない状態である。また、各分野別計画についても、目標年次、期限、政策方針が総合計画と整合性が
とれていないため、総合計画を中心としたトータルシステムの視点から見直しを行う必要がある。

3 分野別計画の整合 整合指針の検討 計画改訂の実施

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

→ →

プランの内容

限られた経営資源を有効活用し、市民の満足度を高める質の高い行政サービスを提供するため、総合計画と
各分野別計画との整合性を図り、総合計画から予算編成、行政評価などの仕組み・制度（システム）が連携して
機能する状態に再構築するため、平成２６年度に実施したトータルシステム診断等の結果に基づき、前期基本
計画（平成２７年度～３０年度）の期間中に、計画・予算・評価の連動や新たなシステムの導入などについての
実行・移行期スケジュールを設定し、「総合計画を核とした自治体経営のトータル・システム化」を推進する。

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 財務会計システムの改善 システムの改善検討 → システム試行 システム本格運用

1 行政システムの統合化 連動システム検討 → 連動システム運用 →

4 審議会等の統廃合 統廃合指針の検討

所管支部 総合政策部 所管課・係 政策企画課企画調整係 関連部署 全課 継続（未達） 継続（完了） 継続（完了）

プランNo. １－④－１

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ④ 経営的視点に立った行政運営 プラン名
総合計画を核としたトータル・システム化の
推進 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

■審議会等の統廃合についても検討が進んでおり、引き続き協議を行う。

■各分野別計画の体系化に向け、引き続き進捗管理を行
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
行政システムの統合
化

　昨年度の反省事項を踏まえ年間スケジュールを調整し、
総合計画の評価、経営方針の策定、実施計画及び予算編
成までを一連の流れで取り組むことができた。

平成28～29年度の2カ年度でトータル・システム化に
取り組み、その流れは構築できつつある。
年度前半に完了すべき事項は達成できているので、
年度後半に取り組むべきことを着実に実施するととも
に、さらに改善につなげれるよう課題の抽出に取り組
む。

②継続（完
了）

トータルシステム化については、ほぼ構築できたもの
と考える。今後、進行していく中において、追加事案
や改善点などに対応していく必要がある。

③計画どお
り進行

2
財務会計システムの
改善

　新財務会計システムについては、関係部署と協議検討を
行い、9月26日から3日間で計6回の操作研修会を実施し、
本年10月より稼働している。

　新財務会計システムについては、予定とおり本年
10月に稼働している。さらなる改善につなげれるよう
課題の抽出に取り組むむともに、事業評価に関連す
るシステムの構築に取り組む。

③計画どお
り進行

3 分野別計画の整合

前年度策定済及び今年度策定（改訂）予定の分野別計画
について、５月に開催した各専門部会において意見交換を
実施するとともに、今年度の統一した策定スケジュールに
ついて協議を行った。

　分野別計画の策定（改訂）に伴う各専門部会を10
月に開催し、11月開催予定の第2回総合政策審議会
において、分野別計画の素案について審議を行う。 ③計画どお

り進行

総合計画を核としたトータルシステム化の考え方に
ついては、新財務会計システムの稼動とともに職員
にも根付いてきた感がある。また、次期の分野別計
画についても調整が進んでいる。

4 審議会等の統廃合

昨年度までの各専門部会との協議結果に基づく今後の統
廃合の方針について、５月に開催した各専門部会において
意見交換を実施した。

これまでの各部会との協議の結果、統廃合を進める
となったものについては、今後スケジュールや内容
等について定期的に進捗状況を把握する必要があ
る。

③計画どお
り進行

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

　トータル・システム化指針に基づき、行政システム
の統合化等を進めてきたが、新財務会計システムの
導入など、大きな成果を見せた一年となった。
　審議会の統廃合についても、部会の中で協議が進
められる中で、統廃合が可能ではないかと判断され
る案件も出てきている。今後進められる部会の中で
調整を進め、進捗状況を把握していく必要がある。

　トータル・システム化の取り組みも、平成29年度で2
年目となり、行政システムの統合化について確立し
つつある。新財務会計システムについても当初の計
画どおり、10月に稼働することができた。
　分野別計画の整合をはじめ審議会の統廃合につ
いても、各専門部会と意見交換を行いながら、出来
るものから取り組んでいる。

審議会等の統廃合

昨年度までの各専門部会との協議結果に基づく今後の統
廃合の方針について、５月に開催した各専門部会において
意見交換を実施した。

これまでの各部会との協議の結果、統廃合を進める
となったものについては、今後スケジュールや内容
等について定期的に進捗状況を把握する必要があ
る。

②継続（完
了）

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
行政システムの統合
化

　トータル・システム化指針に基づき、年間スケジュールを
調整し、総合計画の評価、経営方針の策定、実施計画及
び予算編成までを一連の流れで取り組むことができた。

平成28～29年度の2カ年度でトータル・システム化に
取り組み、その流れは構築できつつある。
今後においても、ＰＤＣＡサイクルを回すことにより、
さらに効率の良いシステムに向け調整を図る必要が
ある。

②継続（完
了）

2
財務会計システムの
改善

　新財務会計システムについては、関係部署と協議検討を
行い、9月26日から3日間で計6回の操作研修会を実施し、
平成29年10月から稼働した。

　新財務会計システムについては、予定どおり本年
10月に稼働。今後、システムを活用することで出てく
る改善点について、導入業者と協議し修正していく必
要がある。

②継続（完
了）

3 分野別計画の整合

　前年度策定済及び今年度策定（改訂）予定の分野別計画
について、各専門部会を開催し意見交換を行い、策定等を
行う該当課に、統一した計画策定スケジュールを示し、11
月には総合政策審議会において分野別計画と総合計画と
の整合性を図った。

　分野別計画の策定（改訂）にあっては、11月開催の
総合政策審議会において、総合計画との整合性を図
ることを定例化してきた。今後も、このスケジュールを
守っていくよう、各課の認識を強化していく必要があ
る。
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プランの進捗

4

実績

計画

3

計画

2

実績

実績

計画

〇第2次アウトソーシ
ング推進指針及び推
進計画に基づき業務
のアウトソーシングを
推進する必要があ
る。
〇民間委託等個別
調査は、天草市「自
治体経営トータルシ
ステム化」指針に基
づき実施計画兼予算
要求書の作成に併
せて調査を実施す
る。

民間委託等個
別調査実施

担当部署との
協議・支援

今年度の
重点取組み、課題等

1
業務のアウト
ソーシング

計画
担当部署との
協議・支援

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
進捗管理ヒア
リング実施

進捗管理ヒア
リング実施

担当部署との協
議・支援（随時）

民間委託等個
別調査実施

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

「民間でできることは民間で」という考えのもとに、民間にアウトソーシングすることでサービスのコスト削減と質の
向上が図れるものについて、定員適正化計画等との整合性を図りながら最適な手法を検討し、外部委託化の推
進を図っていく。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

民間活力の導入により、効果的・効率的なサービスを実現し、公共サービスのコスト削
減と質の向上を目指す。

２月 ３月

現状・課題

平成28年10月に第2次アウトソーシング推進指針を平成28年12月に第2次アウトソーシング推進計画を策定し
た。
（実施項目「指針、計画の見直し」は平成28年度完了）
今後は、第2次アウトソーシング推進指針及び推進計画に基づき業務のアウトソーシングを推進する必要があ
る。
（注）第2次アウトソーシング推進計画（28年10月）策定に伴い平成28年度以降数値目標を変更した。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 計画の進捗率 10% 49.6% 57.2% 100%

14% 44.6% 100%

アウトソーシング推進指針、推進計画に基づき事務事業のアウトソーシングを推進する。
なお、公の施設のアウトソーシングについては、第２期施設の整理・統廃合基本計画等に基づき推進を図る。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 指針、計画の見直し 計画見直し 計画見直し - -

1 業務のアウトソーシング 計画に沿った実施 → → →

4

民間委託等個別調査及び進捗管理のヒアリング実施

プランNo. １－④－２

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ④ 経営的視点に立った行政運営 プラン名 アウトソーシングの推進
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 総合政策部 所管課・係 政策企画課行財政改革推進係 関連部署 全課 継続（未達） 継続（完了） 継続（完了）

プランの内容
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【支部長意見】

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括

【支部長意見】

業務のアウトソーシングについては推進していく必要
があると考える。しかし、その業務内容が本当に外部
委託が必要な業務かどうかを十分に検討してほし
い。

方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
業務のアウトソーシ
ング

○第2次アウトソーシング推進計画進捗管理に伴うヒアリン
グを実施しアウトソーシングの推進に努めた。
○天草市「自治体経営トータルシステム化」指針に基づき実
施計画兼予算要求書の作成に併せて民間委託等個別調査
を実施した。調査の結果、以下の提案があったが30年度以
降の検討課題とした。
（提案）社会体育施設に指定管理者制度導入、レセプト点
検業務委託、出張所業務の民間委託等（2件）、会計事務
の民間委託　計5件

民間委託等個別調査の結果、検討課題となった提案
について平成30年度以降引き続き検討する必要が
ある。

②継続（完
了）

2

3

4

○第2次アウトソーシング推進計画進捗管理に伴うヒ
アリングを実施しアウトソーシングの推進に努めた。
○天草市「自治体経営トータルシステム化」指針に基
づき実施計画兼予算要求書の作成に併せて民間委
託等個別調査を実施した。調査の結果、以下の提案
があったが30年度以降の検討課題とした。
（提案）社会体育施設に指定管理者制度導入、レセ
プト点検業務委託、出張所業務の民間委託等（2
件）、会計事務の民間委託　計5件

3
第2次アウトソーシング推進計画に沿った進捗管理に
努める必要がある。また、職員への周知徹底により
実効性を高めることも必要である。

4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

業務のアウトソーシ
ング

○第2次アウトソーシング推進計画進捗管理に伴うヒアリン
グを実施しアウトソーシングの推進に努めた。
○天草市「自治体経営トータルシステム化」指針に基づき実
施計画兼予算要求書の作成に併せて民間委託等個別調査
を実施した。

第2次アウトソーシング推進計画の進捗管理に努め、
また民間委託等個別調査により新たに提出された業
務のアウトソーシングについては精査のうえ推進計
画に加える必要がる。

③計画どお
り進行

○第2次アウトソーシング推進計画進捗管理に伴うヒ
アリングを実施しアウトソーシングの推進に努めた。
（中間期においてもヒアリングを実施予定）
○天草市「自治体経営トータルシステム化」指針に基
づき実施計画兼予算要求書の作成に併せて民間委
託等個別調査を実施した。

2
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プランの進捗

教育委員会で基
本方針を承認
運営委員会で説
明

全員協議会で
説明

保護者説明会
実施

第２次審査
業者決定

業務引継

4 栖本センター

実績
基本方針を作
成

計画

市ＨＰで募集
申告受付
第１次審査

運営委員会説
明

全協説明 保護者説明 募集の周知
申請受付・審

査
審査･決定実施計画作成

建設･教育部
打合せ、熊本
西税務署協議

2
牛深・御所浦・
五和センター

実績

3
本渡・新和セン
ター

計画 用地検討

計画

実績

栖本学校給食セン
ターの平成30年4月
の民間委託の準備、
業者を決定する。

契約締結

通知 契約 引継ぎ

24,099

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
調理業務の民
間委託

計画

実績

８月 ９月 １０月

【基準値】

15%

現状・課題

・給食調理員の退職に伴う職員の補充がなく、嘱託職員等で対応しているため、調理業務のアウトソーシングを
進める必要がある。

3 本渡・新和センター

数値目標
（下段：実績）

計画の進捗率

4 栖本センター 準備 委託実施

20% 50%

所管支部

24,099

15%

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

15%

期待される効果

・給食調理員業務の民間委託により、人件費の削減、調理員管理等事務の削減が図れる。
・衛生管理等職員研修が効率的に実施され、安全・安心な給食の提供が維持できる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 人件費削減額

改革の
ポイント

民間活力の導入により、人件費等コスト削減を目指す。

32,132 80,330

24,099

プランの内容

・学校給食基本計画に基づき、給食調理業務等の民間委託を実施する。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

1 調理業務の民間委託 方針決定

2 牛深・御所浦・五和センター 準備 委託実施 検証 →

準備

教育部 所管課・係 学校給食課管理係 関連部署 教育総務課、学校教育課 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランNo. １－④－４

３０年度
基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ④ 経営的視点に立った行政運営 プラン名 給食調理業務の民間委託

２７年度 ２８年度 ２９年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

4

今後の課題

3 本渡・新和センター

3

栖本センター

スケジュールどおり募集、受付、審査をし、業者を選定する
ことができた。選定された業者は、法人登録し、委託契約を
締結することができた。

３０年度実施するので、仕様書どおりにできているか
検証を行う。

本渡・新和センター

第２次天草市学校給食基本計画で新本渡学校給食セン
ター建設計画の方向性を決定した。

2
牛深・御所浦・五和セ
ンター

早期に建設用地を選定する。

新本渡学校給食センター建設に向けた候補地の確
定と基本設計･実施設計の委託を行う。

③継続（未
達）

年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

③計画どお
り進行

学校給食センターの調理業務等民間委託は平成３０
年度から栖本学校給食センターの調理･配送業務を
委託するよう進めている。中間期までの予定は計画
どおり進行しており、問題はないと思われる。今後プ
ロポーザルでの審査、業者決定し、４月からの委託に
万全を期す必要がある。

栖本学校給食センター調理業務等民間委託につい
ては、平成３０年４月からの委託に向けて、基本方針
の作成、教育委員会で承認、給食センター運営委員
会で説明、保護者に説明など計画どおり進行してお
り、問題はない。

②継続（完了）

1
調理業務の民間委
託

特になし

②継続（完
了）

栖本学校給食センターの民間委託の公募型プロポー
ザルは、２業者が参加し、競争の中で業者を選定す
ることができた。今後の実施のためにも複数の参加
はとてもよかったと思われる。

②継続（完
了）

実施項目 １年間の成果 栖本学校給食センターの民間委託については、２業
者が参加したので、競争の中で業者が決定したの
で、今後の民間委託の推進のためには、よかった。

①完了

4 栖本センター

基本方針を作成し、教育委員会で承認。給食センター運営
委員会で方針を説明、市議全員協議会に報告した。９月
28,29日に保護者説明会を実施、10月に市ＨＰで募集内容を
公開した。

プロポーザルによる公募の受付、審査、決定し、契約
を行う。 ③計画どお

り進行

方向性

１年間の成果と課題

問題なし

③計画どお
り進行

2
牛深・御所浦・五和セ
ンター

問題なし 問題なし

⑤完了

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括

1

進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

調理業務の民間委
託

問題なし
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プランの進捗

4

実績

計画

3

計画

各支所及び指定
管理者との協議

来年度の家賃徴
収業務内容等協
議・調製

2
管理業務の見
直し

実績

実績
納付指導事務委
託

出納閉鎖のため
の納付指導

連絡調整会議
現年度未納対策

計画
納付指導業務委
託

連絡調整会議

本年度から新たに納
付指導事務を指定管
理者に委託すること
となり、更に指定管
理業務が充実・安定
するよう指定管理者
及び市（支所）との連
携を綿密にとる必要
がある。

連絡調整会議 連絡調整会議

来年度の家賃徴
収業務内容等協
議・調製

今年度の
重点取組み、課題等

1
指定管理者の
導入

計画 導入済み 連絡調整会議

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 連絡調整会議
大雨被害調査
報告

連絡調整会議
台風被害調査
報告

連絡調整会議
次年度住宅改
修等打合せ

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

0 11,542 11,542

0 3,150 4,151
期待される効果

民間事業者の経験とノウハウを活用することにより、効率的かつ入居者のニーズに応じた弾力的な住宅施設の
維持管理業務が期待できる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 人件費削減額（千円） 0

改革の
ポイント

民間事業者の経験とノウハウを活用し、より効果的・効率的な住宅の維持管理を目指
す。

２月 ３月

現状・課題

市営住宅４６６棟１８９１戸を本庁・支所で管理しているが、効率的かつ適正な住宅の維持管理を行うためには、
管理体制の見直し及び経験及び専門的な知識をもった人員の配置が必要である。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 市職員数の減(人） 0 0 3.8 4.3

0 2 3.3

プランの内容

市営住宅の管理について、民間事業者の能力を活用するなど効率的な方法を検討し、その見直しを図る。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 管理業務の見直し 検討 一部導入・検討 導入

1 指定管理者の導入 公募 導入 →

4

所管支部 建設部 所管課・係 建設総務課市営住宅係 関連部署 各支所 継続(完了) 継続（未達） 継続（完了）

プランNo. １－④－５

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ④ 経営的視点に立った行政運営 プラン名 市営住宅管理の効率化
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1 指定管理者の導入

入居者からの苦情も特になく、業者から休日・夜間での電
話代行サービスの繋がりが遅いなど業務以外の苦情も指
摘後すぐに改善をされており、円滑に業務が遂行されてい
る。

今後も市と指定管理者とが綿密な連携をとって適正
な市営住宅の管理に努めていく必要がある。 ②継続（完

了）

2 管理業務の見直し

本年度から家賃滞納者に対する納付指導業務を指定管理
者に委託を開始し、電話催告、納付指導文書の送付、臨戸
訪問などを実施

納付指導事務の委託は初年度となるため、適正かつ
効果的なものになるよう、業務方法等を適宜見直して
いく必要がある。

②継続（完
了）

3
指定管理者の導入は、大きな問題も無くスムーズに
出来ている。改善事項については、入居者の意見を
聞き、検討すること。今後は、徴収事務についても業
務委託に加えることを検討すること。

4

　指定管理者の導入状況は当初の計画どおりスムー
ズに行え、改善事項についても直ぐに対応されてお
り、円滑に実施できた。また、更なる効果的な市営住
宅管理業務を目指し、本年度から納付指導業務も新
たに指定管理者に委託をした。

3
概ねスムーズに運営されているようであるが、常に入
居者の声を把握してシステムの改良や業務の見直し
に努めなければならない。

4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

指定管理者の導入

平成28年７月より指定管理者制度を導入し、導入後は必要
に応じて本庁・支所・指定管理者と連携をとりながら業務に
当たっている。

今後もスムーズな指定管理業務が実施できるよう、
市と指定管理者とが連携をとりながら業務に当たる。

⑤完了

指定管理者の導入・その後の業務運営はこれまでの
ところ概ねスムーズにいっている。

2 管理業務の見直し

管理業務の見直しについては、家賃納付指導業務を４月よ
り実施しており、現年度未納者を中心に実施

管理業務の見直しに当たっては、家賃徴収業務の委
託の是非を中心に検討を行い、それに合わせた本
庁・支所の市の職員体制を構築する。

③計画どお
り進行
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プランの進捗

現状・課題

プランの内容

　事務の効率化などにつながる取り組みについて、それぞれの所管で取り組まれている優良事例を全庁的に実施す
るための仕組みづくりを行い、業務改善による事務の効率化を図る。
【個別の取り組み】
「電子決裁の導入」、「情報化基盤を活用した業務改善」、「事務処理マニュアルの作成による事務の効率化の推
進」、「職員のワークライフバランスの推進」、「学校開放施設、体育施設の使用許可の一元化」、「eLTAX、光ディスク
等の利用の推進」、「インナーブランディング研修（セミナー）の実施」、「全ての職員による係を越えた政策ミーティン
グの実施による職員の資質の向上」、「会議方法の研究による会議の効率化と会議時間短縮」、「事務分掌見直しに
よる業務の明確化と部署間の連携強化」

プランNo. １－④－７

基本方針 １ 財政基盤・経営力の強化 取組項目 ④ 経営的視点に立った行政運営 プラン名 業務改善の推進
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 総合政策部 所管課・係 政策企画課行財政改革推進係 関連部署 全課 継続（未達） 継続（未達） 継続（完了）

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 各部署による取り組み 実施 → → →

1
全庁的に実施する仕組みづく
り

実施 → → →

4

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 改善取組数 10 20 30 40

10 10 10

・それぞれの部署で業務改善に対する取り組みは行われているものの、それを取りまとめ、他の部署へ周知す
る手段が確立されていない。
・職員が年々減少することから、事務をより効率的に行わなければ市民サービスの低下につながる。

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

8,465 8,465

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
全庁的に実施
する仕組みづ
くり

計画
H29アクションプ
ラン計画の作成

実施方法に係る
協議（情報政策課
及びNIK）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月

8,465

14,869 15,745
期待される効果

・業務改善に取り組むことにより、事務の効率化、職員のモチベーションの向上が図られ、併せて職員の意識改
革に繋がる。
・業務改善により事務の効率化が図られ、経費削減につながる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

業務の見直しや職員の意識改革については、地道に取組みを積み重ねていくことが
重要。

１月

実績
H29アクションプ
ラン計画の作成

実施方法に係
る協議（情報政
策課及びNIK）

システム構築

業務改善の意識が
根付いていくために
は、改善が特別な事
ではなく、身の回りの
ちょっとした工夫やア
イデアで仕事をし易く
するものである、と認
識してもらう必要が
ある。
そのために、職員そ
れぞれが身近で容易
にできる改善から取
り組んでもらう仕組
みづくりを行う。
また、それらの優良
事例が各部署でも取
り入れられるような
効果的な視える化を
図り、全庁的に改善
に取り組んでもらう
仕組みづくりを行う。

改善事項の検
討

実績 各部署で実施

計画 各部署で実施

3

計画

2
各部署による
取り組み

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
全庁的に実施する仕
組みづくり

業務改善の事例を紹介する仕組みづくりについて、新しい
庁内イントラシステムのテスト系に登載済み。各職員の取
組みを気軽に掲載でき、それを他の職員が共有できるシス
テムを目指し、構築を行った。

庁内イントラシステムの運用開始後、職員への周知
徹底により、仕組みの定着を図る必要がある。

②継続（完
了）

2
各部署による取り組
み

各部署10本の改善項目に取り組む。
平成29年度　財政効果：（目標）8,465千円、（実績）15,745
千円

進捗管理を行い引き続き各部署の取り組みを推進
する。 ②継続（完

了）

3
業務改善については、常に意識して取り組む課題で
ある。庁内イントラシステムを活用し、全庁的な取り
組みとすることで、職員の意識改革につなげていくこ
とは重要と考える。

②計画より
遅い

2
各部署による取り組
み

概ね計画どおり進行している。 今後も関係課と情報共有をしながら業務改善を進め
ていく。 ③計画どお

り進行

3
庁内イントラシステムの改修後、職員への周知徹底
により、仕組みの定着を図ることが必要である。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

新たな庁内イントラシステムを活用した「全庁的に実
施する仕組みづくり」の構築を行った。平成30年4月
中に運用を開始する予定。

全庁的に実施する仕組みづくりが遅れたことにより、
各部署による取り組みの紹介・募集の実施までに至
らなかった。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

②計画より遅
い

1
全庁的に実施する仕
組みづくり

新しい庁内イントラシステムを活用した業務改善の事例を
紹介する仕組みづくりについては、情報政策課及びＮＩＫと
の協議を行った。現在はＮＩＫによりシステム改修を行って
いる。

ＮＩＫによる新しい庁内イントラシステム改修終了後、
改修内容の確認及び調整を行う必要がある。
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プランの進捗

4

実績

計画

3

計画

2

実績

実績

計画

部長ヒアリング
の実施

関係課での協議
関係例規の整備

庁議等での協
議

関係例規の整
備 支所機能の見直し

課係の適正化

今年度の
重点取組み、課題等

1
組織機構の見
直し

計画 検討

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績 検討
組織の見直し調
査の実施

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・スリムで柔軟な組織機構を構築することにより、事務の効率化と経費の削減を図る。
・迅速・的確な行政サービスの提供が図られる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

業務の集約、課・係の見直しにより、効率的な組織機構の構築を行う。

２月 ３月

現状・課題

・平成28年4月現在で、本庁は12部(局）49課119係、支所は9支所12課37係となっている。
・平成31年4月に普通会計職員を750人以内にすることを目標としており、職員数の削減を進める中で、行政サー
ビスを低下させないためには、効果的・効率的な組織に見直す必要がある。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

プランの内容

職員数を削減していく中、行政サービスの維持向上を図っていくために、なお一層効率的・機能的な組織機構の
構築を行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2

1 組織機構の見直し 実施 → → →

4

所管支部 総務部 所管課・係 総務課人事研修係 関連部署 全課 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランNo. ２－①－１

基本方針 ２ 組織力・職員力の向上 取組項目 ① 行政組織の効率化、活性化 プラン名 組織機構の見直し
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1 組織機構の見直し

・拠点支所についての考え方の整理
・現状の組織機構の課題の把握及びH31年度の新庁舎開
庁時に合わせた組織機構の検討（筆頭課長会議、部長調
整会議での協議）

・課題等把握のための各部への照会
・課題等の整理
・緊急性の高いものについては、H30.4.1の組織へ反
映

本年度は、健康福祉部内の監査業務の集約による
再編、牛深支所内の係の統合、農業委員会事務局
内の業務移管による係の新設に取り組んだ。
次年度は、H31.4の新庁舎開庁時の組織見直しを中
心に進める必要がある。

③計画どお
り進行

2

3
拠点支所については、市長のマニフェスト項目である
こと、任期の最終年度であることから、考え方を二役
と協議したが、現段階では具体的な推進はせず、今
後の検討課題とした。
組織見直しについては新庁舎開庁時の組織機構検
討などのための各課照会を実施した。照会結果を基
に、今後検討を実施する。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

・組織の検討については、概ね順調に進捗している。
今後、課題等の整理を行い検討案をとりまとめること
としている。

・組織見直しについては、組織機構や新庁舎開庁時
での組織機構の見直しについての課題を整理し、
H31.4の組織へ反映させるため今後も継続して検討を
行う。
・拠点支所については、今後の組織機構の見直しに
あわせ必要に応じて検討を進める。
・H30.4からの係の適正化（統合）の実施。また、現状
に合わせた推進体制の見直しや効率化を図るため
係の見直しを行った。

プランの方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1 組織機構の見直し

・拠点支所については、考え方を二役と協議したが、現段階
では具体的な推進はせず、今後の検討課題とした。
・現状の組織機構や新庁舎開庁時での組織機構の見直し
についての課題を整理し、課長・係長による検討を行った。

・今後も組織の見直しにあわせ必要に応じて検討す
る必要がある。
・組織機構や新庁舎開庁時での組織機構の見直しに
ついての課題を整理し、H31.4の組織へ反映させる。

②継続（完
了）

2

3
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プランの進捗

プランNo. ２－①－３

基本方針 ２ 組織力・職員力の向上 取組項目 ① 行政組織の効率化、活性化 プラン名
総合窓口の推進による「ワンストップサービ
ス」の実施 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 市民生活部 所管課・係 市民課窓口係 関連部署 窓口業務関連課 継続(未達) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

　市民にとって利用しやすい窓口にすることを目的に、お客様の立場に立ったときにどういった窓口のあり方が求
められているのか、どんなことに取り組むことができるのかについて検討するため、市民利用の多い窓口業務に
携わっている職員で構成する「本庁総合窓口化検討会」を立ち上げ、庁舎建設に向けた窓口のあり方を検討し、
新庁舎建設事業へ反映させる。

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2
新庁舎窓口業務の開始（31年
度）

準備 → →

1 本庁総合窓口化方針決定 → →

4現状・課題

・新庁舎建設に伴う「窓口検討部会」で検討がなされてきたが、総合窓口化の詳細な結論には至っていない。
・市民利用度の高い部署をどう配置するか、どういう形の「ワンストップ」が活用できるのかなど、検討すべき課題
が多い。
・国が進める「マイナンバー制度」も窓口のあり方に大きく影響することから、利便性の高い窓口を構築する必要
がある。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

　現状の課題をハード面・ソフト面において再度洗い出すとともに、先進市の総合窓口の情報を収集し、新庁舎
における天草市にふさわしい総合窓口を実現することにより、市民の目線に立った的確なサービスを提供でき
る。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

来庁者がスムーズに目的の窓口へ行き要件を終え、気持ちよく帰っていいただける快
適な窓口サービスの向上を目指す。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
本庁総合窓口
化方針決定

計画 検討・協議

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
総合窓口準備設置
部会設置及び第1回

開催

第2回開催
新庁舎開庁時に総
合窓口開設し運用
開始を行う事を確認

第26回市庁舎づくり
ＰＴへ検討結果報告

第３回開催 第４、５回開催
第６・７回開催
システムデモ実施

方針案報告予定
第８回開催
第２７回市庁舎づくり
ＰＴへ経過報告

第９回開催
システム導入自治体
への視察

第１０回開催
下旬に市庁舎づくり
ＰＴより市長報告予
定

　総合窓口化の方針
については市庁舎づ
くりプロジェクトへ提
出している。総合窓
口化に向けた本格的
な業務は、庁舎建設
推進室が事務局とな
るため、効率的な総
合窓口の構築に向け
細部について検討を
進めていく。

手続き一覧５９０項
目、申請書登録５８
０帳表の第１段登録

手続き一覧及び
申請書一覧の分
析・追加検討

本年度確定
手続き一覧７１８項
目
申請書登録５８６帳
表

申請書ライブ
ラリー整備準
備

業務精査
問診フロー作
成準備

問診フロー作
成完了

実績
総合窓口準備
設置部会設置

新庁舎開庁に併
せ運用開始を部
会内で確認

市庁舎づくりＰＴへ部
会での検討内容、運
用開始時期の取りま
とめ報告

取扱業務の洗
出し検証

関係１２課２５
係より業務一
覧提出

部会員による
取扱業務の検
証２回

関係部署への
周知

関係部署より
業務洗出し

業務精査計画 検討・協議
本稼働時期の
検討

市庁舎づくりＰ
Ｔへ検討結果
報告

3

計画

５９０業務に絞
込

５９０項目の手
続分析

５８０帳表の申
請書の分析

2
新庁舎窓口業
務の開始（31
年度）

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

本庁総合窓口化方
針決定

　平成３１年４月の新庁舎開庁時に併せライフイベントに関
する住民異動届受付窓口の総合窓口化を図り、加えて諸証明
交付窓口を設けることを想定しており、更なる住民サービス
の向上のため、総合窓口設置準備部会を中心に継続して検討
中である。

　市民の利用頻度を考慮し、ワンストップサービスを
実施するため、総合窓口支援システムの導入作業を行
なっている。これまで、本庁及び支所にて取り扱って
きた窓口業務について、標準システムにはない天草市
独自の取扱事業もあるため、更なる業務の洗出し作業
を行う。

③計画どお
り進行

　総合窓口化の方針については、新たに総合窓口設
置準備部会を立上げ、昨年本庁総合窓口化検討会
議にて報告した方針を基本に、より具体性を持たせ
るため、これまで６回部会開催し、本年中には市庁舎
づくりＰＴに報告出来るまで関係部署を取りまとめるこ
とが出来た。
　新庁舎での総合窓口化については、導入システム
の選定も行い、これまでに市民が市役所に来庁され
手続きされる５９０項目を選定した。今後、これをベー
スに更に手続きの絞り込み作業を行なっていく。2

新庁舎窓口業務の
開始（31年度）

　市民の利便性に加え市役所組織の利便性、連携強化を目的
に新庁舎開庁時には、総合窓口支援システムの導入を検討し
ており、８月から９月にかけて各課のヒヤリングを合同で実
施した。まずは市民目線を優先し、どのような手続きを１つ
の窓口で手続きが完了できるのか、継続して検討中である。

　現在、５９０の窓口手続きについて総合窓口の対象
事業として洗出しを行った。今後、本庁及び支所にて
取り扱ってきた窓口業務についても、標準システムに
はない天草市独自の取扱事業想定し、更なる業務の洗
出し及び各窓口での市民サービス標準化のための検討
を行う。

③計画どお
り進行

　本庁総合窓口化方針も決定しつつあり計画通り進
んでいると思われる。
　新庁舎窓口業務の開始についても、新庁舎開庁時
に総合窓口を開設できるよう、スケジュールを立て、
順調に進捗していると思われる。

4

年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
本庁総合窓口化方
針決定

　計１０回の準備部会にて検討協議を重ね、関係部署が総合窓口
への連携で抱えている、人員的、システム的、運用的な問題を一
応把握することができた。
　本年度の最終取りまとめとして、７１８項目の業務洗出し、１７６
項目については総合窓口で実施予定することとし、５８６帳票の申
請書登録も本年度最終として取りまとめを行なった。

　当初計画に対しては多少の進捗の遅れがみられたが、
総合窓口にて取り扱う業務の洗い出しが完了し、今後は計
画どおりに進行できるよう努める必要がある。

①完了

2
新庁舎窓口業務の
開始（31年度）

　本年度一応の最終取りまとめとして、７１８項目の手続きについ
て洗い出しを行い、うち１７６項目については総合窓口にて実施を
予定することとした。同時に、円滑な運用の為関係部署から５８６
帳票の申請書についても洗い出しを行い、システム登録を予定す
ることとした。

　新規導入するシステムについては、最終段階にて多少の
遅れは生じたが、平成３０年度当初に契約できる見込みと
なった。今後、新庁舎での運用面について、どの部署から
の指揮系統となるか、早い段階で上層部の決定を仰ぎ、関
係部署との連携を図る必要がある。

②継続（完
了）

3
　本庁総合窓口化方針も決定し、計画どおり進んで
いる。
　次年度は平成３１年４月の新庁舎窓口業務の開始
に向け、想定できるシミュレーションを重ね、新庁舎
開庁時の運用開始の準備を進めていくこと。

4

　４か年での計画にて取り組んできたが、本庁総合窓
口化方針については本年度決定することができた。
新庁舎窓口業務については、関係部署より７１８項目
の洗い出しを行い、暫定的に１７６項目については新
設予定の総合窓口にて運用することとした。
　今後は、システムも含めたソフト面及びハード面で
の運用について、想定できるシミュレーションを重ね、
新庁舎開庁時の運用開始の準備を進めていく。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

4

実績

計画

3

計画

早期退職希望
者の認定

2
定年前早期退
職者の募集

実績

実績
①実施要項の策
定
②募集開始

計画
①実施要綱の
策定
②募集開始

採用試験（２次試
験）の実施及び内
定者の決定

採用予定者説
明会

採用予定者説
明会 ・第３次天草市定員

適正化計画（平成27
年～平成30年度）に
沿った職員採用を
行っていくとともに、
土木技師などの専門
職の採用計画をた
て、必要数を確保し
ていく。

採用試験（２次試
験）の実施及び内
定者の決定

早期退職希望
者の認定

今年度の
重点取組み、課題等

1
計画的な職員
採用

計画
採用計画の策
定

募集開始

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
採用計画の策
定

募集開始

採用試験（１次
試験）の実施

採用試験（1次
試験）の実施

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

448,000 644,000 805,000

一人当たり7,000千円で算出 329,000 511,000 714,000
期待される効果

職員数を削減することによって、人件費を削減することができる。 効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 人件費削減額 329,000

改革の
ポイント

極端に職員が少ない20歳代の歪な年齢構成の是正及び計画期間中（4年間）の大量退
職に対応するため、新規採用者数を毎年度20名程度とし、平準化を図る。

２月 ３月

現状・課題

・平成23年3月に策定した『第2次天草市定員適正化計画』に基づいて、定員の適正化に取組み、平成23年4月1
日現在の定員適正化計画職員数（病院会計除く）1,121人から平成27年4月1日現在までに946人（175人減）とし
た。
・今後も厳しい財政状況のなか、人件費の抑制を図りつつ、高度化・多様化する市民ニーズに対応するため、ア
ウトソーシングの積極的な導入、計画的な採用や再任用職員等の有効活用、定年前早期退職の促進が必要で
ある。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 定員適正化計画職員数（病院会計除く） 947 929 903 881

946 919 885H26.4.1現在　997人

プランの内容

・第3次定員適正化計画に基づいた計画的な採用を実施するとともに定年前早期退職を促進する。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 定年前早期退職者の募集 実施 → → →

1 計画的な職員採用 実施 → → →

4

所管支部 総務部 所管課・係 総務課人事研修係 関連部署 全課 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランNo. ２－②－１

基本方針 ２ 組織力・職員力の向上 取組項目 ② 人員管理の適正化 プラン名 職員定員の適正化
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括 プランの方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1 計画的な職員採用

一般職等の採用については、計画の策定から職員の募
集、採用試験、内定者説明会までほぼ計画どおりに実施す
ることができ、Ｈ30年度採用予定者19人を決定した。

・土木技師や看護教員等の専門職の必要数確保
・一般事務の受験者が減少傾向にあるため、就職先として
の市役所のＰＲ
・定員適正化計画終期が30年度となっているため、31年度
からの計画の策定

②継続（完
了）

2
定年前早期退職者
の募集

当初の予定どおり6月から10月にかけて募集を行った結
果、最終的には10人について早期退職の認定を行った。

今後も引き続き、第3次天草市定員適正化計画に基づき、
定年前早期退職者の募集、認定を行う必要がある。 ②継続（完

了）

3
定員適正化計画で目標にしている採用予定者20人を
ほぼ満たす19名を内定することができた。
第4次定員適正化計画は、今後増えることが予想さ
れる再任用職員の活用を前提にしつつ、新たな非常
勤職員任用形態である「会計年度任用職員」制度の
情報を分析しながら、専門職等の確保も含めて、慎
重に策定する必要がある。

4

定員適正化計画で目標にしている採用予定者20人を
ほぼ満たす19名を内定することができた。
今後も、必要な専門職を確保しつつ、定年前早期退
職の促進を図っていく必要がある。

3
第3次定員適正化計画に基づき、職員定数の適正化
は概ね計画通りに進んでいる。
本年度は保健師、幼稚園教諭などの専門職を含め、
9職種の募集を行い、すべての職種に応募があって
いる。今後も、再任用職員の活用を図りながら、定員
の適正化に取り組む必要がある。4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

計画的な職員採用

9月に予定していた前期試験が台風の影響で延期となった
が、10/15に後期試験と合わせ９職種を実施。概ね予定ど
おり進んでいる。

11月に2次試験を実施、内定者を決定する。また、近
年受験者が減少しているため、受験者を増やすため
の取り組みを検討する必要がある。

③計画どお
り進行

それぞれの実施項目について、概ね計画どおり進行
することができている。
今後も厳しい財政状況のなか人件費の抑制を図りつ
つ、高度化・多様化する市民ニーズの対応するため、
アウトソーシングの積極的な導入、計画的な採用や
再任用職員等の有効活用、定年前早期退職の促進
が必要である。

2
定年前早期退職者
の募集

6月に募集に関する実施要項を作成し、10月末まで募集を
行っている。業務としては今のところ計画どおりに進んでい
る。

今後は、10月末までに申請があった者について、11
月中に認定を行う予定。認定については、適切に行う
必要がある。

③計画どお
り進行
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プランの進捗

プランNo. ２－②－２

基本方針 ２ 組織力・職員力の向上 取組項目 ② 人員管理の適正化 プラン名 人材育成のための人事配置
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 総務部 所管課・係 総務課人事研修係 関連部署 全課 継続(未達) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

・人材育成のための人事異動の確立
・人事評価制度の導入 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 人事評価制度の導入 検討 計画の実施 → →

1
人材育成のための人事異動の
確立

検討 計画の実施 → →

4現状・課題

・多様な市民サービスを提供するために、職員は職務に対する専門性と幅広い知識が必要となるが、職員減の
中、ベテラン職員に頼る傾向があり、知識が固定化している。
・天草市発足から勤務評定や目標管理を実施しているが、地公法の改正により人事評価制度を導入する必要が
ある。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・職員が専門性と幅広い知識を有するようになり、多様な市民サービスを提供することができる。
・業務成果が給与に反映されることから、職員のやる気が醸成される

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

質の高い公共サービスを提供するため、職員のモチベーション・職務能力を高める。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
人材育成のた
めの人事異動
の確立

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
異動希望調査
等の実施

実施（人事異
動配置）

実施（人事異
動配置） １

自己申告制度の活
用

２
適正な人事評価の運
用とするため、常に
検証を行っていく。

４月異動に向
けた情報収集

期中面談②
評価

期末面談
不服申出

評価
期末面談
不服申出

実績 評価者説明会 評価者研修

評価者研修計画

導入後の課題
の検討
目標設定
期首面談

3

計画

期中面談①

2
人事評価制度
の導入

実績

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

人材育成のための人
事異動の確立

人材育成のための人事異動については、基礎資料となる異
動希望等調査を実施し、職員の適性、異動希望等の状況を
把握する。

職員からの異動希望等調査に加え、11月から所属長
との人事ヒアリングを実施し、適材適所の人事配置
の検討を行う。定期的な人事異動が必要となるが、
専門職員の育成も必要なため、部署によっては長期
勤務者が存在している。

③計画どお
り進行

　それぞれの実施項目について、概ね計画どおり進
行することができている。
　人事評価制度では、業績評価の職務困難度や組
織期待度設定のバラつき是正に加え、新たな調整基
準を作成することを目的とした調整会議を部、支所単
位で実施した。
　職務困難度や組織期待度の設定次第では、評価
結果に大きく影響するため、精度の高い調整基準を
作成する必要がある。2

人事評価制度の導
入

今年度から異動希望等の調査と併せ、期中面談を実施す
ることとした。このことにより、業務の進捗状況の把握や職
員とのコミュニケーションがさらに図られることとなる。
また、評価者への説明会、評価者研修会を実施した。

部内で調整した目標難易度区分を部間比較した際、
ばらつきが生じているようであれば、今後、調整の基
準を再検討していく必要がある。

③計画どお
り進行

目標難易度の部内調整を10月の期中面談前に実施
したことで、調整前との比較ができる状況となった。
集計後、部間調整の必要性を検討する必要がある。
本年度の評価者研修は、能力評価をテーマに実施し
たが、年度末に向けて、透明性、納得性のある評価
となるよう、さらに評価者に認識を促す取り組みを行
う必要を感じる。

4

年間の取組総括 プランの方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
人材育成のための人
事異動の確立

職員のキャリア形成構築のため、定期的な人事異動、自己
申告制度の活用等を行った。

引続き職員の能力や適性、実績等の的確な把握に
努める必要がある。 ②継続（完

了）

2
人事評価制度の導
入

年度当初に職務困難度、組織期待度の基準を示し、また、
目標難易度の調整会議を行ったことで昨年度よりも具体的
な困難度、期待度の設定ができた。

さらに困難度、期待度を明確化し、目標達成度につ
いても達成レベルの具体的な基準を示していく必要
がある。

②継続（完
了）

3
異動希望調査や各部課長等とのヒアリングで得た情
報を基に人事配置を行った。人財育成の観点から
も、引き続き実施する必要がある。
人事評価制度では、標準点以外の評価をする場合に
客観的な説明を求めたことで、各評価者の意識が高
まったと感じる。本格導入については、その方法を早
急に結論づける必要がある。

4

・異動希望調査表や各部課長等とのヒアリングを実
施することで、調査表からだけでは収集することので
きない情報を聴取することができた。今後の人事配
置及び人材育成に有益な情報を得ることができた。
次年度引き続き実施する必要がある。
・人事評価については、不断の見直しが必要であり、
評価者の意見を参考にして次年度に向けた取り組み
を行う。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

職員アンケー
ト項目の検討

職員アンケー
ト実施

4
人材育成基本
方針（案）の検
討・導入

実績 検討

計画 検討

3
自主研修制度
の検討

計画
実施項目１に
統合

2
接遇研修の拡
充

実績

実績 実施

実施計画 検討

階層別研修 階層別研修

・受講者が研修の成
果を発揮することは
もとより、その成果を
他の職員に伝えてい
くような体制づくりを
行う。
・接遇研修に関して
は、窓口業務にとら
われず、多くの受講
者が受講できるよう
な受講内容を検討す
る。
・「人材育成基本方
針（案）」の検討を行
い、目指すべき職員
像を明確にし、実現
するための施策を体
系的に整理する。

階層別研修 階層別研修

今年度の
重点取組み、課題等

1
能力向上のた
めの研修の実
施

計画

実施

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
人事評価制度
研修

メンタルヘルス
研修

評価者研修

評価者研修
メンタルヘルス
研修

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・職員一人一人が公務員としての使命感・責任感を自覚し、高い意識を持って業務に取り組む。
・職員資質として最初に住民に判断される接遇を高めることで、市に対する住民の信頼を得ることができる。
・限られた予算・人員の中で公共サービスを維持するとともに、発生する様々な事案に対して的確に対処できる
職員を養成する。
・職員のモチベーションが高まり、積極的に業務に取り組む。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

質の高い公共サービスを提供するため、職員のモチベーション・職務能力を高める。

２月 ３月

検討 策定現状・課題

・実施した研修の成果の検証を行い、随時ブラッシュアップする必要がある。
・市民の市職員に対する不満を解消し、市民から信頼される職員を育成する。
・研修メニューにない、職員の自発的な向学心に対応できる制度が必要である。
・職員の業務に対するモチベーションを高める必要がある。

3 自主研修制度の検討 検討 見直し

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

中止 →

プランの内容

・能力向上のための研修の充実
・接遇研修の拡充
・成長実感（やりがい）や意欲を高めるための施策の導入

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 接遇研修の拡充 実施 → → →

1 能力向上のための研修の実施 実施 → → →

4
人材育成基本方針（案）の検
討・導入

所管支部 総務部 所管課・係 総務課人事研修係 関連部署 全課 継続(未達) 継続(未達) 継続(完了)

プランNo. ２－③－１

基本方針 ２ 組織力・職員力の向上 取組項目 ③ 職員資質の向上 プラン名 職員の意識改革
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
能力向上のための研
修の実施

熊本県市町村職員研修協議会及び市町村アカデミー等が開催す
る研修の募集を行い該当又は希望する職員が受講した。
人事評価制度説明会、評価者研修、メンタルヘルス研修を開催し
た。

職員の資質向上のためどのような研修が有効か検
討する。

②継続（完
了）

現行の研修は引き継ぎつつ、新たな行政ニーズに応
じた研修手法を常に研究する姿勢が、今後重要とな
る。研修の効果を高めるためには、研修を受ける側
の意識改革も必要であり、そのための職員アンケート
も実施した。本年度実施した他市の事例研究、アン
ケートの結果を反映した人材育成基本方針の導入
を、次年度の目標としたい。

③計画どお
り進行

2 接遇研修の拡充

窓口業務以外の職員も参加できるよう、電話応対を主とし
た研修を実施した。

各課１名の枠にとらわれず多くの職員を募集する。

⑤完了

3
人材育成基本方針
（案）の検討・導入

他団体の方針を参考とし、検討中。 方針策定後、いかに運用していくかも含めて検討が
必要である。 ②計画より

遅い
人材育成基本方針（案）の検討については、研修の
みならず、職員の任用から組織のあり方、人事異動
の方針など多岐にわたるものであり、慎重に検討を
する必要がある。
本年度はより多くの事例を研究するための情報収集
を中心に進めたい。4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

・実施項目1、2の進捗に関しては計画どおり行われ
ているが、研修の効果、研修の内容、制度の運用に
ついては職員の資質向上を図るために常に検討を
行っていく。
・実施項目3については、他市の情報収集にとどまっ
ているため、今後本市の現状・分析等と照らして検討
を行っていく。

・職員研修（接遇研修含む。）については概ね予定ど
おり実施することができた。
・研修の効果測定として、研修終了後一定期間を置
いて行った受講者アンケートや、自治大学校受講者
の研修レポートをイントラに掲載した。職員研修の研
修内容の振り返りを行うことで研修効果が継続するよ
うな取り組みを行った。
・人材育成基本方針については、概ね予定どおり実
施することができた。

プランの方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
能力向上のための研
修の実施

熊本県市町村職員研修協議会及び市町村アカデミー等が
開催する研修の募集を行った。。
人事評価制度説明会、評価者研修、文書作成能力向上研
修、タイムマネジメント研修、メンタルヘルス研修を開催し
た。

研修の効果を検証し、有効な研修を開催する必要が
ある。また、研修効果が継続するような取り組みを検
討していく。 ②継続（完

了）

2 接遇研修の拡充

今年度は昨年度と同様に窓口業務以外の職員も参加でき
るよう、電話応対を中心とした接遇研修を実施した。

各課から推薦する職員に参加してもらうことから、研
修で受講した内容を所属職員にフィードバックしても
らい多くの職員が接遇マナー向上に向けた取り組み
を行う。

②継続（完
了）

3
人材育成基本方針
（案）の検討・導入

他市人材育成基本方針を参考に検討。方針を策定するに
は、現状を把握することが不可欠なことから、職員アンケー
トを実施した。

基本方針策定後、目指す姿を段階的に実現するた
め、運用も視野に入れた検討をしていく。
また、職員が基本方針を自分事として捉えるようなア
プローチが必要と考える。
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プランの進捗

プランNo. ３－①－１

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ① 市民参画によるまちづくりの推進 プラン名 「市民参画推進の手引き」の策定と運用
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 地域振興部 所管課・係 まちづくり支援課まちづくり係 関連部署 全課 継続(未達) 継続（未達） 完了

プランの内容

市の政策立案等の過程に市民の参画を促しながら、市民の意向を確認して施策に活かすため、市民の参画の
手法等を示した「市民参画推進の指針」を策定するとともに、指針に基づき、市民へのアンケート、意見募集（パ
ブリックコメント）、審議会の設置等の市民参画の手法により、市民の市政への参画を推進する。
また、指針の運用において、市が行う政策立案等の過程で、「市民参画推進の指針」に基づき参画の手法を実
施する際に、的確に市民の市政への参画を促すよう職員の意識改革を行う。
(プラン3-①-2と3-③-1を統合）

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 指針の運用・管理 運用・管理 → → →

1 市民参画推進の指針の策定 策定

4現状・課題

これまでも市民との協働によるまちづくりを推進してきたが、「参画」を実践するための統一した基準が無いた
め、各事業の担当部署が独自の判断で市民参画の手続きを実施しており、市民の声が十分に市政に反映され
ているとは言えない状況である。そのため、市として統一的な基準の策定と運用（管理）を行う必要がある。ま
た、職員の「参画」に対する意識の向上を図る必要がある。

3
市民参画に対する職員研修
の実施

実施

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

→ →

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・市民参画の統一的な制度を整えるとともに、その実践的な手引きとして活用することで、市民の声を生かした
市政運営が可能となる。
・市民自らも、まちづくりの「主役」としての認識が深まり、積極的にまちづくりに関わることで、市民主体のまちづ
くりが推進される。
・手引きが策定されることにより、市民参画に対する職員の意識の向上が図られるとともに、その実践的な運用
により市民の声を生かした市政運営が可能となる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

指針の運用（管理）により、市民の声を生かした市民主体のまちづくりを目指す。
職員の意識改革により、市民の意向をふまえた市政運営を目指す。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
市民参画推進
の指針の策定

計画
政策企画課・
総合政策委員
会打ち合わせ

指針修正
総合政策審議
会で説明

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
素案の再修正
案検討

政策企画課と
の協議

指針の策定

総合政策審議
会専門部会で
修正方針説明

修正方針に基
づく修正作業

政策企画課で
の確認・修正

職員向けの手
引きとして策
定

　指針については、
昨年度策定予定で
あったが、総合政策
審議会からの指摘に
対して、再度修正を
行い、策定した。ま
た、策定後は職員に
周知し、手引きに基
づく運用を図りたい。

庁内イントラに
掲載して全職
員に周知

市民参画設計
書の取りまと
め

庁内イントラに
掲載して全職
員に周知

実績

指針のホーム
ページ掲載

計画

3
市民参画に対
する職員研修
の実施

計画

2
指針の運用・
管理

実績

職員周知 職員研修

4

実績

計画
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

市民参画推進の指
針の策定

　総合政策審議会からトータルシステム化指針と整合性を
図るように指摘があり、検討しているものの進捗はしてい
ない。
　また、指針に定める市民参画設計書・実績報告書を用い
ないことや分野別個別計画策定に係るスケジュールや手
法の提示など標準化するようにとの提案を受けている。

　指摘に対して修正方針を定め、10月の総合政策
審議会総務企画専門部会で説明を行ったところであ
る。今後、修正方針に基づき、本指針の修正作業を
行い、再度１月の総合政策審議会に諮る。

②計画より
遅い

　上半期は、本指針の修正について検討はしてきた
ものの、具体的な修正方針を定めることができず、
進捗していない。　9月の政策企画課との協議を踏
まえ、10月に総合政策審議会総務企画専門部会で
本指針の修正方針の説明を行ったところである。今
後、修正作業を行い、1月の総合政策審議会で修正
案を説明し、年度内の策定を目指したい。

2 指針の運用・管理

指針の策定に至っていないため、着手できていない。 指針策定後、運用できるように準備を進めていく。

①未着手

方向性

②計画より遅
い

1

①完了

1
市民参画推進の指
針の策定

　総合政策審議会からトータルシステム化指針と整合性を
図るように指摘があり、修正方針を総合政策審議会へ説
明し、課内での修正作業を行い、職員向けの手引きとして
策定した。また、策定した手引きを庁内イントラに掲載し全
職員に周知し、運用を図っていくこととした。

各課の職員が手引きに従って適正に運用を行う必
要がある。

⑤完了

2 指針の運用・管理

策定した手引きを庁内イントラに掲載して全職員に周知
し、運用を図っていくこととした。

各課の職員が手引きに従って適正に運用を行う必
要がある。

⑤完了

3
市民参画に対する職
員研修の実施

一読してもらえば理解できる内容としているため、職員研
修の実施は行わず、庁内イントラに掲載し全職員に周知し
た。

各課の職員が手引きに従って適正に運用を行う必
要がある。

⑤完了
　当初の計画からはかなり遅れてしまったが、総合
政策審議会からの指摘や提案に基づき、修正作業
を行い、指針ではなく職員向けの手引きとして策定
できた。
　今後は、策定した手引きを庁内イントラに掲載して
全職員に周知し、運用を徹底していく。4

　総合政策審議会からの指摘や提案に基づき、修
正作業を行い、指針ではなく職員向けの手引きとし
て策定した。また、策定した手引きを庁内イントラに
掲載し全職員に周知し、運用を図っていくこととし
た。

3
市民参画に対する職
員研修の実施

本年度内に、トータルシステム化指針に沿った市民
参画推進の要領を定めたい。

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括

指針の策定に至っていないため、着手できていない。 指針策定後、他の職員研修に併せて実施する。

①未着手

4
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プランの進捗

プランNo. ３－①－３

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ① 市民参画によるまちづくりの推進 プラン名
地域まちづくり計画策定による市民主体のま
ちづくり ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 地域振興部 所管課・係 まちづくり支援課まちづくり係 関連部署 各支所まちづくり担当課 継続(完了) 継続（未達） 継続（完了）

プランの内容

市内１０のまちづくり審議会がまちづくりをめぐる諸課題に体系的・計画的に取り組むために策定した「地域まち
づくり計画」を基に、行政が市民主体のまちづくりを的確に補佐し、地域課題の解決、個性ある地域づくりに向け
ての支援及び計画の着実な実行の検証を行っていく。

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 計画の評価・見直し 計画の見直し → → →

1
各まちづくり協議会の計画実
施

計画に沿った実施 → → →

4現状・課題

・まちづくり協議会等の地域活動が高齢者中心となっており、若年層の参加が少ない状況にある。
・行政に頼りきりのイベントが多い状態にある。
・まちづくり計画について毎年評価を行い、状況に応じて計画内容を見直し修正する必要がある。

3 財政的支援 精査 →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 計画の進捗率 70% 80% 90% 100%

70% 80% 80%

→ →

未定

期待される効果

・地域住民が地域の実情に即して策定した計画であるため、地域住民が主体となり地域課題等を解決するなど
の取り組みが期待される。
・計画の中の、自助、共助、公助といった視点により、市民と行政の役割分担について理解が図られる。
・行政主導で行っているイベント等の民間主導への転換等イベントの見直しが図られる。
・地域リーダーの育成に繋がる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 事業費 未定

改革の
ポイント

市民主体のまちづくりを推進することにより、地域住民が主体となり地域課題等を解決
するなどの取り組みが期待される。

未定 未定

２月 ３月１０月 １１月 １２月 １月

実績 連携・協力

1
各まちづくり協
議会の計画実
施

計画

計画に対する
連携・協力
まちづくり協議
会だよりやＨＰ
での進捗状況
周知（随時）

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月
今年度の

重点取組み、課題等

実績

各まちづくり審
議会及び協議
会による進捗
管理（随時）

８月 ９月

まちづくり推進交付
金については、平成
23年度以降同額とし
ているが、少子高齢
化や転入転出などに
より地域ごとの人口
に変動があっている
ため、国勢調査の結
果により見直しを行う
こととするが、まちづ
くり全体の今後の支
援のあり方について
も検討を行い、その
結果も踏まえ、来年
度予算要求前の9月
末までには交付額の
算定見直しを行う。

まちづくり推進
交付金見直し
額決定

2
計画の評価・
見直し

計画

各まちづくり審
議会及び協議
会による進捗
管理（随時）

3 財政的支援

計画

まちづくり推進
交付金審査・
交付
チャレンジ支
援交付金第1
回審査・交付
まちづくり推進
交付金の交付
額算定見直し

チャレンジ支
援交付金第2
回審査・交付

チャレンジ支
援交付金第3
回審査・交付

H30チャレンジ
審査及び支援
メニュー見直し

実績

ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援交
付金第1回審
査・交付及び
要領の見直し

まちづくり推進
交付金審査・
交付

まちづくり推進
交付金算定額
の見直し検討

チャレンジ支
援交付金第2
回審査・交付

チャレンジ支
援交付金第3
回審査

まちづくり推進
交付金見直し
額決定

H30チャレンジ
審査及び支援
メニュー見直し

90



【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

各まちづくり協議会
の計画実施

まちづくり計画の着実な実行のため、まちづくり協議会と連
携・協力を行っている。

各まちづくり協議会による計画の実行をスムーズに
サポートできるよう、事務局である支所と連携を密に
進めて行く。 ③計画どお

り進行

まちづくり推進交付金については、平成27年の国勢
調査結果を踏まえ、見直し案を策定したが、減額とな
る見込みのため、減額の幅について調整を行い、30
年度の予算に反映できるよう早急に協議を進めてい
く必要があると考えている。
また、チャレンジ支援交付金については、見直しを
行ったが、より活用が図られるよう改善を進めてい
く。

2 計画の評価・見直し

 各まちづくり審議会及び協議会により、随時進捗管理が行
われている。

計画の適切な進捗管理を行い、評価を行っていく必
要があるため、各まちづくり審議会を実施していくよ
う、事務局である支所と連携していく。

③計画どお
り進行

財政的支援

本年度のまちづくり推進交付金については、審査・交付ま
で完了した。また、算定額の見直し案を策定した。
チャレンジ支援交付金については、今年度見直しを行い、
第3回まで審査を完了した。

まちづくり推進交付金については、見直し案を策定し
たが、減額となる見込みのため、減額の幅について
調整を行い、30年度の予算に反映するよう進めてい
く。
チャレンジ支援交付金については、今年度見直しを
行ったが、より活用が図られるよう改善を進めてい
く。

③計画どお
り進行

まちづくり推進交付金については、ふるさと応援交付
金との財源調整等について検討を行い、次年度の金
額を決定したい。
チャレンジ支援交付金については、今年度見直しを
行ったが、次年度に向けて再度改善を検討したい。

4

年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
各まちづくり協議会
の計画実施

まちづくり計画に基づきチャレンジ支援交付金を活用するま
ちづくり協議会については、アドバイスを行うなど支所と連
携して支援を行った。

平成29年度チャレンジ支援交付金のまちづくり計画
推進事業分の申請地区は、平成28年度より1地区増
えて4地区となった。残り6地区のまちづくり協議会か
らも申請がなされるよう制度の充実を図るとともに、
より各支所と連携を図っていく必要がある。

②継続（完
了）

2 計画の評価・見直し

まちづくり計画の進捗状況については、各地域のまちづくり
審議会または協議会で確認した。

平成30年度中にまちづくり計画の見直しを行なうこと
としており、年度当初には各地域ごとの3年間の取り
組み状況について検証を行なっていただく必要があ
る。

②継続（完
了）

3 財政的支援

まちづくり推進交付金については、平成23年度以降同額と
していたが、平成27年度の国勢調査の結果に基づき平成
30年度予算分から見直しを行った。また、チャレンジ支援交
付金についても、支援メニューの統合やまちづくり計画推進
事業にもハード事業を対象にできるなどの変更を行った。

まちづくり推進交付金については、行事消化型の活
用傾向にあることから、今後は地域の課題解決に向
けた取り組みに活用されるよう促すとともに、自立に
向けて交付額の段階的な減額などの検討が必要と
考えている。

②継続（完
了）

　まちづくり推進交付金については、平成23年度以
降同額としていたが、平成27年度の国勢調査の結果
に基づき平成30年度予算分から見直しを行うことが
できた。
　チャレンジ支援交付金についてもまちづくり計画の
推進を図るため、メニューや補助率等の見直しを
行った。
　今後は行事消化型の活用ではなく、地域の課題解
決に向けた取り組みに活用されるよう促していく。

4

まちづくり推進交付金については、平成23年度以降
同額としていたが、平成27年度の国勢調査の結果に
基づき平成30年度予算分から見直しを行うことがで
きた。また、チャレンジ支援交付金についてもまちづ
くり計画の推進を図るため、ハード事業も対象にでき
るよう見直しを行った。平成30年度のまちづくり計画
見直しに合わせて、今後は行事消化型の活用では
なく、地域の課題解決に向けた取り組みに重点的に
活用されるよう促していく必要があると考えている。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

実績

2

計画

議会による指
定管理者の議
決

指定管理者と
の協定書締結

議会による指
定管理者の議
決

指定管理者と
の協定書締結

振興会職員の業務
量を精査し、振興会
職員の報酬の見直
し、財政的支援策で
あるまちづくり推進交
付金の見直し及び人
的支援策である市職
員（コミュニティ主事）
の一人1地区担当制
度の存続等を政策企
画課、支所及び総務
課等と総合的に検討
し、今後の地区振興
会への支援のあり方
を平成30年度予算編
成前の平成29年9月
までに決定する。

予算要求（指
定管理料の債
務負担行為、
まちづくり推進
交付金）

H30年度から
の振興会職員
の報酬額及び
業務割合の決
定
コミュニティ主
事の地区振興
会に対する方
針決定
H30年度から
のまちづくり推
進交付金額の
決定

指定管理選定
委員会

今年度の
重点取組み、課題等

１０月 １１月

1
人的及び財政
的支援

計画

振興会職員の
報酬額見直し
検討（業務量
精査）
関係各課とコ
ミュニティ主事
の一人1地区
担当制度見直
し検討
まちづくり推進
交付金算定額
の見直し検討

振興会職員の
報酬見直し案
策定

コミュニティ主
事の1地区担
当制度見直し
案策定

まちづくり推進
交付金算定額
の見直し案策
定

８月 ９月 １２月 １月

実績

振興会職員の
報酬額見直し
検討（業務量
精査）

まちづくり推進
交付金算定額
の見直し検討

まちづくり担当
課長・係長会
議で協議

総務課、政策
企画課とコミュ
ニティ主事の
一人1地区担
当制度見直し
検討

振興会職員の
報酬及び業務
量の見直し案
策定

コミュニティ主
事の複数担当
制は将来的課
題とし、モニタ
リングで課題
等を聞くことと
した

まちづくり推進
交付金算定額
の見直し案策
定

定期モニタリン
グで、方針説
明

振興会職員の
報酬及び業務
量の見直し案
（最終）決定

コミュニティ主
事の複数担当
制は今後継続
して検討して
いく

まちづくり推進
交付金算定額
の見直し案を
最終修正

定期モニタリン
グで、方針説
明

振興会職員の
報酬見直し決
定

コミュニティ主
事の1地区担
当制度見直し
決定

まちづくり推進
交付金算定額
の見直し決定

指定管理候補
者選定委員会
（募集方針）

H30年度から
の振興会職員
の報酬額及び
業務割合の決
定

コミュニティ主
事の地区振興
会に対する方
針決定

H30年度から
のまちづくり推
進交付金額の
決定

指定管理候補
者選定委員会

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・地区コミュニティセンターを地区振興会による管理運営に移行することで、地域の方により身近で利用しやす
い施設として利用の活性化が図られる。
・地域と行政との協働による地域づくり及び地域の自立が促進される。
・地域の困りごとや課題に対して、地元地区振興会が中心となって地域課題解決のための取り組みが行われ
る。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

地域の自主的な取り組みを支援することにより地域の自立を促す。

２月 ３月

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 指定管理制度導入施設数 53 53 53 53

53 53 53

完了

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2

1 人的及び財政的支援 調査・検討 順次実施→ → →

4

プランの内容
地域への支援のあり方（人的支援、経済的支援等）を見直し、地域の自立及び活力と個性ある地域づくりを促
進する。

現状・課題

・平成28年度まで51地区振興会、53施設に指定管理制度を導入することができた。管理体制についてのアン
ケート調査や意見交換会を実施したが、特に問題なく管理運営されている。
・天草市のまちづくりを照会できるポータルサイト・データバンク「A-map」を公開し、平成28年度は１カ月平均
6,000件のアクセスがあっている。
・まちづくり推進交付金、チャレンジ交付金については、算定基準等の見直しを行う。補助金等の調査や意見交
換等を実施し、課題の整理を行い、新たな支援制度について検討していく。

プランNo. ３－①－４

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ① 市民参画によるまちづくりの推進 プラン名 地区振興会への支援
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 地域振興部 所管課・係 まちづくり支援課まちづくり係 関連部署 全支所 継続(完了) 継続(完了)
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
人的及び財政的支
援

振興会職員の業務量を精査し、振興会業務の業務割合及
び報酬額の見直し案を策定した。また、まちづくり推進交付
金についても国勢調査の結果による交付額の見直し案を
策定した。それぞれ、８月に実施した定期モニタリングにお
いて、方針の説明を行ったが、特に反対意見等なかった。
なお、コミュニティ主事が一人で複数担当する案について
は、協議の結果、現時点では困難な面があると判断し、今
回のモニタリングでは課題についての意見聴取を行った。

指定管理候補者選定委員会（募集方針）が１０月に
開催されることから、振興会業務の業務割合及び報
酬額の見直し案について審議していただく。
まちづくり推進交付金の交付額については、減額と
なる見込みのため、減額幅をどれぐらいで調整する
かが課題である。

　人的・財政的支援策の見直しについて、概ね計画
どおり実施することができた。また、人的・財政的支
援策の今後の方針についても決定することができた
ので、今後、その方針に定めている短期及び長期の
目標達成に向けて取り組んでいきたい。

③計画どお
り進行

2

3
定期モニタリングで方針を説明し、ほぼ各地区振興
会の理解を得られた。
今後予算編成や指定管理の指定に遅れないように
計画的に事務処理を進めて行く。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

今年度予定していた人的・財政的支援策の見直しに
ついて、概ね計画どおり実施することができた。ま
た、人的・財政的支援策の今後の方針についても決
定することができたので、今後、その方針に定めてい
る短期及び長期の目標達成に向けて取り組んでい
きたいと考えている。

計画どおり８月の定期モニタリングで、今後の方針に
ついて説明を行うことができた。
２月の指定管理候補者選定委員会で、今後３ヵ年度
の指定管理者を決定いただく必要があるため、スケ
ジュールを意識しながら進めていきたい。
また、まちづくり推進交付金については、平成３０年
度の予算に反映させられるよう早急に協議を進めて
いく必要があると考えている。

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

①完了

1
人的及び財政的支
援

人的支援策については、平成30年度から全地区振興会に
おいて業務割合を振興会職員が7割、コミュニティ主事が3
割とするよう明確化する見直しを行った。また、コミュニティ
主事の支援体制についても、今後一人１地区体制からの
見直しを行っていくこととした。
財政的支援については、振興会職員の現在の業務量を勘
案し、見直しを行った。また、まちづくり推進交付金につい
ては、平成23年度以降同額となっていたが平成27年度の
国勢調査結果に基づき見直しを行った。

人的支援策として、振興会職員が事務局としてほと
んどの業務を担える体制に移行することとしている
が、コミュニティ主事による支援も行政とのパイプ役
として必要であり、今後の支援体制について検討し
ていく必要がある。
財政的支援策としてまちづくり推進交付金を交付して
いるが、行事消化型の傾向にあるため、今後、地域
課題の解決に向けた取り組みに活用されるよう促し
ていく必要がある。

①完了

2

3
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プランの進捗

4

計画

3

実績

実績

計画

各地区行政区
長会説明資料
準備

１１月 １２月 １月

2
連絡通報意識
の醸成

計画

実績
ホームページ
の更新

道路異状箇所
の連絡体制

計画

８月 ９月 １０月

市ホームページ・広
報等を通じ道路情報
の提供を依頼し、周
知を図る。
また、各地区行政区
長会において、地域
住民の身近な窓口と
しての情報収集・通
報をお願いする。

実績
連絡体制の確
認及び連絡網
の整備

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ２月 ３月

1年を通して実
施

今年度の
重点取組み、課題等

1

期待される効果

住民自らがパトロールを行い、道路異状の通報を提供することで、地域づくりの推進及び未然の事故防止、つい
ては道路の効率的な維持管理が図られる。また、道路の設置・管理の瑕疵による事故防止に期待できる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

道路異状箇所連絡体制の充実により、早期の道路状況の把握及び道路補修等が施工
できて効率的な維持管理及び事故防止を図る。

現状・課題

天草市管内の市道は3275路線で延長が2084㎞（橋梁1152橋、トンネル18箇所）と膨大なため、市道を適正に管
理するため、道路パトロールを随時実施し、安全で快適な通行の確保に努めているが、細部まで十分行き届か
ない状況にある。近年、道路の管理瑕疵を問われるような事故も少なからず発生していることから、道路の異状
箇所を早期に把握するため、道路緊急ダイヤルの活用、道路利用事業者との協定を推進し、また、周辺住民に
ついても道路の異状に関する情報提供を依頼し、通行の安全を確保を図っていく。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 80 100

80

プランの内容

「道路異状の通報に関する協定」の締結、及び「緊急通報＃9910」の活用を推進し、住民自らがパトロールを行う
意識を持つことにより、未然の事故防止を図る。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 連絡通報意識の醸成 市民への周知 → →

1 道路異状箇所の連絡体制
道路点検マニュア
ルに沿った実施

→ → →

4

所管支部 建設部 所管課・係 土木課土木管理係 関連部署 継続(完了) 継続(未達) 継続(完了)

プランNo. ３－①－５

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ① 市民参画によるまちづくりの推進 プラン名 道路異状箇所連絡体制の充実
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

各地区行政区長会の開催日に依頼
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【支部長意見】

【支部長意見】

②継続（完了）

1
道路異状箇所の連
絡体制

、天草広域本部土木部維持管理課及び天草警察署との協
議を行い、今後における連絡体制の確認を行った。県と市
の休日等における緊急連絡網につても整備し共有を図っ
た。

引き続き、行政区長の交代時期に合せ、通報や相談
先等について改めて説明する機会を設ける ②継続（完

了）

2
連絡通報意識の醸
成

年度当初、ホームページ上の記事を分かり易くするため修
正・更新を行った。
平成29年度末は、区長の交代時期にあたるため、平成30
年4月、各支所に説明用資料を配布することとした。

引き続き、行政区長の交代時期に合せ、通報や相談
先等について改めて説明する機会を設ける ②継続（完

了）

3
今後も関係部署との連携体制充実を図るとともに、
各地区行政区長会などに情報提供を依頼し、通行の
安全確保に努めること。

4

実施項目 １年間の成果

身近な道路利用者の協力により、状況把握の充実、
早急な対応が可能となるので、機会あるごとに協力
依頼をすべきと考える。

4

１年間の成果と課題 年間の取組総括

今後の課題 方向性 本年度は、道路緊急ダイヤル(#9910)を通じた異状箇
所の通報が増加しており、周知の成果が上がってい
る。
また、風水害発生による道路環境悪化についても、
行政区長等を通じて通報があるなど、地域において
も連絡体制が定着しつつある。

方向性

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗 本年度は、道路緊急ダイヤル(#9910)を通じた異状箇
所の通報が増加しており、周知の成果が上がってい
るものと思われる。
また、風水害発生による道路環境悪化についても、
行政区長等を通じて通報があるなど、地域において
も連絡体制が定着しつつあるものと思われる。

③計画どおり
進行

1
道路異状箇所の連
絡体制

6月、天草広域本部土木部維持管理課及び天草警察署と
の協議を行い、今後における連絡体制の確認を行った。県
と市の休日等における緊急連絡網につても整備し共有を
図っている。

行政区長の交代時期に合せ、通報や相談先等につ
いて改めて説明する機会を設ける ③計画どお

り進行

2
連絡通報意識の醸
成

年度当初、ホームページ上の記事を分かり易くするため修
正・更新を行った。

行政区長の交代時期に合せ、通報や相談先等につ
いて改めて説明する機会を設ける ③計画どお

り進行

3
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プランの進捗

地域団体等への公
園管理の推進(各担
当支所協議）

4

実績

計画

3

計画

2

実績

実績

計画

受託予定団体
内容協議

新年度への委託
契約準備及び最
終協議

新年度への委託
契約準備 本市の都市公園は68

公園、都市公園以外の
公園24公園、合計92公
園を本課で管理してお
り、利用者の利便性・
快適性の向上のため、
日々適正な公園管理に
努めているが、都市公
園のうち、供用開始か
ら30年を超える公園が
40％を超えており、今
後計画的な施設の改
築更新等課題が山積
する中で、利用者であ
る市民自らが管理する
ことで、維持管理コスト
の軽減と効果的・効率
的な公園管理を図るべ
く地域団体への業務委
託を推進する。

新年度への委託
予算協議

地域団体等への公
園管理の推進(各担
当支所協議）

今年度の
重点取組み、課題等

1
地域協働によ
る公園管理

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
地域団体等への公
園管理の推進(各担
当支所協議）

進捗経過協議：本
渡(1)、河浦支所
（1）、牛深支所(1)

新年度への委託
予算協議

地域団体等への公
園管理の推進(各担
当支所協議）

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

600 1,080 1,320

(1公園あたり120千円) 120 480 600
期待される効果

・日常的な公園の維持管理を、市民自らが実施することで、維持管理コストの軽減と効果的・効率的な公園管理
が図れる。
また老人会の委託については、地域力の向上及び健康増進に寄与し、福祉団体等の委託については、障がい
者の雇用の場の確保につながるものと考えられる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】 管理経費の削減額 120

改革の
ポイント

民間活力の導入により、効果的・効率的なサービスを実現し、公共サービスのコスト削
減と質の向上を目指す。

２月 ３月

現状・課題

・H29.3月末現在、本渡地区公園59箇所のうち、22公園を18の地域団体等に委託（内訳：老人会13、行政区2、福
祉団体2､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体1）している。また、H29年度からは本渡地区で1箇所を福祉団体へ追加委託し、河浦支所
管内の４公園のうち2公園の追加委託を合わせて合計２５公園を地域団体へ管理委託を推進することが出来た。
・現在地域管理の中心となる老人会については、年々高齢化が進み、軽微な公園管理についても苦慮している
状況にあり、今後の委託数増は望めない。一方で福祉団体や若い世代の地域委託が重要となってくる。
・今後も本渡地区における地域管理委託の推進と併せて、河浦地区、牛深地区での業務委託推進を図る。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 団体等の公園管理数 21 25 29 31

21 24 25平成25年度実績:20公園

プランの内容

公園内のパトロールやトイレの清掃等、日常的な公園の維持管理を利用者自らが行うことにより、地域協働によ
る公園管理を推進する。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2

1 地域協働による公園管理 計画に沿った実施 → → →

4

所管支部 建設部 所管課・係 都市計画課景観公園係 関連部署 継続(完了) 継続（未達） 継続（未達）

プランNo. ３－①－６

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ① 市民参画によるまちづくりの推進 プラン名 市民参画による公園維持管理
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

自治会を中心に各種地域団体と協議を重ねてきた
が、H29年度は計画どおりとはいかなかった。今後、
地域の高齢化による人材不足は避けて通れない現
状にあり、既に公園管理を受託している老人会等の
高齢化及び会員不足による契約解除については、今
後も可能性が大きく、若い世代の団体等を視野に入
れた取り組みを更に推進する必要がある。

計画より遅れが生じている。
既に公園管理を受託している老人会等の高齢化及
び会員不足による契約解除も、今後更に発生する可
能性が大きく、老人会以外の地域団体を視野に入れ
た取り組みを推進する必要がある。

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

②計画より遅
い

1
地域協働による公園
管理

9月末現在で、本渡地区1公園（老人会）、牛深支所1公園
（区）、計2公園についてH30年度から公園管理委託契約に
向けた協議を進めている。しかし、公園管理を受託している
団体の多くが老人会であり、高齢化が進行し、現在、受託
契約解除の相談も出てきている。

公園管理団体の掘り起こしについては、基本、平日
作業の可能な地域団体（区、老人会、婦人会）を基本
に進めているが、持続的な公園管理が可能な団体組
織との契約を推進するためには、前段の地域団体だ
けではなく福祉団体・スポーツクラブ・子供会等の団
体も視野に入れた推進を図る。

②計画より
遅い

2

3
市民が利用する身近な公園については、地域の団体
による管理が望まれる。今後も委託を進めていくべき
と考える。

4

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

③継続（未達）

1
地域協働による公園
管理

3月末現在で、本渡地区1公園、河浦支所1公園、計2公園に
ついてH30年度から公園管理委託契約に向けた協議が整っ
た一方、牛深支所においては、地域団体（区）への協議調
整を行っているが、委託額（1万円・月）等で交渉決裂。

公園管理団体の掘り起こしについては、該当自治会・
老人会及び福祉団体・スポーツクラブ等の団体も視
野に入れた更なる推進を図る。委託額については、
業務内容、備品支給等から見ても妥当な額であり、
詳細な説明を行いご理解いただく。

③継続（未
達）

2

3

１年間の成果と課題 年間の取組総括

地域の高齢化に伴う人材不足に対応するため、福祉
団体や子ども会などの各種団体との契約を視野に入
れ業務委託の推進を図ること。

4
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プランの進捗

4
実施団体の実
際の活動

実績

新年度の予算
措置

計画
実施団体の活
動開始

新年度へ管理
委託契約準備

3
参加者・団体
の公募、勧誘
等働きかけ

計画

2
プログラムの
箇所、規模等
の検討

実績

実績

計画

実施団体の運営活
動への協力と補佐

今年度の
重点取組み、課題等

1
施設の所管課
間の調整・協
議

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

アダプトプログラムとは、公共の財産等を市民や団体がわが子のように愛着を持ち美化に努めようとする取り組
みである。行政は、施設と団体の仲を取り持つ（縁組）役割を担う。　縁組により、地域の財産として、市民個人
や、ＮＰＯ法人、市民活動団体の手に管理を委ねることにより、施設への愛着が生まれることが期待できるととも
に、管理経費の削減も期待できる。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

市民活動として導くことにより、市民の施設への愛着を引き出し、また公共のコスト削減
を目指す。

２月 ３月

実施 →現状・課題

管内にある公園、観光施設、体育施設、公衆トイレ等は、シルバー人材センター等へ管理委託を行っているとこ
ろであり、管理経費も大きなものがある。

3
参加者・団体の公募、勧誘等
働きかけ

実施

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 2か所 1か所

2か所 -

プランの内容

行政区や、民間団体等による公共施設の管理、美化、緑化等のための組織化を推進することにより、施設等の
維持管理費・委託費の軽減を目指す。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2
プログラムの箇所、規模等の
検討

実施

1 施設の所管課間の調整・協議 実施

4 実施団体の実際の活動

所管支部 河浦支所 所管課・係 まちづくり推進課　まちづくり係 関連部署 継続(完了) 継続（完了） 完了

プランNo. ３－①－７

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ① 市民参画によるまちづくりの推進 プラン名 アダプトプログラムの推進
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

実施団体の実際の
活動

H28年より地元と協議をした結果、H29年は4か所ある公園
のうち2箇所を地元と契約し委託を行った。
以前より管理が行き届き、利用者は良好な状態で利用して
いただいている。

H29年中においては、管理委託に関しては何等問題
はなかった。遊具において新設・改修の要望ある。

①完了

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括 方向性

②計画より遅
い

1

①完了

1
施設の所管課間の
調整・協議

2
プログラムの箇所、
規模等の検討

3
参加者・団体の公
募、勧誘等働きかけ

H29.4より年度末まで数回公園がある地元区長と交渉・協議
を行った。

H30.3に区長より現在の作業者への承諾は取れた
が、区内調整ができず、受託できないとの回答があっ
た。今後、他団体等の当てがなく、当面現在までの委
託を継続する。

①完了
1公園について、計画どおり実行できなかったが、2公
園については、予算削減等一定の効果が見られた。
今後、計画のあった1公園については、その都度働き
かけを行う。

4

2公園の委託業務が計画どうり遂行できた。1公園に
ついても今後効率的・効果的なサービスが提供でき
るよう計画的に推進していく。

3
参加者・団体の公
募、勧誘等働きかけ

以前地区振興会に打診を行った際、現施設（トイレ等）を旧
小学校グラウンドに移設後なら可能と内諾を得ていたが、
本年度の予算要求に反映されなかったため、地区振興会と
の進捗はない。

移設できなかったため、地区振興会との協議はでき
ないため、新たに年度末までに既設公園がある上津
留区長と調整協議を行う。

②計画より
遅い

今後も地域の理解を得るよう協議を重ねる必要があ
る。

4
実施団体の実際の
活動

計画なし

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

施設の所管課間の
調整・協議

計画なし

移設できなかったため、地区振興会との協議はでき
なくなった。このため、年度末までに既設公園がある
下津留区長と調整協議を計画する。

2
プログラムの箇所、
規模等の検討

計画なし
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プランの進捗

4

実績

計画

12/3 ＦＭで行
政放送開始

コミュニティFM
開局

3
新たな情報手
段の検討

計画
ＳＮＳ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
FM・ｹｰﾌﾞﾙTV
発信内容検討

ｹｰﾌﾞﾙTV番組
放送開始

2
ホームページ
の見直し

実績
ｹｰﾌﾞﾙTV番組
放送（5～3月） ｺﾐｭﾆﾃｨFM行

政放送準備 SNS検討

実績

内容充実 ホームページ
入力担当者会
議（5/30実施）

計画

内容充実 ホームページ
入力担当者会
議

９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績

内容充実
広報主任会議
（5/30実施）

【広報紙】
　市民に情報が伝わ
る工夫・楽しめる記
事の制作
【市ホームページ】
　見やすい記事をタ
イムリーに掲載する
ため、各担当課との
協力関係構築。
【ＳＮＳ】
何を、誰が、どのよう
に発信するか検討を
進める。
【コミュニティＦＭ】
12月開局に向け、市
政情報、イベント情
報などの内容・発信
方法の検討を進める
【ケーブルＴＶ】
広報紙に掲載した市
の主要事業を市長が
出演して市民の皆さ
んへお知らせする。

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ２月 ３月

2/7 フェイス
ブック運用開
始

今年度の
重点取組み、課題等

1
市政だよりの
紙面の見直し

計画

内容充実

広報主任会議

８月

期待される効果

・市政の情報が正確に素早く伝わることにより、行政の情報が市民と共有され、市の施策が効果的に実施され
る。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

市政の情報が多くの市民に伝わるように方法を検討する。

現状・課題

・市の情報については、市政だより天草、市の公式ホームページで市内外にお知らせしている。
・市政の情報が分かりにくいという、市民の意見も聞かれる。分かりやすい情報提供の方法を検討する必要があ
る。

3 新たな情報手段の検討 検討

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

実施 →

プランの内容

市政の情報を市民に正確に分かりやすく伝える方法を検討する。
・各地区振興会だよりやホームページへの市の情報の掲載
・各課等で行う事業などの周知方法の検討
・市政だより、ホームページの内容検討

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 ホームページの見直し 検討 → 実施 →

1 市政だよりの紙面の見直し 検討 → 実施 →

4

所管支部 総務部 所管課・係 秘書課広報広聴係 関連部署 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランNo. ３－②－２

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ② 透明性ある情報提供による市民との情報共有 プラン名
市民が利用しやすく分かりやすい情報提供
方法の検討 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
市政だよりの紙面の
見直し

・主要事業を詳しく紹介、身近で見て楽しめ、やってみようと
思ってもらえる記事づくりを行った。
（課題）ページ数の増による重量増から、配付する行政区長
などからページ数や紙質で軽くする工夫を求める声が聞か
れる。

・主要事業や重点的に周知が必要な事業は詳しく紹
介していく。
・掲載する記事の取捨選択や紙質の検討を行う。

②継続（完
了）

市政だよりの紙面、ホームページの内容については
充実してきている。特にホームページは、いかに新し
い情報が掲載されているかが評価の基準と思われる
ので、引き続いてタイムリーな情報掲載に努める必
要がある。
コミュニティFM、フェイスブックは当初の目標どおり運
用を開始することができた。今後は、更なる内容の充
実に取り組む必要がある。

③計画どお
り進行

2
ホームページの見直
し

・「市ホームページを見ると市政のことが全てわかる」と市民
に思ってもらえるように記事を作成することを、ホームペー
ジ入力担当者会議で各課へ伝えた。
・各課からのホームページ公開申請が適正に行われてい
る。

・各担当課がホームページの記事を作成するため、
定期的にホームページ入力担当者会議を開催し、各
課への周知を図る。 ③計画どお

り進行

3
新たな情報手段の検
討

・ケーブルＴＶ番組は、５月～９月まで計５回放送済。
・コミュニティＦＭは12月開局に向けて番組構成の検討、契
約準備などを進めている。
・ＳＮＳは、今年度中の運用開始を検討中。

・ケーブルＴＶ番組は、市政のことに関心をもって貰え
るように内容を工夫して継続していく。
・コニュニティＦＭは、市政情報をタイムリーに発信し
ていく。

③計画どお
り進行

昨年度、ホームページのリニューアル、広報紙の発
行回数見直しに併せた内容充実に取り組み、本年
度、ケーブルテレビの市長放送を開始し、今後コミュ
ニティFM放送、SNSの導入を予定している。市からの
情報提供手法を大きく見直す大切な時期であり、担
当者だけでなく、幅広く職員からの提案も取り込む必
要を感じる。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

　市政だよりの紙面の内容を充実させ、一人でも多く
の人に読んでもらえるようにするため、市民側の視点
に立った分かり易い記事の作成を心がけた。
　ホームページは市の情報を網羅し、「市のホーム
ページを見れば手続きなどの詳細が分かる」と思わ
れるような情報掲載を心がけた。また、市政情報を市
民などに届ける方法は、広報紙やホームページの他
に、ラジオ、ＴＶ、ＳＮＳなどを活用することで、より多く
の人に情報が伝えられるようにしたい。

　市政だより及びホームページの内容充実に取り組
んだ。今後は、部署を超えて職員などから広く提案を
取り込みながら、充実を図りたい。
　新たな情報手段としてコミュニティFMやＴＶなどは、
より多くの市民に情報を伝えるツールとして活用し、
今後も継続する。
　ＳＮＳは、市民へ行政情報の提供よりも、市内外に
向けた市の魅力を発信する目的で運用を開始した。
今後も、市のイメージアップに活用したい。

プランの方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
市政だよりの紙面の
見直し

　月１回となった広報紙を多くの市民に読んでもらえるよう、
分かり易い記事で、楽しめる内容も入れて制作した。

　今後も継続的に読んでもらえる広報紙づくりを行う
必要がある。このために、各課などの意見を取り入れ
ながら制作する。 ②継続（完

了）

2
ホームページの見直
し

・支所広報担当者に依頼し、トピックス記事の更新頻度を上
げた。
・広報紙に掲載する記事は全てホームページに掲載するこ
とを各課に依頼。概ね記事は適正に更新されるようになっ
た。

　今後も継続的に適正な時期に記事の更新を行う必
要があるため、引き続き各担当課には、更新の依頼
を行いながらホームページを運用する。 ②継続（完

了）

3
新たな情報手段の検
討

・ケーブルＴＶ番組は、5月～3月まで計11回放送。
・コミュニティＦＭは12月3日開局し、行政情報を放送。
・ＳＮＳは、2月に運用開始。行政情報を流しても拡散効果は
期待できないため、市の魅力を発信するページとした。

　市民に向けてコニュニティＦＭ、ＴＶなどでの情報発
信は継続しながら、ＳＮＳなどを活用した市内外に向
けて天草市をどう魅力的に発信するかも検討する必
要がある。
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プランの進捗

プランNo. ３－②－３

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ② 透明性ある情報提供による市民との情報共有 プラン名 市民の意見を受け入れる仕組みづくり
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 総務部 所管課・係 秘書課　秘書係 関連部署 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランの内容

市民の意見を市政に反映させる仕組みを再検討し、市民と共に創り上げていく市政を目指す。
４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 課題提案制度の周知 実施 → → →

1 自由提案制度の周知・募集 実施 → → →

4現状・課題

・平成19年度：4件、平成20年度：6件、平成21年度：4件、平成22年度：5件、平成23年度4件、平成24年度5件、
平成25年度5件、平成26年度5件、平成27年度2件の自由提案があっている。
・市長への便り等により随時募集しているが、提言数が少ないので、市民への周知方法等が課題である。
・政策的に優秀な提言がある場合は、表彰を行うなどの対応も検討すべきである。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・市民が自分の意見や提言を、市政に対し発言できる最も身近な手段として活用できる。 効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

制度の周知を図り、提案件数の増加を図る。

２月 ３月 今年度の
重点取組み、課題等

1
自由提案制度
の周知・募集

計画
市政だより掲
載、提案募集

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
市政だより掲
載、提案募集

市政だより掲
載、提案募集

市政だより掲
載、提案募集 提案数の増加に向け

た周知のみならず、
提案内容の充実に向
けた周知の方法も検
討する。

実績

計画

3
計画

2
課題提案制度
の周知

実績

4
実績

計画

各部課等において所管事務に係る課題提案を求める必要が生じた場合に実施

課題提案を求める事案なし
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

自由提案制度の周
知・募集

例年どおり、年２回、市政だよりへ制度の内容について掲
載を行った。その他、市長が講話をされる際に、制度につい
ての紹介を行った。

10月・１１月に行う「市民ふれあい座談会」や市長講
話の機会を捉えて制度の紹介を行う。

③計画どお
り進行

予定どおりの進捗が図られている。提案を増やすた
めの一つとして、市民の施策への関心を引き出すこ
とも必要とのことから、ホームページ「市長室」におけ
る活動報告や、市政だよりにおける主要施策の掲載
と、天草ケーブルテレビにおける番組「市長にきい
ちゃお」における主要施策等の説明を行っているとこ
ろ。今後は、これらの取り組みが施策の自由提案に
繋がるような仕組みや、更なる別の施策紹介にかか
る取り組みを考えることも必要と考える。

2
課題提案制度の周
知

課題提案を求める事案なし。 課題提案を求める事案が生じた場合は、適宜周知を
行い提案を求める。 ③計画どお

り進行

広報紙の充実、ケーブルテレビへの市長出演などの
取り組みにより、市政に目を向ける市民が増えること
を期待するが、ホームページ「市長室」の活動報告の
位置づけが非常に重要であると感じる。
今後は、ケーブルテレビの市長出演番組のホーム
ページへのアップなども検討課題としたい。

4

年間の取組総括 プランの方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
自由提案制度の周
知・募集

年２回、市政だよりへ制度の内容について掲載を行った。そ
の他、「市民ふれあい座談会」や市長が講話をされる際に、
制度についての紹介を行った。

制度の周知を図る機会を多く設けることは当然のこと
ながら、市政への興味を引き出す取組みを並行して
行うことが必要であるため、ホームページ「市長室」
の活動報告のように、市長の活動と併せて市政をPR
できるような方策を考える必要がある。（ケーブルテレ
ビ「市長にきいちゃお」における周知なども行う。）

②継続（完
了）

2
課題提案制度の周
知

課題提案を求める事案なし。 課題提案を求める事案が生じた場合は、適宜周知を
行い提案を求める。

②継続（完
了）

3
市民から施策の提案として整理した形で提案してい
ただくのは、ハードルが高いと思われる。しかしなが
ら、市民が自分の意見や要望、提言や苦情などを、
市政に対し発信できる手段として、市長への便りや市
長メールは少しずつ定着し活用されつつある。市政
情報を積極的に公開し、PRすることで、市政に関心
を持つ市民が増えることが、政策提案にもつながると
思われる。

4

市長講話の機会も例年より多かったことから、その
分、制度の周知も図ることができた。併せて、ホーム
ページ「市長室」の活動報告も定期的に掲載すること
ができたことから、市政のPRには繋がったものと思
う。

3

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題
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プランの進捗

4

実績

計画

3

計画

2

実績

実績

計画

公表の促進にあた
り、イントラお知らせ
や庁議等にて喚起を
促す。

今年度の
重点取組み、課題等

1
情報提供指針
の運用・管理

計画
情報収集・管理

指針訂正（随時）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

実績
情報収集・管理

指針訂正（随時）

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

市民と市政に関する情報の共有化を図り、市民に対する説明責任を果たすことで、市政の透明性を高め、市民
の市政に対する信頼が確保される。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

市民との情報の共有化を図ることで、透明性のある市政運営を目指す。

２月 ３月

現状・課題

情報提供指針に基づき、市政に関する情報を公表するよう定めているが、各部署の判断で情報が掲載されてい
るため、的確に運用されていない場合もある。そのため、市として統一的な運用（管理）を行う必要がある。

3

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

プランの内容

市が策定している計画等の市政に関する情報について、「天草市情報提供指針」に基づく情報の公表を行うとと
もに、市民との情報共有に向けた的確な運用を行う。 ４

年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2

1 情報提供指針の運用・管理 運用・管理 → → →

4

所管支部 総務部 所管課・係 総務課総務法制係 関連部署 全課 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランNo. ３－②－４

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ② 透明性ある情報提供による市民との情報共有 プラン名
市政に関する情報の公表による市民との情
報共有の推進 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 プランの進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
情報提供指針の運
用・管理

情報提供指針に基づき運用中。 ここ数年指針の見直しを行っていない。内容の大小
を問わず全庁的に調査・整理し、周知に努める必要
がある。

本年度実施した情報提供指針の見直しにより、職員
への再周知は図られたと感じるが、見直し後は、改め
て市民への周知も図っていくことが必要。

③計画どお
り進行

2

3
情報提供指針の制定から5年が経過し、名称が変更
となっている計画等もあることから、全庁的な調査・
整理を実施する予定。
全庁的な調査を実施することにより、職員への指針
の再周知も図られるものと考える。

4

１年間の成果と課題

4

年間の取組総括

全庁的な調査・整理に手間取り職員への指針の再周
知は遅れたものの、計画等の更新確認などの管理は
怠っておらず、運用に支障はない。

情報提供指針は必要に応じて訂正していかなければ
ならない。運用・管理については適切に行えている。

プランの方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
情報提供指針の運
用・管理

適切な運用・管理に努めており、問題事案は発生していな
い。

情報提供指針の別表については、随時訂正を行う。

②継続（完
了）

2

3
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プランの進捗

地域リーダー
養成講座の開
催

地域リーダー養成講
座については、昨年
度実施した調査にお
いて市全体ではなく
まち協単位での開催
要望が多かったこと
から、課長・係長会
議で養成講座の実
施方法などの検討を
行う。
データバンク・ポータ
ルサイト運営につい
ては、ホームページ
の作成や更新をされ
ていないまちづくり協
議会や地区振興会
に対して改善に向け
た取り組みをされる
よう指導を行ってい
く。

天草宝島講演
会の開催

市職員・振興
会職員向け指
定管理者制度
研修会2

実績
ホームページ
操作研修会の
実施

コンテンツ更
新内容決定

計画

コンテンツ更
新内容検討

ホームページ
の作成や更新
の指導

講演会等の研
修機会の充実

3
データバンク・
ポータルサイト
運営

実績

ホームページ
操作研修会

計画

データベース
更新

各地区事業実
績等確認

データベース
更新

地域おこし協
力隊による助
言・指導

各地区事業実
績等確認

１１月 １２月 １月

実績

本渡まちづくり
協議会人材育
成事業

本渡管内地区
振興会職員研
修の実施

本渡まちづくり
協議会委員研
修の実施

本渡まちづくり
協議会から地
方創生実践塾
へ参加

８月 ９月 １０月

計画

各まち協等主催
による地域リー
ダー向け研修
（随時）

課長・係長会議
による養成講座
についての検討

新任職員・振
興会職員向け
研修会の実施

新任職員・振
興会職員向け
研修会

日本の宝島
“天草”づくり
講演会の開催

本渡まちづくり
講演会の開催

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

地域リーダーを中心として、地域独自の個性あるまちづくりが推進されると共に自治意
識の向上が図られる。

２月 ３月
今年度の

重点取組み、課題等

1

3
データバンク・ポータルサイト
運営

コンテンツ更新・充実 →

数値目標
（下段：実績）

【基準値】

→ →

継続(未達) 継続(完了) 継続(完了)

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2 講演会等の研修機会の充実 検討 準備 実施 →

1 地域リーダー養成講座の開催 検討 準備 実施 →

4

プランの内容
地域リーダーは、地域づくりを行ううえで必要不可欠であり、地域リーダーの有無によって地域の活性化や活動
内容に大きな違いがでてくるため、地域リーダーを育成する講座等の取り組みを行う。

・地域活動を担っている方々への支援、これから担う方を発掘するような事業を通じ、地域自治の向上に不可
欠な人的資源が充実する。
・地元の状況に精通した地域リーダーが育成されることにより地域の活性化が図られると共に、地域の課題に
ついても地域リーダーを中心として解決が図られる。

期待される効果

現状・課題

・地区振興会との意見交換の中でも、地域づくりの課題として、リーダーの育成を挙げた地区が最も多かったことから、新たな
支援策としてデータバンクの構築、アドバイザー派遣制度の実施を行ってきた。また引き続き、研修等の事業を行ってきた。
・地域リーダー育成のための研修会等を実施するが、現状では参加者の多くが高齢者の方となっている。
・天草市のまちづくりを照会できるポータルサイト・データバンク「A-map」を公開し、平成28年度は１カ月平均6,000件のアクセス
があっている。今後、ポータルサイト、データバンク「A-map」については、コンテンツの更新及び充実を図っていく。
・まちづくり講演会の開催（地域づくり関係者）12月実施
・地域課題研修（まちづくり協議会長研修）１月実施予定（隔年で実施、29年度は予定なし）

プランNo. ３－③－２

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ③ 多様な担い手への支援・育成 プラン名
地域リーダーの育成（共生・協働リーダー育
成講座等） ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

所管支部 地域振興部 所管課・係 まちづくり支援課まちづくり係 関連部署 全支所
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【支部長意見】

【支部長意見】

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

③計画どおり
進行

1
地域リーダー養成講
座の開催

　本渡まちづくり協議会では、10月に各振興会職員の研修
を実施した。また、来年1月に地域活性化センターが人吉市
で開催する養成講座に各地区振興会から1名は派遣する
予定である。

　地域活性化センター主催の養成講座については、
参加者募集要項が発表された段階で各地区振興会
へ周知し、参加者を募る予定としている。
また、本市での養成講座に関する検討については、
本年度末までに協議を行う。

データバンク・ポータ
ルサイト運営

　11月に地域おこし協力隊が着任し、河浦地区のホーム
ページ更新及び新和地区のフェイスブック掲載について指
導・助言を行い、内容の充実を図ることができた。

一部のまちづくり協議会、地区振興会については
ホームページ未作成・未更新が見られるため、ペー
ジの作成・更新方法について引き続き指導していく必
要がある。

②継続（完
了）

　養成講座や講演会については、充実した内容で実
施できたが、役員や高齢者など固定的な参加者と
なっている。
　ポータルサイトを利用した情報発信については、地
域おこし協力隊の働きもあり、一部はホームページ
の更新・内容の充実を図ることができた。引き続き充
実に努めて欲しい。

③計画どお
り進行

2
講演会等の研修機
会の充実

　5月に天草市内全域のコミュニティ主事、地区振興会職員
の研修会を実施した。

　12月に天草宝島講演会を開催する予定で準備を
進めている。 ③計画どお

り進行

3
データバンク・ポータ
ルサイト運営

　5月に天草市内全域のコミュニティ主事、地区振興会職員
の研修会を実施した。

　ホームページの更新作業は、各地区で差があるの
で、11月に着任予定の地域おこし協力隊に指導して
もらい、ホームページの充実を図っていきたい。

③計画どお
り進行

養成講座や講演会については、計画どおり進めてい
るが、対象者が固定化しつつあるので、将来のリー
ダーとなるような人の参加を推進しなければならな
い。
情報発信については、地域おこし協力隊に期待して
いる。4

１年間の成果と課題 年間の取組総括

養成講座や講演会については、充実した内容で実施
できた。ポータルサイトを利用した情報発信について
は、地域おこし協力隊の働きもあり、ホームページの
更新・内容の充実を図ることができた。

　職員研修会の開催や天草宝島講演会の準備につ
いては、計画どおり進めている。また、ポータルサイ
トを利用した情報発信については、職員研修会を実
施したが、今後は11月に着任する地域おこし協力隊
の活動により内容を含め充実を図っていきたい。

4

方向性

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

②継続（完了）

1
地域リーダー養成講
座の開催

　本渡まちづくり協議会では、10月に各振興会職員の研
修、11月にまちづくり協議会委員の研修を行い、1月に地域
活性化センターが開催した地方創生実践塾に参加した。

地方創生実践塾へは新たな人材の参加が多かった
ので、今後も養成講座の選定や参加者募集はよく検
討して行う必要がある。

②継続（完
了）

2
講演会等の研修機
会の充実

12月に日本の宝島“天草”づくり講演会、3月に本渡まちづく
り講演会を実施した。

講演会の参加者が固定化されつつあるので、誰もが
聞いてみたいと思えるような講師の選定、講演の周
知方法を検討する必要がある。

②継続（完
了）

3
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プランの進捗

3

計画

4

実績

計画

2

実績

実績

計画

スタート事業3
回目募集１団
体交付決定

審査会（ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯ
ﾌﾟ事業）２団体申
請１団体交付決
定

スタート事業2
回目募集５団
体交付決定

ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ事
業実績報告会

ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ事
業実績報告会 市民活動支援事業

補助金を活用し、地
域の課題解決に向け
た活動を行う団体の
基盤強化スキルアッ
プにつなげる。またそ
の団体の活動が広く
市民に理解されるよ
う支援を行う。

スタート事業3
回目募集

今年度の
重点取組み、課題等

１２月 １月

1
市民活動支援
事業補助金

計画
説明会
ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ・ｽﾀｰﾄ
事業募集

スタート事業2
回目募集

８月 ９月 １０月 １１月

実績
説明会
ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ・ｽﾀｰﾄ
事業募集

審査会（ｼﾞｬﾝﾌﾟ
ｱｯﾌﾟ事業）

平成２９年度の取組みスケジュール

実施項目 ４月 ５月 ６月 ７月

期待される効果

・高い意欲と専門性を持ったNPO、市民活動団体が、地域課題解決などの様々な活動に取り組むことで、新たな
公共の担い手や協働のパートナーとして大きな役割を果たしていくため、行政コストの削減につながる。
・NPO、市民活動団体の活躍の場が広がることで、協働によるまちづくりと多分野での市民参画が促される。

効果額（千円）
（下段：実績）

【基準値】

改革の
ポイント

NPOや市民活動団体を活性化し、公共の担い手・協働のパートナーとなるよう育成する
ことで行政コストの削減を目指す。

２月 ３月

現状・課題

・NPOや市民活動団体は、財源や組織基盤が弱いこともあり、継続して活動していくことが困難な団体も多い。
・都市部に見られるような、個人、企業、団体、行政のつながり構築を始めとする市民活動の支援を専門とする
中間支援組織が存在しない。
・NPOを始めとする市民活動についての市民、行政職員等の十分な理解がなく、活動の広がり、つながりが難し
い。

3 市民活動支援事業補助金
制度内容を変更
継続実施

→

数値目標
（下段：実績）

【基準値】 市民活動支援事業補助金活用団体数 5団体 5団体 5団体 5団体

7団体 6団体 7団体

→ →

（H26　4団体）

プランの内容

新たな公共の担い手となるNPO等が活発かつ継続的に活動が行えるよう、相談事業やセミナー、ネットワークづ
くりなどの中間支援や、補助金による資金的助成を行い、運営・経営・組織力の強化支援を行う。また、中間支
援を行う市民活動支援センター事業を民間（NPO等）に委託し実施することで、民間の持つ知識やノウハウ、人
脈を活用しつつ、コスト削減を行う。NPO活動報告会やNPOセミナー等の実施を通して、公益活動を目的とした組
織であるNPOや市民活動団体に対する市民及び行政職員の理解を促す。
（プラン3-③-1を統合）

４
年
間
の
実
施
計
画

実施項目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

2
各種セミナーの実施
（運営・市民活動理解など）

継続実施
市民活動支援セン
ター事業への集約

1
各種相談事業(設立・運営な
ど）

継続実施
市民活動支援セン
ター事業への集約

4 中間支援組織の設立 準備・設立

所管支部 地域振興部 所管課・係 男女共同参画課男女共同参画係 関連部署 全課 継続(完了) 継続(完了) 継続(完了)

プランNo. ３－③－３

基本方針 ３ 協働によるまちづくりの推進 取組項目 ③ 多様な担い手への支援・育成 プラン名
公共の担い手である市民活動団体等の活動
促進と支援 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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【支部長意見】

【支部長意見】

実施項目 １年間の成果 今後の課題 方向性

１年間の成果と課題 年間の取組総括 方向性

③計画どおり
進行

1

②継続（完了）

1
市民活動支援事業
補助金

ジャンプアップ事業１団体、スタート事業６団体の交付を
行った。高齢者や子どもとといった課題が多い福祉分野の
事業申請が多かった。直接困った人の喜びにとつながる事
業ができた。

地域課題の解決に向けて取組む市民活動団体が増
えている。しかし、団体の組織力や事業の計画性で
つまづく団体も多く、市民活動支援センターを活用し
た基盤強化を進める必要がある。

②継続（完
了）

2

3
　スタート事業６件、ジャンプアップ事業１件であった
が、申請・相談はあったものの、採択に至らない事業
もあった。
　今後、市民活動支援センター事業を中心にＳＮＳ等
を活用した情報の受発信を行い、市民活動団体の育
成強化、継続した活動を行うことのできる組織づくり
をさらに支援していく必要がある。

4

事業内容は主に課題が多い福祉分野で、スタート事
業６件、ジャンプアップ事業は申請・相談件数はあっ
たものの採択までに至る事業が１件と少なかった。事
業計画の妥当性だけでなく団体の組織力等も問われ
ることから、交付団体が伸び悩んでいる。今後、市民
活動支援センター事業を中心にＳＮＳ等を活用した情
報の受発信を行い、市民活動団体の人・材・財づくり
を高め、継続した活動を行うことのできる組織づくりを
さらに支援していく必要がある。

3
ジャンプアップ事業の交付団体が少ないが、事業内
容の検討が不充分な団体もあるので、市民活動支援
センターの助言等を活用して事業化を進めてもらい
たい。

4

中間期までの進捗（課題）・年度末に向けての課題 中間期までの取組総括 進捗

実施項目 中間期までの進捗（課題） 年度末に向けての課題 進捗

市民活動支援事業
補助金

ジャンプアップ事業では、４団体の申請があったが、２団体
が取り下げたため２団体のみの審査会となった。団体の思
いだけで予算化されている事業もあり、しっかりとした計画
性をもって補助金申請に臨む団体の育成が必要である。

ジャンプアップ事業１団体、スタート事業５団体の交
付決定をおこなっているので、団体と事業の進捗状
況などを把握していく必要がある。

③計画どお
り進行

スタート事業５団体は、おおむねの申請件数であっ
た。ジャンプアップ事業は、１団体の交付となってい
る。ジャンプアップ事業では、事業計画が不十分の団
体も見受けられ、審査までも至らず採択が１団体にと
どまった。団体の進捗の把握、また市民活動支援セ
ンターと連携をはかり支援していく。

2
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